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は し が き

労働経済学はわが国においては比較的新 しく成長発展 してきた経済学の一部

門 と考えられているが,英 国,米 合衆国などではLaboureconomicsと して

古 くか ら存在する学問分野である.労 働経済学が取 り扱 う領域は,諸 外国の研

究を参考に してみると,広 汎なものとなっており,ま た,扱 う分野が明確に定

め られているわけで もない

本書は,労 働経済学が扱 う領域の内部では重視すべきものの一つと考えられ

る,労 働市場に焦点を絞 り.そ の分野のみについて論 じたものである.

この書物は3部 か ら成 り立つ.第1部 では労働用役の社会全体 としての供給

を個人単位の労働供給の議論から出発 して説明す ることと労働組合の存在下で

の労働用役の供給 とが論 じられ る.こ の場合,労 働用役の社会全体 としての供

給に如何なる定 まった形態 も存在せず,従 って,第3部 で言及する賃金率の決

定に際 して,社 会的お よび政治的諸力が賃金率へ影響を及ぼす可能性の存在す

ることを示そ うと試みた.ま た,労 働組合の存在する場合に も,そ の組合の選

好に従 って種 々の供給の型が考えられ,か くして第3部 において展開されると

ころの交渉理論に意義が見出され る,こ とを明らかにしようと努めている.第

2部 では,寡 占経済および完全雇用を目指す経済における労働需要側にある諸

特徴を明らかに し,賃 金率決定の広汎な不確定領域の存在が示される.か くし

て,賃 金率決定に際 して,労 働組合がない場合には社会的および政治的諸力の

評価,労 働組合が存在する場合には賃金交渉の議論での行動科学による分析,

の必要性が説かれる.第3部 では,労 働組合が存在 しない場合には,労 働用役

の社会全体としての供給形態の不確定性と労働用役の需要側の賃金率決定の不

確定領域の存在とに よって,社 会的お よび政治的諸力がどのように賃金率決定

に影響を及ぼすか,更 に労働組合が存在する場合には,団 体交渉における労使

双方の力関係に応 じて,賃 金率が如何に決定されるか,が 論 じられている.

労働経済学へも英米の研究者が中心 となって近代経済学の新しい分析方法を



導入 し続けてお り,本 書 も曲りなりにもそれ らの 分析方法を 利用 している.

従 って,本 書を興味をもって読み 進んでいただ くために,こ れを読 まれる前

に,J.R.Hicks著 のTheTheoryofWages(邦 訳,内 田忠寿 「賃金の理

論」)か,KW.Rothschild著 のTheTheoryofWages(邦 訳,賃 金問題研

究会 「現代賃金理論入門」)を読了しておいていただくことが望 ましい

なお,本 書は同 じ研究叢書の第9冊,本 学教授佐藤浩一先生の 著わされた

「現代賃金論序説」,と 深い関連をもって書かれている.本 書は佐藤先生の御

著書とはその質において比較するすべもなき程に劣っているが,扱 った領域に

関 しては補い合 う形にある.同 書と重複 しそ うなところはほ とんどここでは省

いたので,本 書を読まれる場合には研究叢書第9冊 をも傍 らに置いて時に応 じ

て参照 していただきた く思 う.

このような形にせ よ研究がまとまったのは,大 阪大学教授内海洋一先生の長

期に亘る慈愛盗れる御指導のおかげである.本 書において著者が示した多 くの

ものは同先生の御教示に基づいている.

また,本 書執筆中に生 じた多 くの問題は本学教授佐藤浩一先生および同助教

授片上明先生の暖かい御指導によって解決することができた.

更に,ゼ ミナールを通 じての,元 本学教授で今は亡き稲葉四郎先生,本 学助

教授岡本武之先生,大阪大学名誉教授平田隆夫先生,ボ ン大学教授W.Krelle先

生,に よる暖かき御指導も特筆せねばな らない.そ の他,府 立大学,大 阪大学

の多 くの先生方による御指導 も忘れてはな らない.

この場を借 りて以上の諸先生に心 より御礼申 し上げ,筆 を置 く.

昭和46年1月

森 田 助
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第 一 部

労 働 用 役 の 供 給 に つ い て



第1章 労働用役 の個人的供給

(序)労 働用役の個人的供給について

労働用役の供給について議論する場合には,そ れが一人の労働者の労働用役

の供給として考え られているか,あ るいは多数の人々か ら供給 されるところの

労働用役の集計量として考え られているのか,を 区別せねばならない.本 章で

は,前 者の意味における労働用役の供給のみを,特 にJ.R.Hicksの 所説を中

心に論 じ,検 討 してみたいと思 う1)

§1HicksのrValueandCapital」2'に お け る労 働 供 給 の 型

労働用役を供給するに当って,個 人の労働者は労働を供給することに よって

得 られる所得の効用と労働の供給により閑暇が減少することに起因する負の効

用とを比較 して,そ の最 も有利な点で労働供給量を決定 しようとする.

ある労働者は,他 に所得および富がなければ,自 己の労働用役を雇用主に販

売し,そ れによって稼得 した貨幣で消費財を購入して効用を得る.従 って,こ

のように規定 した労働者は支出に用いられ る一定の貨幣類を携えて市場に来る

のではなくて,販 売向けの財あるいは用役のある一定量を携えて市場に来るの

であって,そ のために彼が支出に利用し得る額は彼が販売 しようとする財およ

び用役の市場価格によって影響を受ける.

一般的な場合を考えると,あ る労働者は労働用役以外の財あるいは用役を販

売することもあるから,π 種 の財あるいは用役の数量 露1,ゐ,輪,………軌を携

えて取引を始めるものとする.取 引の結果 として,彼 はη種の財あるいは用役

1)本 章は労働 用役 の個人的供給 を説 明す る 目的 で書かれているのではな く,こ こで

の 目的は,第2章 におけ る労働 用役 の集計的供給 を論ず るために個人的 供給 に関す

る諸議論 を検討 して,こ の供給 の現 実に近い形 態を探 り出す こと,に あ る.

2)J.R.Hicks,ValueandCapital,secondedition1946

(邦訳,安 井琢磨,熊 谷 尚夫 「価値 と資本」)
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を,Xl,x2,x3… … …Xnと い う望 ま しい 集 りを 獲 得 す る よ うに,数 量 を 増 減 さ

せ るで あ ろ う.財 め 価 格 を 瓦 とす れ ば,以 上 の こ とは次 の よ うに示 され る.

P1●Xl+P2'X2+… … …+Pn'XnニP,● 砺+P2。 露2+'○'… …+P轟.こ の式 を 条 件

(1)とす る.

また,こ の 労働 者 の 欲望 は あ る与 え られ た 効 用函 数,u(Xl,x2,x3,… …Xn),

で 表 現 され る.取 引 され る数 量 は条 件(1)の 制 約 の下 に,uが 極 大 で あ る とい う

条 件 に よ って 決定 され る.こ れ らの取 引数 量 は ラ グ ラ ン ジ ュ乗 数 μを 導 入 す る

と,U+μ(ΣP拶r-2]PrX。)を 極 大 な ら しめ る もの で な け れ ぽ な らな い.こ れ

は,誰 一・瓦 一α 御 君 ㈹ 幣 藷)と して示され・・ そ撤 腋

方 程 式 は 次 の よ うに な る.

/P・Xl+P・x・+… … …+P・Xn

=P1死1+P2露2+・ … ・… ・+P轟=M

一 μP三十Ul=O

一 μP2+u2=0

一μPη十u.==O

ここで,所 得(M)の 増加が需要に及ぼす影響 と価格変化の効果とを調べる.

先ず,所 得の増加が需要に及ぼす影響を調べる.上 記方程式の各々をMecつ

いて偏微分すると,

P1箭 ・

一P1器+窃 。號+

-P・論 … 齢 ・

・P窃 一・

∂郎+
π1・π=0

… 窃 一・

一嬬 紛+妬1{語+ ・・一藷 一・
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これ らの方程式の係数の行列式を作ると,

OP,・

-Plu11・

-P2v21・

-P
nUni・

・… ・P
ηOUI… … …Un

'''"Uln%lUl蓋"●'叫'"Uln

… ・・U,
。 一 一 占U,U21… の・・…U,π

μ

'四'。U
nnUn%nl"●"●'●'Unn

一 一霧 σ
μ

また論 の係数の係数のと・うに値1,・,……,・を代入し礪 び行列式を作・

と,

ま

　

　

P

駒

窺

　

り
の

O

P

P

一

一

Pr-1

%1,7_1

U2,r_1

1Pr+1

0zel,r-1

0u2,r+1

Pn

Uln

U2n

一P
rUnl

NP,

Ul2Lll

1
=一 一 窃2Z621

μ

Un,r_10Un,7+1%η

Pγ 一11Pγ+1… … …Pπ

%1,r_102Lltr+1… … …Uln

u2,。.10u2,,+ド ・・… …u2n

UnUnlUn,r_10Un,r+t・ … … ・7Lnn

=_⊥ σレ
μ

ク ラマ ー の公 式 に よ り,

∂り厚。_μ σア
∂M-u

次 ぎに,価 格 変 化 の 効 果 を 調 べ る.前 記 方 程 式 の 各 々をP。で 偏 微 分 す る.す な

わ ち,他 の価 格 は 不 変 の ま まで あ るが,Prだ け は 変 化 す る もの とす る.



1⑩

P,9$1・P・藷++礎 一謝 島

一磁 一+・幽 橘 ・藷++礎 一・

一瓦艶 鵬 農 ・%・舞++隔 舞 一・

一瓦 農 ・砺1舞 ・・n・藷++・ 鰍藷 一・

この係数の行列式は前述 した ものと同じであるから,一 霧σとなる.
μ

式 を 作 る と,

OP1P2… …P。.1-Xr+x。Pr+蒐 … …P。

-P,Ullu12… …%1
,。.、OZt、,。+1… …%、 。

・た,農 の 係 数 の 部分 ・・値 一 縞,・,一 ・・・・… … …・を 代 入 ・て 行 列

一P
。-lu,-1,1Ur一 三,2… …Ur一 蛋π 一102Lr-1,。+1・ ・・…2Lr_1,η

一P
ru,1u。2… …%。,。.1μtt。.,+1… …ze。,。

-P
。+1ter+且,1Ur+1,2… ・一'ee,+1,。.102e。+1,r+1… …%,+1,n

1-PnUnlUn2… …Un,,-10Unt。+1… …Unn

一チ{(一 砺+島)砺 ⊥・μ・α,
μ}

=⊥ ⑫,_死,)σ,_σ ・・

μ μ

そ れ 故,ク ラ マ ー の 公 式 に よ り,

誰 一一(劣γ一りじγ)・μ浄 ・響 脇 一響 であ・たか ら,

農 一(Xr-Xr)・ 號 ・響 が得 られ ・.・ れがスルツキー耀 式であ

る.

そ ・て,警 ・・負であ・・とは次の・うにして翻 され・.
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効 用uが 真 に 極 大 で あ る ため には(す な わ ち 極 小 で な い た め に は),Clu・=O

書き換え… 藩 藤 α のみではなく,・ の二次微分が負でな肋 ばな

らない 幽 くα すなわち煮 鑑 瀞 妨嘱 な・二次式・鞭 あ・・とが

必 要 で あ る.

一 般 的 な 二 次 式

αnxi2十 α22x22十 … … 十annxn2十2α12xlx2十2α12xlx3十 … … 十2α23x2x3十 … … カミ,

Σb,X,=Oな る 一 次 の 制 約 条 件 を も っ て い る 場 合 に,こ の 二 次 式 が 負 で あ る た
r=1

め に は,係 数 の 行 列 式 が 交 互 に 正 お よ び 負 の 値 を も つ こ と が 必 要 で あ る.

Ob,b20b,b2b3… …Ob,b2bn

blαllα12biαnα 、2α13b、 α11α 、2α1。

b2α12α22b2α12α22α23b2α12α22α2。,
b3α13α23α33iiii

,

bnαlnα2。 αnn

そ・で,二 次式薬 轟 晦 伽 艦 ・叫一・な・一次の制約条件の下
お

で 負 と な る た め に は,第 一 次 偏 微 係 数 を 時,第 二 次 偏 微 係 数 を 脇 、と 書 き 表 わ

せ ば,

OUIu20Ulz↓2u3… …OUIu2u冗

UlZtllZる122↓lUllZt12%13包{'lZellZむ12?Lln

'己る22る12%22U2Ztl2Zt22レ じ23窃2Zt12鉱22U2
n

,

U3U13π23U33iiii
,

tenZtlnU2n%nn

な る行列 式 が それ そ そ 交 互 に 正,お よび 負に な る こ とが 必 要 で あ る.最 後 の も

の を σ,ま た%。,に お け る 余因 数 を σ,。で 示 す こ とに す れ ば,%種 の財 は いか な

る順 序 で も と りあ げ る こ とが で き るか ら,余 因 数 乙「。。を 砺 。の余 因 数 σ。。と等 し

くす る こ と もで き る.そ して,σ 。。は σの 一 つ 前 の 行 列 式 と等 しい か らσ と符

号 が 反対 で あ る.

・。て,努 は必ず負とな・.
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更 に,μ は ラ グ ン ジ ュ乗 数 で あ っ て正 で あ る.ま た 労 働 者 の労 働 用 役 の 供 給

を考 え る場 合,露.はx.よ りも必 ず 大 か等 しい の で あ るか ら,@。-Xr)は 正 か

ゼ ロに等 しい.

1舞 については次の・うに分けて考え・のが醐 であろう。先ず・所得の限

界効用は一定であるが,閑 暇の限界効用は閑暇量の増加 とともに逓減する,と

考える.こ の場合には,賃 金率の上昇に よって所得の限界効用に変化は生 じな

いか ら,論 はゼ・であ・.次 に,所 得の限界効用が粥 の増加ととも囁 減

するが,閑 暇の限界効用は一定である,と 考える.そ うす ると,賃 金率の上昇

に よる所得の増加は所得の限界効用を低下せ しめ るために,閑 暇の一定 の限界

効用 と所得の限界効用とを等 しくさせるためには,供 給労働量を減少せねばな

らな・・ か くして,論 は正の値をと・.最 後に,搬 的 と考えられると・ろ

の,所 得の限界効用が所得の増加とともに逓減 し,閑 暇の限界効用も閑暇量の

増加 とともに逓減する,場 合を考える.こ の時に賃金率の上昇があ り,閑 暇量

が不変であれば,所 得の限界効用は逓減する.閑 暇量を ここで増加させれば,

それに従って所得の限界効用が上昇 し,ま た閑暇の限界効用は低下 しているか

ら,お 互いの限界効用の等 しい点に至ることができる.従 って,こ の場合にも

論 は正の値をとる.こ の・う・・,搬 的・・は,藷 は正の値と考えて・い

ス・レツキー方勧 ・おけ・,(Xr-Xr){継 所顯 響 を 代翻 と呼べ

ば,所 顯 の正の値に関 ・ては,翻 ・種・証 の値をとるが仮 りにこれ・レ

定 の正 値 を と る とす る と,¢ 。が 大 な る と きは値 は 小 さ く,砺 が 小 さ くな るに つ

れてそれは大とな・・所顯 の値・・代瀬 の絶対値 ・りも小さい時には・誰

が負 となるので,賃 金率の上昇は労働供給量を増大(閑 暇量を減少)さ せるが

所得項が大きくなるに従って労働供給量の増大の幅は小 さくなり,所 得項の値

・・代瀬 の絶対値を越え繊 舞 は正とな・て,賃 金率の上昇は労働供縫

を 減 少 させ る こ とに な る.
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賃
金
率

0

(第1図)

労働供給量

1μ警 ト@-Xr)訪

Hμ 劉 一@一 ・r)論

1μ劉 〉(か 勾 窃

この よ うに 考 え て きた場 合,労 働 の 個 人 的 供 給 は 第1図 の 如 き 曲線 と して示

さ れ 得 るで あ ろ う.

§2労 働 供 給 量 を 論 ず る 場 合 の 困 難 な 問 題

前 述 のHicksに よ って な され た 議 論 は,非 常 に 明確 で あ り.ま た説 得 力 も

あ る よ うに 見 え る ので あ るが,実 際 には そ の 中に 重 大 な 困難 性 を含 ん で い るの

で あ る.

Hicksは 労 働 の供 給 量 を 明示 的 に数 量 で 表 わ せ る もの と して 扱 っ て い るが ,

た とえHicksが そ こ では 出来 高 賃 金 率 を適 用 した こ とに よ って 大 幅 に 困難 性

を 回 避 した とは い え,や は り労働 の 質 の 面 を どの よ うに 考 慮 して い るか,が 明

白 で は な い

M.Dobbは 「労 働 の供 給 」 な る語 の意 味 を次 の よ うに分 類 す る ,3>

1.雇 用 され よ うと欲 す る労 働 者 数.

2.1に 各 労 働 者 が 働 く意 志 を もつ 時 間 数 を含 め る.

3.1と2の 上 に,各 労 働 者 の労 働 の強 度 を含 め る.

4.熟 練 の度 合(こ れ は 労働 の供 給 量 に 影 響 す る も の とす る よ りは 労 働 の質

に影 響す る)を 考 慮 す る場 合.

こ こで は 労 働 の 供 給 を 個 人 の も のに 制 限 して い る の で,Dobbの 分 類 の1は

問 題 に しな い 分 類 の2,3お よび4はHicksの 議 論 に お い て 考 慮 され て い

3)MauriceDobb,Wages,Reprintedwithrevisions1959,P.110

(邦訳,氏 原正治郎 「賃金論」148頁 一149頁)
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る,と 考 え て よい根 拠 は あ るが,こ れ らをHicksは 抽 象 的 に 綜 合 して 数 量 化

して しま って い る.そ れ 故,夫 々 の項 目の変 化 が 労 働 供 給 の量 に どの よ うな 影

響 を 及 ぼ す の か とい う問 題 を 分 析 す るた め の 手 段 と して,Hicksの 「Value

andCapital」 に お け る説 明を 使 用 す る には 無 理 が あ る.

そ こで,労 働 供 給 を 分 析 し,そ の項 目に従 って議 論 を進 め るW.S.Jevons

の考 え方 は,4)こ こに お い て,よ り 合 目的 で あ る.Jevonsも 結 論 を 引 き出 す

に当 っ ては 努 力 の強 度 を一 定 と仮 定 せ ざ るを得 な くな った ので は あ る が,わ れ

わ れ は,Jevonsの 議 論 を 回 顧 し,後 段 で 利 用 で き る と ころが あれ ば し よ うと

試 み る.

§3W.S.Jevonsの 労働供給 に関す る議論

Jevonsは 労 働 供 給 を分 析 す る際 に個 人 の 労 働 供 給 を 問 題 に して い る,彼 は

労 働 を 「よ り大 な る苦 痛 を避 け る,あ る い は,よ り大 な る快 楽 を 生 み 出す 目的

で な され る苦 痛 を 伴 った 尽 力 」5)と 定 義 す る.

更 に,労 働 量 を 二 つ の次 元 に分 け て考 え,第1次 元 と して時 間(time)を,

第2次 元 と して 努 力 の 強 度(intensityofeffort)を あ げ,そ れ を次 の よ う

に示 して い る.

あ る労 働 者 の労 働 量 は 次 の もの を含 む.

(a)労 働 の時 間,お よび

(b)労 働 の強 度,こ れ は 次 の もの に依 存 して い る.

1)苦 痛,あ るい は

1')生 産 量,次 ぎ の意 味 にお い て

a)物 的生 産 物,あ る い は

4)な お こ こで はJevonsの 書 物 が 入 手 不 可 能 で あ った た め,G.J,Stigler,

ProductionandDistributionTheories,1949,pp13-37,で のStiglerに ょ る

Jevonsの 紹 介 に 従 って 述 べ る.

5)G・J・Stigler,oP.cit.,PP.29-30;Stiglerは この 定 義 の 欠 陥 を 述 べ,更 に 労

働 を 次 の よ うに定 義 す る,「 労働 は 人 間 活 動 の あ らゆ る形 態 か ら 成 り立 っ て い る も

の であ り,そ の 人閲 活 動 の あ らゆ る形態 は,そ れ らを 競 合 的 使 途 間 に 経 済 的 に 配分

す るた め に必 要 な報 酬 を提 供 しな が らそ れ を 需 要 す る量 に比 較 して,存 在 量 が十 分

に 少 ない ので あ る.」
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a')効 用 価 値 生 産 物(Utilityvalueproduct)

これ か ら明 らか な よ うに,労 働 量 は 努 力 の 強 度 と労 働 時 間 を か け 合 わせ た も

の で 表 わ され る.以 下.Jevonsは 努 力 の 強 度 を 一 定 と仮 定 して 議 論 を進 め

る.

個 人 の 労働 供給 は 労 働 の 苦 痛 を 生 産 物 の効 用 を 限 界 に お い て等 し くさせ る こ

とに よ って 決定 され る.あ る労 働 者 の 限 界 苦 痛 と生 産 物 量 とを 共 に 時 間 の函 数

と考 え,限 界 苦 痛 をP,生 産 物 量 をY,時 間 をtで 表 わ せ ば,P=f(の,y=

g(の とな り,こ れ か らをt消 去 して,P=IC(Y)と す れ ば,限 界 苦 痛 は 生 産 物

量 の函 数 と して示 され る こ とに な る.

一 方 ,あ る労 働 者 の限 界 効 用 をJevonsは 所 持 され る 商 品 の 数 量 の 減 少 函

数 と して 示す 。 また,商 品 は 生 産 物 と交 換 して得 られ る もの,と 考 え,商 品 量

Cと 生 産物 量Yと の 間 に函 数 関係 が成 立す る.と こ ろで,限 界 効 用Mσ は 商

品量 と函 数関 係に あ るか ら,MU・=X(C),上 述 の 如 くC=y(y)で あ るか ら,

MU=z(Y)と な る.

あ る労働 者 の限 界 苦 痛 と限 界 効 用 とが 共 に生 産 物 量 の函 数 と して 示 され るか

ら,第2図 を描 く こ とが で きる.

JevonSは 限 界 苦 痛 に 関 して は 負 の 符 号 を 付 け て第4象 現 を主 と して 利 用 し

プ ラ スに

ヒ ♪た

限 界効 用

}{

ス
た
痛

ナ

つ
苦

イ

と
界

マ
に
限

'1・席物 蹴

(第2図)

て い るが,こ れ に は 何 も利 点 は 無 い よ うに 思 わ れ る.そ れ 故,私 は 第3図 の如
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ブ ラ スに とっ た

限 界 効 用

プ ラスにとった

限 界苦痛

生産物 簸

(第3図)

く限界苦痛に対 しても限界効用と同様に プラスの符号を与えたままで議論 した

し・

限 界 苦 痛 は 労 働 時 間 が 経 過 す るに 従 っ て,最 初 は逓 減 し,次 に 逓 増 す る,と

Jevonsは 考 えて お り,ま た 前 述 の如 く,個 人 の労 働 供 給 は 労 働 の 苦 痛 を生 産

物 の効 用 と限 界 に お い て等 し くさせ る こ とに よ って 決 定 され る ので あ る か ら,

限 界 効 用 曲線 と限 界 苦 痛 曲線 と の交 点 σで生 産 物 量 が 決 定 され る.こ の生 産 物

量 は,あ る関 係 の 下 で,労 働 供 給 量 を 示 して い る.

労 働 を 行 な う際 の努 力 の 強 度 を 一 定 と仮 定 した こ と,お よび そ の他Stigler

の 述 べ て い る欠 点6)は あ るに して も,Jevonsの この 労 働 供 給 の議 論 は

Marshall7)とEdgeworth8)と に よ って 受 け 入 れ た の で あ る.9)

§4供 給量 の増加 につ いて

ある財あるいは用役の 「供給量が増加する」 とい う場合,次 の二つの事象の

どちらに起因 しているのかを明確にしておかねぽな らない.け だ し,供 給量の

増加が生起 しても意味が異 っておるのであ り,特 に第二の場合には 「供給の増

加」が並存す る.

先ず 第一の原因の供給量増加は,第4図 によって示 される.こ の時の供給

6)Ibid.,P.34

7)Ibid.,P.34,(Marshall,PrinciplesofEconomics,PP.144-2)
8)Ibid.,p.34,(Edgeworth,CollectedPapersRelatingtoPolitical

Economy,London,1925)

g)Ibid.,p34
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は価格の上昇とは無関係である.

HickSは 労働用役の個人的供給量増加

を示すものとして次の三項目をあげてい
P

る.】o)

1.あ る人の能率が増進する.

2.あ る人が より懸命に働 く.

3,あ る人の能率に有害な効果を及ぼさOQ・ →Q,数 量
(第5図)

ぬ ような状態でより長時間働 く.

この場合,能 率という表現で示されている事柄は一体何であるか.も しこの

能率が労働用役の何 らかの生産力の程度を述べているのであれば,ど のように

理解すれば疑問が起 らないか.更 に,Hicksは 上述のように 労働供給量増加

を規定 して,賃 金決定への労働供給量増加の影響を考察しているのであるが,

それは如何に理解され得るものなのか 以上のことを次に論 じ検討 したいと思

う.

17

量増加は,供 給曲線上の右上方への移動

を意味 している.こ の供給数量の増加は

価格の 上昇と 関係して存在するので あ

る.

それに対 して,第 二の原因の供給量増

加は第5図 に よって示されている.こ の

場合は,供 給曲線全体の右方へのシフト

が行なわれ るのであり,供 給数量の増加

晒
格

§5労 働用 役の個人的供給量 の増加

Hicksは 供給労働量を測る尺度として,雇 用主に対 して個人の被用者がなす

仕事の市場価値,を あげている.す なわち,被 用者が労働用役を供給 し,更 に

10)J.R.Hicks,TheTheoryofWages,secondedition1963,P.92

(邦 訳,内 田忠 寿 「賃 金 の理 論 」,81頁)
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それが雇用主 との間において売買され る場合,そ の売買される用役は実際に遂

行された用役であって,被 用者が労働用役を供給する場合に彼が こうむ るとこ

ろの犠牲 とか,彼 が払お うとする努力ではない,と する.11)

この場合,Hicksは 労働用役の個人的供給を,Hicks自 身が他 の 箇所で述

べている供給,す なわち労働老が種々の賃金率に対 して考えるところの労働供

給,換 言すれば,ス ルッキー方程式で示されるような労働供給,と は異なった

意味で使っていることは明白である.

Hicksの このような説明による労働用役の個人的供給量増加についての解

釈の一方法には次のようなものがあろ う.

社会全体における労働需要曲線をD.,労 働曲線をSLと する.そ うすれば,

第6図 における如 く,出 来高賃金率はVV.に 決まることになる.SLは 後に述

出

嚢 賃貿
率

金

率U」L

=Ws

WJ.

生産物羅で測った労働景0労 働最

(第6図)(第7図)

べるように個人的労働供給の集計により描かれた曲線であって,ど のような形

状をもつか,は 定かではない ここで決定 した確乙は個人の労働者に対 しては

個人的に変化 させ ることの不可能なる値 として現われて くる.第7図 において

個々の労働者への労働需要曲線Sε が描かれているが,こ の場合にWLは 横軸

に水平な労働需要線を描 く基準 となる.こ こでSsが 特定の点Pに おいて不連

続となり,VV.=Wsの 賃金率においてPよ りP'へ と労働供給量が変動する,

ことが,能 率の増加として理解され得る一つの状況である,

以上の理解方法はHieksの 次の主張 と首尾一貫 している.「一人の行動の変

11)Ibid.,P.90(邦 訳,80頁)
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化が他の人びとの賃金もしくは商品価格に見るべき効果を与えるには不十分で

ある.そ ういう厳密な競争体系をわれわが取 り扱っているかぎり,不 都合な結

果にいたる危険もなしに,そ の人の労働供給の変化は彼の均衡賃金の変化に比

例的である,と われわれは主張できる」.12)

この状況で注意せねばな らないことは,個 人の労働供給曲線S8全 体が シフ

トしたのではないことである.こ のようにして供給増加のあった労働用役の量

を示すのは,線 ではな くて,一 点である.

上に述べてきた能率の増進が行なわれた原因は,こ の個人の効用あるいは不

効用に関する選好状態が変化 したことである,と 考えるのが適当である.と こ

ろで,HickSは この種の労働供給の増加が,1.雇 用主によって定め られたか,

あるいは,雇 用主と被用者間で協約 された労働諸条件の変化か ら,2.提 供され

る賃金の変化に対するその人の意識的反応か ら,3,最 近の過去に彼が受領 して

きた賃金と,し てきた仕事を含めた,彼 の全境遇の無意識的結果か ら,起 り得

る,13)と 考えている.

問題となるのは第2番 目の原因である.

先ず,こ こで述べ られている 「賃金」を 「賃金率」を意味 しているものとし

て議論する.労 働者はいつでも個人的労働供給曲線をもっているものであ り,

そのような個人的労働供給曲線を社会全体について集計す ることによって得 ら

れた社会的労働供給曲線 と,社 会全体における労働需要曲線とによって,あ る

賃金率が成立 し,こ の賃金率が個人の労働者へ と戻って くるのであ り,ま た個

人的労働供給量 も社会的労働供給量 と同様に,そ の時に同時に決定しているこ

とになる,そ れ故,第2の 原因か ら生起するという意味での労働供給量の増加

がなぜ起 り得るか,は 検討 される必要のあるものと思われる.

個人の労働者は第8図 の如 き個人的な 労働供給曲線を有する.こ れは 例え

ば,Hicksが スルッキー方程式によって示そ うと試みた供給と考えてもよい.こ

のような個人的労働供給曲線が社会全体について集計されることによって,第

9図 におけるような社会的労働供給曲線Sム が示される.こ れ と社会全体で集

12)Ibid.,p.92(邦 訳,81頁)

13)Ibid.,p.93(邦 訳,82-3頁)
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労働量

計 された労働需要曲線1)Lと の交点Pに おいて賃金率VV.は 定まる.こ の賃金

率が前述の如 く,個 人の労働者に対 しては与件として示されるのであるため,

「提供される賃金の変化」が労働供給量を増減 させるとい う場合,賃 金を賃金

率と理解 している現在,不 可避的に,第10図 におけるような社会全体で集計さ

れた労働需要曲線の上方(あ るいは下方)へ のシフトが同時に存在 しているも

の,ま たは,需 要曲線が 不変のままで 労働供給曲線の左方への シフトが あっ

た,と 考えなければ理解できない.

前老のように社会全体で集計 された労働需要曲線のシフトによって,新 しく

定められた賃金率は個人の労働供給函数に照 らし合わされ ることによって,そ

の個人の労働量を示すことができる.こ の場合の労働供給量の増加は,第11図
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(第10図)(第11図)

に お け る よ うに,明 らか に 個人 の 労働 供 給 曲 線 上 で の 動 きに よ る も の と して理

解 され る.
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後者の場合は,移 民として国外に多 くの労働者が出てい くような状況等をそ

の例として想定できるが,こ れの個人の労働供給曲線に対 してもつ関係は本質

的に前者のものと変わ りがない

次に,い ま議論している第2番 目の項 目に含まれる 「賃金」なる言葉を,こ

れまでは 「賃金率」として理解してきたが,「 賃金稼得額」と理解するならば

どうい う状況が現われてくるか.こ の場合には,賃 金の変化によって労働供給

(第12図)

以上で個人の労働供給量増加に関する要点の概観を終えたので,

Hicksの 更に進んだ議論に話題を移そ う

§6Hicksの 議論 の検討

正licksは次のように主張する.

「より高い」(higher)賃 金はある人の能率にい くつかの方法で(労 働供給の

面で)好 ましい反応を及ぼすか も知れない14)

これを検討する.

先ず,第 一の解釈として 「より高い」 という言葉の意味をその個人の異時点

における賃金の比較を行なった場合に生ず る状況を述べている,と 考えると,

この際には 「賃金」を 「賃金率」と解する他はないが,次 のように議論を展開

することができる.

ある労働者が,第13図 におけるように,い まW・ の賃金を受けとってお り,

量を変化させる際に,Wiの 賃金率か ら

レP「2へと下落す る賃金率によって,第12

図の如 く,賃 金稼得額を基準 として,当

該の労働者の労働供給量が ヱ>1からN2

へと変化することとなる.こ のような経

過は十分に生起 し得るものであるため,

これに関 しては後で特に詳述することに

する.

これか らは

14)Ibid.,p.94(邦 訳,83頁)
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その状況の下で労働供給 曲線を描けば8、oで

あったとする.と ころが,た またま全体と

しての需給関係か ら賃金率がW,に まで上

昇 した場合,栄 養のある食事をとること等

ができるために,time-lagを 無視すると,

Woの 賃金水準の時に 考えていたs、o曲線で

は賃上げ 後の 労働供給を説明することが不

可能となるような 情況が 生起することがあ

る。すなわち,体 力の増進その他に よって,

賃
金
率

貼

w。

0 量働労No-
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図

。
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第(

Wiの 賃金率の際の労働供給量が

N。1で はなくてNl、となる.結 局,新 しい供給量を取 り入れた曲線(異 時点間

個人的労働供給曲線)を 描 くと,S、xの 如 くになるであろ う.

このような解釈に対 しては,労 働者の不効用(効 用)函 数がその労働者の身

体的状態の変化によって変わると仮定して良いのか,ど うか,と い う問題が関

係をもってくる.

ただ,前述のJevonsが 考えているような労働供給を基礎 として議論すれば,

そ して同時に,同 一人の異った条件の下での効用(あ るいは苦痛)の 比較が可

能であるとい う仮定の下に議論を進めることにすれば,身 体的条件の向上 と共

に第14図 におけるように,プ ラスで描いた限界苦痛曲線 偲がxtあ るいはx"へ

と変化す ることを不可能であるとは確言できない

限
界
苦
痛

0

量

限
界
苦
痛

限
界
効
用

生産物量
(労働供給量 ・

(第14図)(第15図)

も しそ うな るな らば,第15図 に お け る如 く,労 働 供 給 量 は増 加 す る.

と ころ で,第 二 の解 釈 と して この 「よ り高 い 」 とい う言 葉 が 労 働 者 間 に お け
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る比較を行なうことによって述べ られたものである,と するな らば,次 のよう

になる.

同じ能力をもちながら,他 の人よりも高い賃金を得ている,と い うことは厳

密な完全競争下の理論を展開する場合には,そ の賃金を賃金率 と解する限 り,

不可能である.Hicksは 完全競争下の賃金を論 じているのであるか ら,こ の場

合には 「賃金」を 「賃金稼得額」と理解しなければ,議 論を進めることができ

ない.

このような意味で 「より高い〕賃金を理解するな らば,よ り多 くの賃金額を

得ている労働者は,よ り少い賃金額を得ている同能力の労働者よりも,良 い食

事をとり,よ り多 くの自己改善に資する書物等を購入することができる結果(

ここでもやはりtime-lagを 無視すると),そ の労働者の能率に 好影響が 及ぼ

される,とHicksが 主張15)することには疑問はない

しかし,後 者の如くに 「より高い」賃金を理解するならば,こ れは労働の需

要曲線に影響の及ぼされる可能性がある.し かし,Hicksは 供給面に関 してこ

の問題を処理 しようとしているので,わ れわれもその方向で議論を進めよう.

ところで,一 人の労働者への労働需要曲線は既に述べてきた通 り,横 軸に対

して水平である.そ こで,能 率の向上は,こ の場合,次 の如 くに理解すること

もできる.個 々の労働者(こ れ らの労働者は特殊な技能をもつ労働者としては

考えていない)に 対 して特別に労働需要曲線は示されないか ら,よ り長時間の

労働を前の能率の下で行なった,と.

それ故,こ の場合の能率の向上による労働供給 の実質的増加は,個 人的労働

供給曲線上の一点の右への移動となる.付 随的に述べると,この移動はJevons

のグラフにおいては,や は り第14図 および第15図 に示される如 く,体 力の増進

あるいは知識の増大が生産的労働を容易にして,同 量の生産物量をより苦痛少

なく生産できるために,限 界苦痛曲線が右方へ変形 しなが ら延びることになっ

た,と 理解される.

以上の二様の解釈を用いてHicksの 更に続く議論を吟味する.

Hicksは 次のように述べる.

15)Ibid.,p.94(邦 訳,83頁)
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「もし何 らかの理由で賃金が下落 しつつあるな らば,こ れは,多 分す ぐにでは

な く,と にか くしば らく時を経たあとで,労 働の能率をある程度まで減少 させ

るであろう.も し労働需要が非弾力的であるならば,減 少した供給は一人当 り

賃金の下落を実際に制止するであろ う.も し需要が弾力的(弾 力性が1よ りも

大)で あるな らば,減 少 した供給は賃金の下落を加速度的とするであろう」.16)

先ず,第 一の解釈に よってHicksの 主張を検討すると,次 のようになる.

何 らかの理由で賃金率が下落 した場合(例 えば,社 会全体における労働需要曲

線の下方へのシフ トに よる場合),こ の労働者への賃金率 確。も下落 し,個 人

の労働供給曲線がSsか らS'sへ と変わ る.Hicksの 議論により近づ くため

に,い まもう一つの仮定,す なわち,す べての労働者が この状況において上記

労働者の如 くに労働供給量を変化させるという仮定,を 設ければ,新 しい労働

s9賃

金
率

レy,

lv',

Ufi

0労 働1鞘:0労 働吊

(第16図)

需 要 曲線D'が 弾 力 的 な ら,第16図 で示 され る よ うに,賃 金 率 の 下 落 は 実 際 に

はVVIよ り少 な いVV2と な る,

と ころ で,新 しい 労 働 需 要 曲 線 が 非 弾 力 的 な らば ど うな る か,を 検 討 す る

と,や は り この場 合 も減 少 した 社 会 全体 と して の労 働 供 給 は,労 働 需 要 曲線 が

弾 力 的 な場 合 と同様 に,賃 金 率 の 下 落 を よ り 少 な い もの とす る こ と とな り,

Hicksの 主張 とは一 致 しな い

それ 故,第 一 の解 釈 は 適 切 で は ない.

次 に,第 二 の解 釈 に よ って これ を検 討 しよ う.こ の場 合 に は社 会 全 体 の 需 給

16)Ibid.,p.95(邦 訳,84頁)
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関係によって与え られ る賃金率は一応一定であ り,減 少するところの賃金 とい

うのはその労働者の賃金稼得額である,

賃
翁

率 率

触

n労 働眠 働単二

(第17図)

と解される.賃 金下落の解釈は,そ れ故に,第17図 の如 く個人の労働者の労働

量の減少となる.

ここで,社 会全体における労働需要曲線が非弾力的であれば,一 人当り賃金

稼得額に関して言えることは,先 ず,第 一の前提として,こ こで議論している

個人の労働者の行動がすべての労働者の行動を代表しているものだとすると,

この労働供給量の減少とともに全体の労働供給量も減少することとな り,こ れ

は一応一定と考えていた賃金率を上昇させるために,需 要曲線が非弾力的であ

ることか ら,賃 金稼得額は増大 し,初 めに考えられた賃金稼得額の下落は実際

に阻止 されるのである.

同じ第一の前提の下で,逆 に 社会全体の 労働需要曲線が 弾力的であるな ら

ば,上 述の労働供給量の減少は労働者の一人当り賃金稼得額を減少させ,こ れ

は,労働者の生活条件を悪化させることにより一層の能率の低下をひきおこし,

加速度的に賃金稼得額は下落 してい くのである.

これ らの結論はHicksが 示したものと全く同 じである.

次ぎに,第 二の前提として,こ こでの個人としての労働者の行動は,社 会全

体にとっては微小のものであ り,従 って社会全体の労働供給量には何 ら影響を

及ぼすことはない,と する.
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この第二の前提の下では,あ る労働老の賃金稼得額が減少 した場合,社 会全

体の需要状況が 非弾力的であろうと,弾 力的であろ うとそれ らに 一切 関係な

く,そ の労働者の能率の低下を促 し,結 局,加 速度的にその労働者の賃金稼得

額は下落 してい くことになる.こ れはHicksの 主張と一致 しない

以上により,上 述のHicksの 主張は,能 率についての第二の解釈の下で,

当該の労働者の行動がすべての労働老の行動を代表しているという第一の前提

を伴って,な されたものである,と 理解するのが適当である.

§7賃 金率下落の際の個人的労働供給

賃金率が下 った場合に個人の労働供給量が増大するかどうか,を 議論する場

合に,実 際に賃金率が引下げられるような稀れな事例を考察 しないで,賃 金率

は一定であるが,所 得税が増加することによって実質的に労働者の賃金率が下

落する場合を とりあげることに よって,上 記の事項 と同 じ意義をもつ議論を行

なったものにL.Robbinsの 労作17)がある.

そ こで,Robbinsの 所説を概観 しよう.こ こで使用する記号は次の意味を

もつ.

初=稼 得 された所得の効用

"=な された仕事の不効用

劣=な された仕事の量

ン=受 領された所得額

均衡は農 審 で猷 され・.す なわち,な さ繰 仕事噛 ・関・ての稼

得された所得の限界効用 となされた仕事の限界不効用との均等が均衡を示 し,

それが労働の供給量を決定することになる,

ここで・も・所鰍 ・鋤 ・すると洞 量の仕鶉 なされ・な・ば,潔 腋

わらないが,藷 は変化す・。

17)LionelRobbins,OntheElasticityofDemandforIncomeinTermsof

Effort,inRendings伽theTheoTyo/IneomeDistTibution,ed .byW.

FellnerandB.F.Haley,
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霧 は農 一舞 農 ・書き換え・・(新 税の下でも吻 は函数関係にあ・

か ら),{鍔 踊 得の増大によ・て 〃が減少 ・たために,受 領所得の減少は所

得の限界効用を高め・から,増 大す・はずであ・.ま た 農 ・・ついては,限 界

仕事量当りの受領所得を意味しているのだが,こ れは仕事量が一定 と仮定 され

ているか ら,所 得税の増大によって減少せねばな らない

か く・て,豊 が粥 棚 増大の際に より大 とな・か小 とな・かは,そ の労

働老の所得への需要の弾力性に依存することとなり,前 もってその変動の方向

を断言することはできない

Robbinsは 労働者の所得への需要
明

竃 の弾力性を次のように説明する,第18

姥 図において,縦 軸に所得単位当りの努り
努 力 価 格(EffortPriceperUnitof
力

tyofIncome)を,と る.こ こに 縦

軸 の 目 も りが 意 味 す る こ とは,あ る一

定 の 金額 を 稼 得 す るた め に は,ど れ だ

o所 得額 け の 努 力 を しな け れ ば な らな い か
,と(

第18図)
い うこ とで あ り,こ れ は 原 点 か ら遠 ざ

か るに 従 って,一 定 の 金額 を稼 得 す るた め に 必 要 な 努 力 が よ り大 き くな る こ と

を 示 して い る.

いま,所 得税が上昇 したために,一 定の金額を税引き後の所得として受領す

るにはより大 きな努力が必要 とされるようになったとする.そ の場合,ど れだ

けの所得額をある労働者が稼得 しようと欲するか,に よって,こ の労働者の所

得への需要曲線(dd')を 示す ことができる.

努力をB,所 得5・Aで劾 すと,繍 尋 灘 ・熾 書き直され・(第 ・9

図).こ こで,所 得税の増大前における所得単位当 り努力価格を 瓦,そ の増大
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旦
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121,A

(第19図)

増大するかどうかは 翻'の 弾力性に依存 している.

あれば,所 得単位当 り努力価格の上昇とともに,労 働供給量は減少 し,弾 力性

が1で あれば,努 力価格の上昇に際 しても,労 働供給量は不変にとどまるので

あ り,弾 力性が1よ り小であれば,努 力価格の上昇は労働供給量の増大をもた

らす ことになる.こ の弾力性は各々の事例に関しての調査に よってのみ,明 白

になるものであるにすぎない

・の・うに前述の豊 ・・より大とな・か,小 となるかは個・の鰍 ・直撫

。てみるしかな・・ 均衡式は器 一霧 であり,{鋲 不変であ・から,豊

・・増大す・・うに変動すれば,均 働 回復す・ために豊 が轍 ・て調 び

霧 一霧 となり瀦 果として労鰍 縫 は増大され・.け だ・,{艶 増大

はなされた仕事の量の追加的一単位に対するなされた仕事の追加的不効用の増

大であり,そ れは仕輯 の増大を意味 ・てい・.逆 に{鑑 ・・減少する・う鋤

くな ら,均 衡を再び得・ために藷 は減少 ・,労 働の供給量も減少す る.

す なわ ち,Robbinsの 議 論 か ら分 る こ と は,賃 金 率 引下 げ の 際 に 労 働 の供

給 量 が 増 大 す るか,減 少 す るか は,明 白で は な い 、 とい う こ とで あ る.18)

後におけるものをE2,所 得税の増大前での

当該の労働者 の所得欲求額を ム,増 大後の

それを12と すると,所 得税の増大前後のこ

の労働者の労働供給量の変化は長方形1,P、

E,Oと 長方形 ムP弼20の 面積の比によって

示されるのである.そ の理 由は,長 方形の

面灘 茅 且一Bで あり,Bす なわち努力O・

労働供給量を 意味 しているに 他 ならないか

らである.更 に,こ の場合に労働供給量が

もし,弾 力性が1よ り大で

18)こ れ に 関 す る ケ ース ース タデ ィと して はG、F.Breakの 調査 が あ る。

G.F.Break,"lmcomeTaxesandIncentivetoWork"inTheAmeTicαn

EeonomicReview,Sept.1957,pp,529-549.
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以上の知識をもって,Hicksの 賃金率下落の際の議論に注 目する.Hicks

は次のように述べる.19)

。所得の支出は主 として習慣の問題であって,一 層低い生活標準に調整する

ことは容易になされることではない

・閑暇の時間の利用は,い ったんその時間がある最小限を 越えているなら

ば,慣 習の問題であることは,は るかに少い

すなわち,上 記の項目は,第20図 で示されるように,賃 金率の下落の際には賃

金稼得額を前の水準に維持するように,労 働供給がなされることを示す.し か

し,習 慣は当該の労働者が当該の賃金稼得額を維持していた期間に関係してく

るか ら,第21図 において,こ の労働者にとって,も しP点 での労働供給は短期

賃
金
率

賃
金
率

0労 働供給量 労働供給h1

(第20図)(第21図)

間であって,そ の所得水準の下での習慣は未だ確立してお らず,ま た,他 のQ

点(所 得水準としては点Pよ りも低い)に おいて長期間労働供給を行なってき

たために,こ の水準での習慣か ら脱却 していないような状態ならば,出 発点の

.Pか らQま では供給量を減少 させるように動 き,そ の後,賃 金稼得額を維持す

るように労働供給量は増大される.と い うのは,「 もしなされた 仕事の報酬が

前 より低いものになるな らば,閑 暇を犠牲に供することは,所 得を犠牲にする

よりもいっそ うやさしい」2。)からである.

曲線の下 り方は,賃 金稼得額の完全なる維持とい うよりは,む しろ可能な限

19)J.R.Hicks,op.cit,P.98(邦 訳,86-87頁)

20)Ibid.,p.98(邦 訳,87頁)
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りの維持であろう.弾 力性を使 って
賃

言えば,労 働供給曲線のこの部分の 集

弾力性は1よ り小であろう

以上か ら,私 は,あ る一人の労働

者にとっての,賃 金下落の際に供給

しようとする労働量を,同 じ労働者

の賃金率上昇の際の供給曲線 と同一

の図の上に示す ことができる,と 考

え,第22図 においてそれを示 した.

私がこのように賃金率下落の際に

多 くの供給曲線を示 した根拠は,当

該の労働者が どの水準でも彼の習慣

を作 り上げている可能性があるか ら

である.更 にこの図につけ加えて述 (第22図)

べるならば,賃 金率上昇の際には労働供給は左端の弓形の曲線上を上昇するよ

5に なされ,賃 金率下落の際には同 じ弓形曲線上をその労働者の習慣 となって

いる点まで下 り,そ の後はその点か ら発する右側に伸びている供給曲線上を下

るように労働供給がなされ るのである.

その上に,各 々の労働者は最低限の閑暇量を常に必要としているから,図 に

示されるように供給曲線にこの面か ら制限がなされる.

また,高 額所得は支出の固定化している程度は比較的小さく,高 額所得のか

なり大 きな部分は貯蓄されるから,21)右 側に示される曲線は 上方ほど弾力性

が小であり,下 方ほどそれが大 となる.し かし,こ の弾力性は1以 上にはな ら

ない.

なお,先 進工業国における貨幣賃金率引き下げは昨今ほとんど見 られない.

21)Ibid.,p.99(邦 訳,87頁)

(補注)本 章は 「大阪府立大学経済 研究」第15巻 第3号

論稿に一部修正 を加 えた ものであ る.

(昭和45年6月)に 掲載 した
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第22図 において示 した曲線をこれ らの国々の状況に照 して考える場合,縦 軸の

賃金率をむ しろ受領所得率と書き換える方が供給曲線 としてより意味あるもの

となるかも知れない(補 注)

補章 労働の ヒレ型個人的供給曲線 と

その検討

労働の個人的供給に関連 して前章において提示した曲線の意味およびその現

実への適用可能性に関 して本章において若干の検討を試みたいと思 う.

曲線の意味を考える際にはスルッキー方程式を利用し,曲 線の適用可能性の

検討に関してはG.F.Breakの イギ リスにおける調査を参考にする.

§1労 働 の ヒレ型個人的供給 曲線の意味

前章において示 した供給曲線は,丁 度,魚 の背 ビレの形を しているので,他

の供給曲線と区別するために,便 宜上,そ れを ヒレ型供給曲線と呼ぶことにし

よう.な お,こ の曲線を作成

する際に,も し最低限必要閑 雷幕
所率

暇量を受領所得水準の増加函 簾

数である,と仮定するならば,

曲線は第1図 の如 くに書き換

えられる こととなる.た だ

し,こ の作業がヒレ型供給曲

線をより現実に近いものとす

るのかどうか,に 関 しては,o一 労働・㈱ ・ 境威
必要閑他

の考 察 を必 要 とす る. 暇騒:
(第1図)

この 曲線 に おい て,上 方 へ

の動きに関 しては前章で述べたので,下 方への変化をスルツキー方程式を用い
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て簡略に考えてみよう.

絵 一(Xr-Xr)・ 諺+響

において,賃 金率あるいは受領所得率が低下 した際に,(A)そ の賃金率あるいは

受領所得率の低下前の賃金率あるいは受領所得率と供給労働量 とによって決ま

る所得水準で消費の習慣が確立 しているか,⑧ 習慣が確立 していないか,に よ

って供給労働量の変化の方向が異なる.

⑧のよう曙 慣の磁 ・ていない場合・・は揃 章で検討 ・た ・うに1髭 は正

と見倣・て・く,響 は負であ・・a・ 変わ りはない・鴇 一・・の値績 金

率あるいは受領所得率の上昇時 と賃金率あるいは受領所得率の水準に関 して全

く等 しいものとなるので,こ の労働者の効用に関する選択の基準の変化が生 じ

なければ,賃 金率あるいは受領所得率上昇時の労働供給曲線と同じものがその

下落時の労働供給曲線となる.

ところで,㈹ の場合のように,賃 金率あるいは受領所得率下落前の所得水準

におい硝 費習慣・・磁 ・てい・ならば,や は り,{錆 は正,響 韻 であ

∂コσ。るが
,砺 一劣.が 漸 次 よ り一 層 大 きな 正 の値 を と って い く,と い う形 で, を∂P

r

正 の値 に す るの で あ る.

§2賃 金率あるいは受領所得率の内容

労働の個人的供給を賃金率あるいは受領所得率との関係において述べている

のであるが,こ こで言 う賃金率あるいは受領所得率は時間単位当 りあるいは仕

事単位当りの労働用役に対する総ての報酬を意味 しているのである.こ の報酬

には,い わゆる賃金,付 帯給付,福 利厚生施設の利用による利益,退 職金およ

び年金等が含まれているのであって,そ れ らを可能な限 り正確に資本化 し,現

金化することによって集計 して,時 間あるいは仕事単位数で除したもの,が こ

こで述べている賃金率である.更 に,賃 金は,最 も狭義には,断 続的に雇用 さ

れている肉体労働に対する報酬である,と されているのではあるが,こ こでは

断続的に雇用されている労働へのもののみな らず,継 続的に雇用されている労

働に対する報酬をも,そ して肉体労働のみならず,事 務労働および精神的労働
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に対する報酬(通 常,こ れは俸給と呼ばれて賃金とは区別されている)も 賃金

の名の下に考慮 されている.ま た,雇 用 された労働,と 同様に,雇 用されてい

ない自営業者の労働への報酬 も賃金 と考えているのである.

一一方,受 領所得は労働用役の提供 と交換に労働者に与えられる総ての所得か

ら,公 課,例 えば個人所得税等,を 控除 したものと考えてお り,そ の個人にと

って処分可能な所得額を意味 している.従 って,受 領所得率は,上 述の額を時

間単位あるいは仕事単位で考慮 したもの,と なる.

§3労 働のヒレ型個人的供給曲線の検討

ヒレ型労働供給曲線が現実に対 してどの程度の妥当性をもっているか,を 検

討することは非常に困難な作業である。

その理由は,第1に,こ の議論が完全競争を前提にして行なわれてきている

のに対 して,こ の議論を検証 しようとする場合にその標本となる現実は完全競

争か ら遠 くかけ離れたものであるか らである.

第2に,こ こで用いている賃金率あるいは受領所得率が,上 述の如 く,広 範

なる意味をもっており,容 易にその数値を得 ることができないからである.例

えば,社 会保障制度が拡充,整 備 され,老 令年金等が社会保障基金か ら支給さ

れることになれば,(そ の基金に対する保険料の醸出をこの個人が要求されて

いない時には),そ のことは,こ この議論において,受 領所得率が上昇すること

を意味しているのであり,こ のような政策か らもこれ らの値が影響を受け,明

確な賃金率あるいは受領所得率の数値を得ることは困難であ り,受 領所得率が

上昇したのか下落 したのかを識別することもむつかしい

また第3に,ヒ レ型労働供給曲線は,労 働者がただ自分一人の効用函数に従

って行動する,と いう家族の存在を無視した,現 実に移すには大いに修正をほ

どこさねぽならぬ部分をも含んでいるのである.

第4に,こ の曲線は,賃 金率あるいは受領所得率の変化に応 じて労働者が個

人的に自由に労働時間の変更を行なうことが可能である,と い う前提に立って

描かれているのであるが,現実の就業の状態はそれ と大いに異なっており,技術
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的および規則による制約の下に労働者は自由にその労働時間を変更 し得ない場

合が一般的である,と い う問題が現われて くるか らである.後 者のように,労

働者が 自由に自己の労働時間を

変更できない時は,個 人の現実

の労働供給曲線は 第2図 におけ

るS直 線のようになる.そ の場

合,ヒ レ型労働供給曲線は,や

は りその労働者の 労働供給の理

想の形(効 用極大 という意味で)

を表わ してはいるが,現 実のも

のではな くなるのである.

賃
金
率

受
領
所
得
率

0

(第2図)

労働供給駐

しか し,い くらか 困難 性 の存 在 を 認 め な が らも,G.F.Breakの 行 な った 調

査1)を こ こで考 慮 す る こ とは,今 行 な っ て い る議 論 を評 価 す るに 関 して示 唆 的

で あ ろ う.

Breakは,個 人 に 対 す る所 得 税 が 増 加 す る 場 合 に 労働 意 欲 が ど う変 動 す る

か,を イ ギ リスの 事 務 弁 護 士(solicitor)と 計 理 士(accountant)に つ い て

調 査 して い る.そ れ 故,こ の調 査 に よっ て我 々 の 曲線 を評 価 す る場 合 労 働 供 給

量 と関 連 させ て考 え る変 数 は 受 領 所 得 率 で あ る.

Breakが 彼 の 調 査 に お い て 事務 弁 護 士 と計理 士 を 選 んだ 理 由 は,彼 等 が 自

営 業 者(self-employed)で あ るか らの み な らず,そ の仕 事 の性 質 上 絶 えず 租

税 の問 題 と接 触 を も っ てお り,そ の ため に彼 等 自身 が 支 払 っ て い る租 税 の 限 界

率 を非 常 に 良 く知 って い る とい う,こ の 二 つ の 原 因 に よ り,彼 等 が 租税 に 敏 感

な カテ ゴ リー に属 す る2),と 考 え たた めで あ る.

1)G.RBreak,"lncomeTaxesandIncentivestoWork:anempirical

study,"TheAmeireα αEconomicReview,VOI.XLVILSeptemberl957 ,
Nr.5,pp.529-549.

なお,こ の論文 のす ぐれ た紹介 として,米 原淳七郎 『G.F.プ レイ 久 所得 課税

と勤労 のイ ンセ ンテ ィヴ』(「大 阪大学 経済学」,第8巻 第4号,昭 和34年1月)が

あ る.

2)Ibid.,p.531
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彼は306人 の事務弁護士および計理士に対 して行なったインタビユーか ら得

られた租税に対する反応を第1表 の如 くに示 している.

第1表3)未 調整の租税による(労 働意欲への)

刺激性および阻害性の割合

租税の(労 働意欲への)効 果型

1.短 期的 な租税 の阻害性

2.短 期的 な租税 の刺激性

3.退 職に関 しての刺激的影響ω

4.租 税に刺激性 がある とする もの

5.租 税が何 らかの影響 を及 ぼす とす る ものω

α)45才 の人々にだけ退職 計画について質問がな され

b)最 初の三行における数字 と5行 目の数字 とを比較

か なように,22人 の回答者 が租税 の一種類の影響

るのであ る.

効 果 を報 告 して い

る回 答 者 の割 合

54

面6;0・18

18

爾=0・06

78

薔 『0・52

96

師6=0・31

128

齋=0・42

先ず,こ の表か ら得 られる注目すべき事象は租税の変化に対応 して労働供給

量を変化させようとする人数の割合が42%に 過ぎないことであ り,こ れは ヒレ

型供給曲線に対 して否定的な評価をもつ.

次 ぎに,退 職に関しての刺激的影響は,52%と,比 較的高い割合を示 してお

り,こ のことは受領所得率の低下 ととにも労働供給量を増大させることを意味

しているのであって,ヒ レ型供給曲線の存在の一般化に対 しては肯定的な評価

を与える.

租税の短期的な労働意欲への効果に関しては,阻 害性をもつ,と する回答が

18%で あり,刺 激性をもつ,と する6%の 回答を大 きく上回ってお り,こ れ ら

を綜合するとヒレ型供給曲線の一般化に対 しては否定的な評価が下される.し

かし,こ れ ら二種 の回答はどちらも全体に対する割合が非常に小さいという意

味で過大視 してはならない し,ま た阻害性をもつ,と する回答の中に後に述べ

3)Ibid.,p.534
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るようなヒレ型供給曲線と矛盾しないものもあることに注意せねばな らない

Breakは 第1表 を 作成 した後,回 答された効果の疑わ しいものを除 く作業

(調整)を 行なって第2表 を示 している.

この第2表 によって,租 税が労働意欲にどのような効果をもっか,に ついて

の信頼できる数値を知ることができる.

阻害的とする回答は,一 般的に言って,租 税の増大が労働意欲を失わせ労働

供給量を減少せ しめること,を 意味 している.こ れは,労 働供給量を横軸に,

第2表4)調 整後の租税の(労 働意欲への)刺 激

性と阻害性の割合(非 常に疑わしい形跡が含ま

れている場合を除いたもの)

租税の(労 働意欲への)効 果 阻 害 的 刺 激 的

1.信 頼性を考慮 しないで,報 告 され

た ままの もの

2.(マ イナス)非 常に疑わ しい形跡

が含 まれてい るすべての場合

3.(イ コール)明 白な租税の影響の

存在

54
=0 .183り6

40 =0 .133U6

14 65

96=0
.313

U6

31 =0 .10306

受領所得率を縦軸に,と って描いた労働供給曲線が左下方に下 っていくことを

示すBreakは これ ら阻害的とする回答を更に詳 しく調査 しているが,そ れ

らの回答をグループに分け,そ の一つのグループの人 々の反応をある一人の回

答者が語 った次の ような表現で要約 している.「 もし租税が今より少ないなら

ば,私 は仕事を増やそ うともっと精力的になるであろう.(し か し)現 在の税

率の下で,全 く懸命に働 き,そ しておそ らく自己の健康を危険にさらそ うとし

ている,よ うな人はいないのだ」。5)

この要約 された表現は,現 在の税率とそれ より低い(仮 定された ところの)

税率 との間におけるそれらの人々の労働供給量の比較に関するものであり,税

率がより高くなった際に労働供給量が増加するのかどうか,す なわち,租 税が

4)Ibid.,p.536
5)Ibid.,p.538
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労 働 意 欲 に対 して 刺 激 的 な の で あ るか ど うか,を 論 じて い るの で は な い の で あ

る.そ れ 故,Breakは この グル ー プを 阻 害 的 な 回 答 を もつ もの と分 類 して い

るが,前 述 の 如 くに この 労働 供 給 を 曲線 で示 す と,右 上方 へ上 る曲 線 とな り,

い ま問 題 と して い る 受 領所 得 率 が 下 る場 合 とは 事 象 が 異 な っ て い る の で あ っ

て,こ の グル ー プの 回答 は他 の 阻害 的 な 回答 と同 じ意 味 を もつ もの で は な い

阻害 的 で あ る とす る 回答 の 中 には,上 述 の如 く,事 象 が異 な っ て お り,そ れ

を 含 め て 集計 す る こ とが疑 問 を 生 ぜ しめ る,と 考 え られ る面 もあ る が,全 体 と

して,こ の阻 害 的 で あ る とす る回 答 の割 合 は 比 較 的 大 き く,そ れ は右 下 方 に下

る労 働 供 給 曲線 の存 在 の一 般 化 を 否 定 的 な ら しめ る.

しか し,租 税 が 労働 意 欲 に対 して刺 激 的 で あ る とす るの も,第2表 に お け る

よ うに,10%と い う値 で表 われ てお り,阻 害 的 な もの の13%と 比較 して 大 きな

違 い は な い この 刺 激 的 で あ る,と す る 回答 は次 の二 つ の グル ー プに分 類 され

て い る.そ の 一 つ は,租 税 の増 加 の た め に退 職 した い と思 った 時 に 即座 に 退 職

す る こ とが で きな か っ た6),と 主 張 す る グル ー プで あ り,他 は,租 税 の増 加 に

よっ て彼 等 の 稼 得 の よ り多 くが 手 も とに 残 され得 る よ りも(租 税 の 増 加 前 よ り

も),一 日当 り よ り勤 勉 に 働 か な くて は な らな くな った7),と 感 じて い る グ ル ー

プ で あ る.

第3表8)刺 激性 の型 とその経 済的重要度 とに従 って分類 された,明 白

に租税 が(労 働意 欲へ)刺 激性を もつ と報告 してい る回答老数

租税の(労 働 意欲へ の)
刺激性の型

経済的重要性の評価

大 中 小

1.退 職 の 延 期 15 2 0

2.一 日当 り労働 量の増 加 8 5 1

3,合 十二3
ロ

23 7 1

6)Ibid.,p.539
7)Ibid.,p.540
8)Ibid.,p,541
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Breakは この二つのグループの人々(前 者に属する人は17人,後 者は14人)

をその刺激的とした要因を経済的重要度か ら見て,大,中 および小に類別 して

第3表 のように示している,

刺激性をもつと答える人 々には,大 なる経済的重要性を含んだ理由か ら労働

供給量を増大させるのである,と す る割合が非常に大 きいことが第3表 より分

る.

第3表 か らは,次 のような結論を下す ことができよう,所 得税率の上昇によ

って受領所得が減少する場合には,人 々は受領所得を前の水準に維持するため

に労働供給量を増加させる傾向がある.こ の際には,労 働供給曲線は,前 述の

如き図表において,右 下方に下るものとして示されるのであり,こ れは労働の

ヒレ型個人的供給曲線の存在を肯定するものでもある。

賃金率あるいは受領所得率 と労働供給量との関係について述べてきたが,こ

の間の対応関係は非常に複雑で容易に把握できるものではない

Breakの 調査でも示されているように,受 領所得率の低下が労働供給量を

増大させ ることもあれば,そ れ とほぼ同じ割合で労働供給量を減少 させ ること

もあるのである.し か し,そ のことは労働の ヒレ型個人的供給曲線が存在す る

ような状況もあることを証明しているとも言える.

ただ,Breakの 調査における 回答に現われているように,受 領所得率の変

化に対応して労働供給量を変化させない,と する人数の割合が58%と 過半数で

あるというより大 きな否定的要因に注意せねばな らない.(補 注)

第2章 労働用役の集計 的供給

(序)労 働用役 の集計的供給につ いて

労働用役の供給を論ずる際には,そ の供給が一人の労働者によってなされる

(補注)本 章 は 「大阪府立大学経済研究」第15巻 第4号(昭 和45年8月)に 掲載 し

た論稿 に一部修IEを 加 えた ものであ る.



39

個人的供給か,二 人以上の労働老によって供給 される集計的供給かを区別す る

必要がある.

本章では,後 者の二人以上の労働者による集計的労働供給を主に完全競争の

下1)で 議論 しようと思 う.

§1家 族単位 と しての労働供給

労働用役が個々の労働者によって供給される際に,そ の労働用役の提供に よ

って得 られる所得はその労働者個人のためとい うよりもその家族のためのもの

であり,実 際には家族 こそが 労働供給の経済単位 と考え られる.家 族のなか

で,労 働用役を提供 しているものが一人であれば,基 本的には,労 働用役の個

人的供給の際に論 じる供給の状況と相違はない.そ の場合,異 ってくるものは

所得の効用が家族全員に対 して考えられているのに対 して,労 働の不効用(閑

暇の効用)が 主 として労働者個人に関す るものであることである.

次に,家 族のなかで二人以上の労働提供者が存在す る場合を考えよう.各 々

の労働提供者は独 自の個人的労働供給曲線をもっている.い ま,そ れを第1図

の㈹と(B)で示す(C)は それらの集計量である.

第1図 で示されたような事例は特殊なものであるとい う理由は何もない こ

賃
金
率

賃
金
率

ls

一

労働供給量o

賃
金
率

s2

0労 働供給量0労 働供給量

(A)(B)(C)

(第1図)

1)現 代の集計的労働供給 を論ず るには完全競争 の仮定を外ねばな らない.不 完全競

争におけ る集計的労働供給 につ いては,特 に,労 働組合 の存在 との関連 にお いて第

3章 で議論す るが,労 働 市場の不完全性を もた らす 他 の多 くの要 因との関連に おけ

る集計的労働供給 については機 会を改 めて論 じたい.し か し,本 章 において,い く

らか の部分 に関 しては,完 全競争 の条件 を取 り除 くことにな る.
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のように,各 自が種々の個人的労働供給曲線をもっているため,そ れを集計 し

た労働供給曲線がどのような形をもつか,は 理論的に確言 し得 る根拠がない

更に,家 族の間で労働供給量に関 してはお互いに連関をもっていることも多

く,一 人の賃金率が上昇すれば,他 の労働提供者はそれ以前に考えていた個人

的労働供給の型を放棄する可能性もある.そ の場合には,労 働供給量は家族内

での一般均衡によって決定 されることになる.す なわち,家 族の主たる労働供

給者の受け取る賃金率の上昇に よって,子 供の就学が可能となる,子 供の通学

のかたわら仕事をすることが不必要 となる.あ るいぱ,義 務教育を終了した後

の進学が可能 となる,な どの効果 もあらわれ る.

P,H.Douglas2)は アメ リカ合衆国の1920年 の製造工業統計を使って,合 衆

国の10万人を越える人 口をもつ総ての都市での前年の製造業に従事する賃金稼

得者の平均稼得額を算出し,ま た同年の職業統計を使って,同 じ都市で有給で

雇用された年令別および性別の労働者数のその区分での総数に対す る割合を算

出することによって,1919年 における,41都 市の製造業での平均年間貨幣稼得

額 と同 じ都市で有給で雇用された各年令別お よび性別の割合の間に存在する,

第1表 に示される,諸 々の相関係数の値を得ている,

Douglasは 第1表 を作成 した後で,こ の表に含まれる欠点 として次の事項

を指摘 した.彼 は平均稼得額を求めるために賃金稼得者に支払われた総額を平

均被用者数で除 したのであるが,後 者の数値には男性の労働老数と同様に女性

や子供の労働者数 も含 まれている.そ れ故,も し,Aの 都市での 各 グループ

(男性,女 性および子供)別 での平均稼得額がBの 都市でのそれらに対応する

ものを上回っていたとしても,Aの 都市での女性お よび子供の被用者数がBの

都市のそれ らに比べて圧倒的に多かったとすれば,Aの 都市での第1表 の基礎

となる総労働老に関す る平均稼得額は,Bの 都市のそれ よりも少な くなる可能

性が生じて くる。それは,男 性成人の平均稼得額が統計によると三者の中で最

も大 きいか らに外な らない

2)P.H.Douglas,TheoryofWages,1934,pp.269-294
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第1表

1919年 の41都 市 での製造業 におけ る平均 貨幣稼 得額 と有給 で雇 用 され

た割 合 との間の相関係数の

年 令 男

14才

15

16

17

18-19

2e-24

25-44

45-64

65以 上

一 〇.55

女

.。 .49「

一 〇.58

一 〇.46

一 〇 .37

一 〇.33

一 〇.26

一 〇 .13

一 〇。20

一 〇
.37

一 〇 .45

一 〇.28

一 〇 .14

一 〇 .11

一 〇.26

一 〇.37

一 〇.35

一 〇 .44

上述の如く,労 働者中の男性,女 性および子供の構成比が諸都市間で大きく

異 な っ て い る な らば,第1表 は そ の もつ 意 味 を 大 き く失 うこ とに な る.

DouglaSは 続 け て,労 働 者 中 の 男性 と女 性 の グル ー プ間 の 構 成 比 の 差 異 か ら

生ずる平均稼得額の偏向を修正し,更 に,都 市間での物価水準の差異をも考慮

に入れて,議 論を行なうが,最 後に改良を加えて作 り上げた表 も基本的には第

1表 と変 りな い4>

3)Ibid.,p.275

4)男 性,女 性 お よび子供 のそれぞれの 平 均稼得額 が相違 してい ることとそれ らの グ

ル ープに属す る人数の比に 差があ ることとに よって,全 労働 者の稼得額 の平均 値を

算 出す る際に値に偏 りが生 じるが,そ の偏 りを 少しで も修正 し,よ り適切な平均稼

得額を得 るために,Douglasは 次の よ うな 「等価値 的男性」一人当 りの稼 得額 な る

値 を用い る.

等価値的男性1人 当 りの稼 得額 は,

労働者1人 当 り平 均稼得 額

鷲霧欝 ・(鷲購欝 畷舞驚簿緬
で示 され る式に よって算出 される.

更に,実 質賃金を使 っての同様 の比較 を行な う試み か ら,Douglasは 食糧費 の諸

都市間におけ る差を甚こ働 して,第1表 を次の ように作 り変 えている,
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第1表 から明らかなように,平 均稼得額と雇用を求める割合 とは負に相関 し

ている.こ の負の相関の強 さは,若 年層 と中年婦人および老年層において著 し

い

また,F.A.Rossは 就 学 に 関 す る論 文5)に お い て,ア メ リカ合 衆 国 の諸 々

の都市での1920年 の就学率と他の諸現象との相互関係を示 しているのである

が,そ の調査をDouglasは 彼自身の調査結果と組み合わせることによって第

第2表

食糧費の差 異に よって修正 された ところの41都 市におけ る等価値的男性

1人 当 りの平均実質賃金 と有給 で雇用 されてい る諸 々の年令別 お よび性

別の割合 との間の相関係数

年
41

51

61

71

令
才

18-19

2G-24

25-44

45-64

65以 上

男
一 〇.66

一 〇.65

一 〇.55

一 〇.32
一 〇

.31

一 〇.28
一 〇

.16

一 〇
.28

一 〇
.48

女
一 〇

.53
-0

.45
-0

.20
-O

.01

十 〇.02
-0

.23
-0

.52
-0

.56
-0

.63

Douglasは,更 に,食 糧費の差 に加えて,暖 房費,光 熱費,衣 服 類の費用を地域

間で比較 し,こ れ らを実質賃 金の導 出の際の要 因 とすれば,第1表 に現われて いる

諸 々の相関係数を次の ように修正す る必要が ある,と して第3表 を示 して いる.

第3表

貨幣賃金を用い る換 りに実質 の指数 を使用す ることに よって,相 関係数

の上昇 した部分 の数値

年 令
14才

15

16

17

18-19

20-24

25-44

45-64

65上 以

男

十 〇.06

十 〇.09

十 〇.15

十 〇.08

十 〇.09

十 〇.10

十 〇,08

十 〇.03

十 〇.05

女

十 〇.07

十 〇.09

十 〇.07

1注
一2注

十 〇。03

十 〇.05

十 〇.08

十 〇.08

注L+0.04か ら一〇.01ま で の変 化 が あ る.

注2.+O.07か ら+0.02ま で の変 化 が あ る.

以上 の よ うに,種 々 の要 因 を考 慮 に入 れ て も,第1表 に お け て 傾 向 に変 化 が

生 じな い こ とが 分 る,Ibid.,pp.276-81

5)F.A.Ross,SchoolAttendandancein1920,CensusMonographV.
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第4表

1920年 における合衆 国の41都 市 での就学率比 と実質稼得

額比 との間 の相関係数

年 令

14-15才

16-17才

18-19才

男

十 〇.62

十 〇.35

十 〇.36

女

十 〇.52

十 〇.23

十 〇.24

4表 を提示する6)

上述の第1表 と第4表 とか ら,所 得が多 くなると,相 対的に少数の子供達が

働 くことになり,相 対的に多数の子供達が就学することになる,と い うことが

言えよう.14才 と15才のグループの相関係数は,そ の絶対値において,か な り

大きい16才 から19才までの第1表 における男の相関係数が,絶 対値で,非 常

に大きい状況を,DouglaSは,貧 しい家庭においては 稼得力の大 きい男の子

供の方が女の子供よりも働きに出る傾向があるからだ,と 理解 している7)

このような子供の就学による労働供給量の部分的減少と同様の状況が,第1

表における25才か ら44才まで,お よび45才 から64才 までのそれぞれの女性の高

い相関係数に注目することによって,主 婦の労働供給に関しても存在 している

ことが分る.主 婦が有給で働きに出るかどうか,は 夫の稼得額に強 く依存 して

いるのである.夫 の稼得額がより少ないところでは,よ り多 くの主婦が家族の

所得を増すために労働市場に出てい く傾向がある.

第1表 では平均稼得額は,あ らゆる場合において,有 給で雇用された割合に

対 して負で相関しているが,そ の相関の程度の弱いものは特に男性の25才 から

44才 までと女性の18才 から19才までであり,そ こでの相関係数の絶対値は非常

に小さくなっている.こ の年令性別 グループでは,全 体として平均してみれば

負で相関 していても,い くらかの家庭においては正で相関 していることも考え

られる.そ のような状況が存在すれば,家 族の労働供給量は賃金率の上昇とと

6)P.H.Douglas,op.cit.,P.294
7)Ibid,,p.275
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もに,一 方の構成員によって減少させ られても,他 方の構成員によって増加さ

せられることになる.

以上の議論か ら明 らかな ように,家 族単位の集計的労働供給が賃金率の変化

にどのように対応するかについては何も言 うことができないのである.

§2社 会全体で集計 された労働供給

次に,社 会全体で集計される労働供給に議論を移そう.

社会全体の労働供給が何に依存しているか,を 先ず明確にしてお く必要があ

る,

G.Demariaは 雇用 し得 るところの労働供給は 次の10個 の一般的変数に依

存 していると考える8)

1

2

つ
0

4

「0

ハ0

7

∩
◎

9

01

自然的人 口変動

労働人 口の労働年令で見た分布

国内的および国際的移住

労働人 口のもつ生産性

人 口を技術,産 業および労働市場か らそれぞれ見た場合の分布

労働の流動性

労働老によって求め られた り,あ るいは,政 府によってなされる労働政

策

仕事の継続期間と強度

仕事の不効用

仕事に対する報酬

Demariaは 上に示 した如 くに,内 容において重複することは敢えて避けず,

労働供給に影響を及ぼす要因と考えられ る総てのものを列挙 している.

K.W.Rothschildは これ ら労働供給を 変化 させ る要因を次の四項 目にま

8)GiovanniDemaria,"AggregateandParticularLabourSupplyCurves."

ineditedbyjohnT.Dunlop:TheTheoγyo!Wαge1)eteTminαtion

(1964),p.327
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と め て 示 す9).

1

9
9

0Q

4

労働者の人数の変化

労働時間数の変化

労働の強度の変化

労働者の技能の変化

1.の 項 目の労 働 者 の人 数 の変 化 を,更 に,次 の 二 項 目に 細 分 す る.

イ 所 与 の人 口の うち(一 定 の賃 金 で)労 働 に 対 して利 用 可 能 な 人 数 の変 化

ロ 人 口それ 自体 の大 き さ の変 化

M.Dobbの 分 類 もRothschildが 示 して い る もの とほ ぼ 同 じで あ り,や は

り1の 項 目を 次 の よ うに分 け て述 べ てい る10)

イ 総 人 口の 変 化

ロ 雇 用 され よ うと労働 市場 に 出 て くる人 口

以 上 の 如 く,Demaria,Rothschild,Dobbな ど現 代 の 研 究 者 も 賃 金 率 を

考 慮 す る際 の 労働 供給 の要 因 の一 つ に人 口の変 動 を 算 え る こ とを 忘 れ な い

しか し,こ の人 口変 動 は,特 に賃 金 生 存 費 説 お よび 賃 金 基 金 説 に お い て重 視

され て きた もの で あ っ て,新 古 典 派 以後 の議 論 では 人 口を 一 応 所 与 と して考 え

る傾 向が 支配 的 とな った.そ の こ と はJ.R.Hicksの 次 の 叙 述 に よっ て 明 白

に な るで あ ろ う.「 … … 一 社 会 に お い て 利 用 し うる 労 働 者 の 総 数 の 問 題 は,近

代 経 済 学 者 が 甘 ん じて賃 金 理 論 の外 側 に あ る もの と して 扱 う問題 だ か らで あ る

(こ の 点 で 一 世 紀 前 の先 達 た ち と 相 違 して い る).そ れ は 人 口の理 論 に属 して

い る もの とみ な され るか も しれ な い.わ れ わ れ の 目的 の た め に は,利 用 し うる

労働 者 の 総 数 は与 え られ て い るの で あ る」ii).Hicksの この叙 述 に対 して,G.F.

Shoveは 次 の よ うな 批 判 を 行 な った.「 … … 単独 の一 国 を考 察 して い る とき に

g)KW.Rothschild,TheTheoryofWages,1954,p.36(邦 訳,賃 金 問 題 研

究 会,「 現 代 賃 金論 入 門 」,51-2頁)

10)MauriceDobb,Wages,Reprintedwithrevisions.1959,P.110.(邦 訳,

氏 原正 治 郎 「賃 金 論 」148頁)

11)J・RHicks,TheoryofWages,secondedition1963,PP.2-3(邦 訳,内 田

忠 寿 「賃 金 の理 論 」2頁)



46

は移民の可能性を,更 に世界全体を考察 しているときにはいまなお生存水準の

近傍で生活する巨大な人数を念頭におけば,そ れは,『 たいていの近代経済学

者』は甘んじて人数の問題を 『人 口の理論に属す』 とみなす,と いった簡単な

陳述以上の答弁を必要 とす るものである」.12)しかし,Hicksは 後にShoveの

批判に対 して,rShoveは,私 が 人 口に関したいっさいの議論を除外 したのは

誤 りである,と 考えた.し かし私はいまでも,そ れを私の範囲外に属 した題 目

とみなす権利があると思っている」13)と答えている.

このようなHicksの 考え方にRothschildも 同調する.「労働供給の(中略)

人口の変化の 局面はいうまでもな く,賃 金生存費説の根本的な 原動力であっ

た.r自 然的』供給法則,す なわち人口の大 きさは市場における賃金率の変化

に応 じて増減するということ,を 仮定することに よって,r賃 金鉄則』が演繹

された,し か しなが ら,そ の後の経験では,賃 金の上昇は出生率にr賃 金鉄則』

が予言 したところとは正反対の効果をもち得 るばか りでな く,人 口の大きさの

変化は,賃 金水準がそのうちのひとつにすぎず,し かももっとも重要なもので

はないこともた しかであるところの,多 種多様の経済的文化的諸作用力に多分

依存 していることが示 された.こ のことお よび人口の成長や減退に寄与する諸

原因についてのわれわれの知識のなおきわめて不完全なことを考慮に入れるな

らば,長 期労働供給曲線すなわち,人 口の大 きさの変化は,賃 金理論の範囲

の外側にある問題 とみなす ことが 最善であると,現 在は 一般に考えられてい

る.」14)

われわれは,こ こで,短 期的労働供給のみを議論することにして,人 口変動

についての諸問題は扱わないことにしよう15)

いま,Demariaの 示 した10個 の変数(た だ し,人 口変動に関するものは定

数とみなす),Vl,V2,… …V1。を使 って労働供給を示すと,

12)G,F.Shove,`Reviewof"TheoryofWages'",inJ。R.Hicks:op.cit,

p.251(邦 訳223頁)

13)J.R,Hicks,op.cit,p.321(邦 訳286頁)

14)K.W.Rothschild,op.cit,pp.36-7(邦 訳52頁)

15)長 期 的 労 働 供 給 に 関 して は 機 会 を 改 め て 論 ず る こ と に す る.
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SニF(Vl,V2,… …V1。)

とな り,第10番 目の変 数 で あ る 「仕 事 に対 す る報 酬 」 を 賃 金 率 と してwを 用

い.上 記 函 数 を 書 き換 え る と,

S=F(w,v2,… …Vle)

とな る.

こ こで,議 論 を進 め る に 当 って,ω を 除 く総 て の変 数が 不 変 に と ど ま る と仮

定 す る.こ の よ うな仮 定 が,当 然 の こと なが ら,実 現 可能 な もの で あ る とは 言

え な い こ と,をDemariaも 断 っ てい る16)と い うの は,仕 事 の不 効 用,国 内

に お け る移 住,そ して 労働 日の 長 さ,な ど の変 化 を 考 慮 に 入れ な けれ ば な らぬ

場 合 も多 々あ るか らで あ る.

Demariaは 労 働 の集 計 的 供 給 を 次 の二 つ の場 合 に分 け て 考 察 す る.第 一 は

賃 金 率 が 労 働 供 給 全 体 に 対 して 同 じ型 で 変 化 す る場 合 であ り,第 二 は,賃 金 率

が一 つ の特 定 地 域 の労 働 供 給 に 対 して だ け 変 化 し,他 の総 て の労 働 供 給 に対 し

て不 変 に と ど ま る場 合 で あ る.更 に,Demariaは 言及 して い ない が,第 三 と

して,賃 金 率 は 変 化 した の だ が,総 て の 地 域 の 賃 金率 の変 化 が 一 律 に そ の 方 向

に あ った,と い うの で は な く,異 な った 地 域 の 賃 金率 はそ れ ぞれ 自 由な 方 向 に

変 化 してい るが,各 々の 地 域 で の 被 用 者 数 とそ の 賃 金率 の上 昇 の程 度 を 考 慮 す

る ことに よ っ て,全 体 と して 見 た 平 均 的 な 賃 金 率 が 上 記 の方 向 に変 化 した,と

い う場 合 が 考 え られ る.

次 に,こ れ ら三 つ の場 合 を 分 け て,特 に 初 め の 二 つ の場 合 に関 してはDem-

ariaに 従 って,論 じる こ とにす る.

1あ らゆ る地 域 に お け る賃 金 率 の 平 行 的 な 変 動 に よ って種 々の労 働 供 給 の

相 対 的 な 位 置 が 変 化 しな い 場 合.

Demariaは この よ うな接 近 法 を,現 実 に 照 ら して も,論 理 的 に も適 切 な も

の とは 考 え てい な い が,こ の 仮 定 な く して は,こ こで の議 論 が,ほ ぼ 不 可 能 と

な るた め に,そ れ が 必 要 な の だ とす る.

16)G.Demaria,op.cit.p.327
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この仮定の下で,wが ある方向に変動 した時に,S,す なわち労働供給の集

計量,が どのように変化するか,に 関 しては実は何 も言えないのである.賃 金

率が上昇 した場合に,労 働供給量はグループとして増大することもあれば,逆

に減少することもあり,ま た全 く変化 しないこともある.こ のような行動の異

なったケースのどれが現実的となるかは,他 の全般的な諸変数,v2,… …Vlo,

が総て不変にとどまるとすると,賃 金率の上昇によって可能 となった生活様式

に伴って労働者が感 じるところの効用に依存 している.賃 金率の変動前後の効

用の比較は事前に行なわれ得る種類のものではない なぜならば,こ こに現わ

れる効用は,賃 金率の上昇前に受領していた賃金にもともと属 していたところ

の効用のみな らず,賃 金率上昇によって達せ られたあるいは達せ られ ることが

可能であるところの生活様式にも,そ の程度が依存 しているか らであり,更 に,

効用の比較は絶頬的数値の比較ではな く,程 度の心理的な比較だか らである.

この生活様式は労働者たちが自分 自身の所得をよりうまく,あ るいはまず く支

出するかどうかとい う彼等のもっている可能性と結びついている.そ の結果に

よっては,所 得の相対的な限界効用は,賃 金率の上昇後に,よ り高 くにもなり

得るし,よ り低 くなることも可能である.

この可能性は,Demariaに 従えば,現 実には労働 日の長さに条件づけ られ

ている,労 働 日の長さは労働者たちの所得への心理的な態度を変えることがで

き,そ れは また彼等への所得の相対的効用を変えることもできる.所 得の限界

効用は所得の上昇 とともに逓減するとされるが,そ の程度は所得を支出するた

めに準備されている時間の長さの違いに よって異なるのであり,時 間の長さは

労働日の長さに依存している.

例えば,8時 間労働で時間賃金率は3(貨 幣)単 位であるために,一 日当 り

の所得は24単 位であるとしよう.労 働者たちにとってのこの所得の効用は,12

時間労働で時間賃金率が2単 位である場合に得 られたであろう同 じ所得によっ

て獲得される効用,と は異なっていることもある.後 者の場合には,所 得は非

常に不便な時間,す なわち夕方あるいは夜中に支出され得るにすぎな く,彼 等

や彼等の家族があまり需要 しない 財や 用役を購入することになることもあろ
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う17).他方,24単 位の所得が8時 間労働で時間賃金率が3単 位の際に得 られた

ものであれば,所 得を支出するには相対的に良い機会,言 い換えれば,彼等や彼

等の家族が所得を より便利な時間に支出することができる.こ のように考えれ

ば,所 得の同じ額の同一人に対する限界効用 もそれを稼得 した労働時間の長 さ

の違 いに よっ て異 な っ て くる

可能 性 の あ る ことに 気 づ く.

一例として上述 した よ う

な,行 動 の異 な る諸 々 の ケー

ス は,Demariaが 描 い た,

第2図 において図解されてい

る.

一 つ の グル ー プ と して の労

働者たちが時間賃金率2単 位

労 働 の

稼 得 の
限 界効用

0

労働の
不効用

〔2〕

)

17)G.S.Beckerが 明 らか に して い る よ うに,労 働 者 た ち は所 得 を 受 領 す れ ば 直 ち

に そ れ を 彼 等 に と って の効 用 と して 感 じる ので は ない,そ の 所 得 を 用 い て 何 らか の

財 あ るい は 用 役 を 購 入 し,そ の 財 あ る いは 用 役 に 労 働 者 自 らの(仕 事 を して い な

い)時 間 を 投 入 す る こ とに よ って,労 働 者 は よ り役 に 立 つ 新 しい 商 品 を 作 り上 げ

る,家 計 は,実 際,「 小 さな 工 場 」 で あ る.観 劇 に して も,居 寝 りに して も,財 あ る

い は 用 役 を 購 入 す るだ け で 労 働 老 が 自己 の時 間 を 投 入 しな け れ ば,彼 等 に効 用 を も

た ら さな い.例 えば,居 寝 り用 の ベ ッ ドや 枕 を 買 って きて も,そ れ らを ただ 並 べ て

置 くだ け で 彼 等 の 時 間 の 投 入 が な け れ ば(鑑 賞 す るに も時 間 の 投 入 が必 要 で あ る),

彼 等 に と って 効 用 は 全 く感 じ られ な い.

家 計 に よ って 作 り上 げ られ た 商 品 を ベ ク トルZiと す る と,

Zt=fε(xi,Ti)

と示 され,こ こに お い て 銑 は 市 場 で購 入 で き る 財 の ベ ク トル,箔 は 葱番 目の 商 品

を 家 計 が 生 産 す る際 に 使 った 時 間 投 入 の ベ ク トル,fiは 商 品Ziを 生 産 す る 場 合 の

生 産 函 数 を 意 味 して い る.

結 局,家 計 が 効 用 を 極 大 化 す る場 合,そ の 効 用 函 数 は 次 の 形 態 を と る.

u=・u(Zl,… …,Zm)

≡σ(fi,・… ・・,f一)

≡U(x,,… …,Xm;T,,・ ・・…,Tm)

G.S.Becker,"TheoryoftheAllocationofTime",ineditedbyB.J,

McCormickandE.OwenSmith:Thelabourmarket(1968),PP.75-102

以 上 か ら,例 えば 労働 者 の 最 も望 む劇 が 労 働 時 間 の 関 係 で 見れ な い場 合 は,よ り

望 ま な い劇 を 見 る しか な く,相 対 的 効 用 は,さ もな い 場合 よ り,低 くな る可 能 性 は

あ る.
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のもとでただ8時 間だけ働いているならば,こ の16単位の所得の限界効用は8

時間労働の不効用 と正 しく均衡 しているのである.も し,仮 定されてきた よう

に,賃 金率が2単 位から3単 位へと上昇すれば,三 種類の異なった効果が区別

され得 る.

〔1〕労働者たちは前 と同 じ労働時間を供給 し続ける.こ の原因は所得の変化

の結果として労働者たちの心理的態度に変化が起 り,よ り多い所得の限界効用

が前と同 じ労働量の不効用 とつ り合 う場合である.第2図 においては,賃 金率2

単位の際の労働の稼得の限界効用曲線と賃金率3単 位 〔1〕のその曲線とが提供

される労働時間が8時 間を示す 目盛 りの上で交っていることで,こ の状況が表わ

されている.このケースでは賃金率上昇の労働供給に及ぼす効果はゼロとなる.

〔2〕労働者たちがより長い時間の労働,例 えば9時 間,を 供給する.こ れは

8時 間だけ働 くことに よって得 られるより多い所得の限界効用が8時 間の労働

の不効用を越えることに起因する.か くして,労 働者たちは一日当 りの労働供

給時間数を,例 えば9へ と,増 加させることになる.そ の場合に時間数9は,

時間賃金率が3単 位の際に9時 間労働か ら得 られる所得の限界効用が9時 間労

働の不聯用 と正 しくつ り合 うことによって得られたものである.第2図 では,

賃金率3単 位 〔2〕の曲線がこの状況を表わしている。

〔3〕労働者たちが彼等の労働供給時間数を,例 えば7へ と,減 少させる.8

時間働 くことによって獲得することが可能な前 より多い所得の限界効用がその

労働時間数に対応する労働の不効用 よりも小さい場合に,こ のようなケースが

生 じる.こ の時には,例 えば7時 間の労働が供給され,そ の点において時間賃

金率3単 位の7時 間労働か ら得 られる所得の限界効用が7時 間の労働の不効用

と丁度つ り合 うのである.第2図 では,賃 金率3単 位 〔3〕の曲線が この状況

を示 している.

賃金率の上昇によって労働者たちに可能 となる生活様式の改善が労働と不効

用との関連において彼等にほんの僅かしか役立たないならば,彼 等は彼等の生

活様式を丁度維持できるか,少 し改善できる程度に労働の供給量を減少させて

しまうことになる。もし彼等が前の賃金率の水準では労働の供給量を増加させ
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ることに よってしか達成できなかった生活様式を望むな らば,労 働供給量を賃

金率上昇後も不変にとどめることもあろうし,ま た増加させることもある.こ

のように,現 実には,賃 金率上昇の際に労働供給量を一つのグループとしての

労働者たちが減少させることも,変 えないことも,増 大させることもあ り得る

のである.

Demariaは 賃金率の変動と労働供給量の変化の間の 一定の関係を見出す ご

・・ とはできないが,も っともありそ うな集計的

黍
率 労働供給曲線は第3図 のようである,と 結論

している.こ のような曲線があ りそ うなもの

として主張されるのは,総 ての労働者の賃金

率が平行 して上昇するとい う前提に起因して

いるように思われる.

労働供縮{=す なわち,総 ての労働者の賃金率が平行 し

(第3図)て 上昇すると,社 会における全般的な消費水

準の上昇の生起する可能性がある.こ れは労働者の効用函数に影響を及ぼす

特にデモンス トレーション効果が強い社会では消費水準の上昇のために賃金率

の上昇後も労働供給量の減少はな く,第3図 に示されるような供給曲線が現実

的となる.

ll賃 金率の変動が顧慮している特定地域の労働供給に関 してのみ生起し,

他の労働供給には賃金率のそのような変動が起 らない場合.

孤立した賃金率の変化は,新 しく労働者を顧慮 しているグループへひき入れ

ることもあろうし,ま た当該のグループか ら労働者を抜け出させて他の労働供

給のグループへ入 らせることもあろう.こ のような当該のグループの労働供給

の増減の動機は何であろう.

ある地域における賃金率のみが上昇すれば,他 の地域の労働者がその方向へ

移動するかも知れない.し か し,こ れには移動費用の額が問題 となる(完 全競

争の下では移動に必要な費用は無視されるが,こ こでは,移 動に際 して費用が

必要だとする).ま た,そ の地域で職場から引退している人々の職場への復帰
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も考慮せねばならない.

既に示 した第1表 の65才以上の年令 グループにおける男女の労働者に関する

負の高い相関的数値は,平 均稼得額の増加 と共に彼等の引退する率が高まる傾

向を示 しているのであって,職 場へ復帰するのとは逆の行動が支配的である.

だが,Douglasは 第1表 の65才 以上の欄を解釈するに当って次の二つの事柄

を指摘する.先 ず,彼 の使用した資料における高賃金の諸都市は同時に高度に

工業化された都市でもあるわけで,老 人にとっては技術進歩などのペースが早

す ぎて,や むを得ず引退 していること.次 に,高 賃金の諸都市においては老人

をその家族の人々が容易に扶養することができ,老 人は早 くか ら引退できるこ

と18)Douglasが これ らの二点を 指摘 したのは,第1表 におけるこの部分の

相関係数の大 きさをそのままの値で鵜呑にするのは適切ではない と考えたた

めである.

Douglasの 主張か ら,技 術進歩のペースが 遅いような仕事な らぽ老人の職

場への復帰は可能であって,第1表 で示された65才 以上の部分の相関係数の値

は,そ の絶対値において,よ り小さくなることも可能であること,が 理解でき

る.ま た,賃 金率の高騰が引退していた労働者を職場に呼び戻す ことを個人的

労働供給の議論か ら決 して否定できるものではない.

更に,間 接的効果として,賃 金率の上昇 した グループの 労働者たちの家族

が,例 えば彼等の妻が家庭に入 った り,子 供たちが進学するな どに よって,労

働供給量を減少させるとい う既に考察 した傾向も存在する19).

上述の如 く,賃 金率上昇の労働供給に及ぼす諸々の効果はその方向が複雑に

入 り乱れているが,一 つの労働市場か ら他の労働市場への移動費用(広 義には

地理的な移動費用のみな らず,職 業訓練の費用なども含む)が 僅かであれば,

賃金率の上昇があった労働市場における労働供給は,そ の他の場合 よりも,大

幅に増大することになる.

極端なケースとして,一 人の雇用主に 対 して労働供給が 無限に 弾力的であ

18)P.H.Douglas,op.cit,p.276

19)家 族 の労 働 供 給 に 関 して は 第1表 との 関 連 に お い て 既 述 した.
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る,と いう場合が考えられる.こ の場合にも,移 動費用が上昇すれば,労 働供

給曲線は右上 りになってくる.移 動費用が非常に大きい,と か,当 該の労働市

場においてこの雇用主に雇われていない労働者がより良い条件の雇用先がある

ことに気づかないような場合(完 全競争の条件が 満たされていない場合)に

は,労 働供給曲線は垂直となる.

以上のことか ら,地 域的な賃金率の変化が生起した場合に描かれる労働供給

曲線に関して,次 の命題を引き出す ことができる.労 働供給の地域範囲が狭け

れば狭いほど,そ して移動費用が大 きければ大きいほど,外 部からの撹乱要因

が少なくなって,曲 線自体の不確定性は減少 し,そ の曲線の方向の単一性がよ

りきわだってくる.し か し,そ のような状態でも内部的な撹乱要因がなくなる

わけではないから,単 一性のきわだち方はやはり程度の問題であると言 うべ き

であろう.

労働者たちの生活方法の間に大きな相違があれば,地 域的に集計された労働

供給曲線を図で示す場合にそれ らすべての生活方法からの労働供給への影響を

包含した状態を考慮する必要があり.第4図 のSで 示されたようなものが供給

曲線となるであろう,とDemariaは 述べる.

質
金

率

(}
労働供給ll{

(第4図)

よ っ て労 働供 給 の 制 限 を よ り少 な くす る こ と,労 働 日の時 間 の 延 長 と政 府 の 労

働 政 策 に 起 因 す る休 日の 減 少 な どはS曲 線 の右 へ20)の シ フ トの原 因 と して考

20)Demariaは 上述 した 自然的人 口増大な どの 変動はS曲 線の左へ のシフ トの原因

である としてい るが,私 は・上 述 した如 くに右への シフ トの原因で あると思 う.
G.Demaria,op.cit.,p.332

第4図 において,点 線で示された二つの

曲線は賃金率を除く諸変数,v2… …v、。,の

変化に 対応 したSの 移動を意味 している.

自然的人口増大,移 民の受入れ,労 働開

始年令の低下 と退職年令の上昇,生 産的な

力強さと熟練度の向上,当 該労働市場への

労働者の参入率の上昇 と当該労働市場か ら

の逃避率の低下.労 働組合の政策の変更に
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え られる.

左へのシフ トは諸変数が上述 したものとは逆の動きを した場合に生ずる.

ただ,理 論的にここにおける労働供給曲線の形を明確にするためには,全 般

的な諸変数,w,v2,… ….Vl。,の 動き,大 きさおよび方向を明確に仮定 してお

く必要があるが,こ のような仮定 自体不可能なことである.更 に,あ る変数が

変化 して上述の如 くにS曲 線がシフ トする際に,S曲 線上の異なった点はやは

り異なった移動幅をもつ ことになるであろ うし,そ れが曲線のもとの形をすっ

か り変えてしまう可能性もある.

Demariaは,結 論として理論的考察と現実の観察 との妥協を 選ぶ しかない

と考えて,第4図 に示されたS曲 線をもって一つの特定地域の集計的労働供給

に対 して賃金率の変化があった場合の労働供給状況を示す曲線とした.

第4図 の供給曲線の型の他にも,第5

図における供給曲線Sも 地域的な労働供

給曲線の型として考えられ得る.こ の曲

線の賃金率の高さOLま での動きはその

地域における労働者のみによる供給量の

変動を示 している.そ して,賃 金率が

OLを 越えると,そ の賃金率は他地域か

賃
金
率

ム

(第5図)

労働供給 皐:

らやって くる労働者が必要とする移動費用を補償するこζが可能となる程に高

くなるため,労 働供給量は大幅に増加 してくる.

以上の如 く,地 域的な労働供給に関 しても規則的な型は存在 しない

皿 諸 々の地域の賃金率はそれぞれ自由な方向に変化 したが,各 々の地域で

の被用者数 とその賃金率の上昇の度合を考慮すると,社 会全体 としてはある方

向に平均食な賃金率は変化 しているとい う場合.

個人的な労働供給を考えれば明らかなように,飼 々の労働者は,そ の労働供

給量を賃金率上昇の際に増大させることもあれば,減 少させることもある.こ

のような行動の不確定性は,賃 金率下落の際にも全 く同様に存在する.従 って

ここで考察 しているところの個々の地域の賃金率が上下に自由に変動 している
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ケースにおいては,総 ての労働者が一つのグループとして賃金率の変化に対応

してどのようにその労働供給量を変動 させるか,は 全 く不確定であって,い か

なる形の予言をも行なうことができない

賃
金
率

労働供給量

(第6図)

賃
金
率

0
労働供給量

(第7図)

E.Schneiderは 第6図 お よび 第7図 に示 され る如 き 曲線 を 集 計 的 労 働 供 給

曲 線 と して 提 示 して お り21),A.Amonnは 第6図 の型 の 供 給 曲線 をそ れ と し

て 考 え て い る22)

第8図 に お け る供 給 曲線 はJ.M.Keynes

の考 え て い た もの と して,通 常,主 張 され て

い る ので あ る23).

Rothschildの 仮 定 した 集 計 的 労 働 供 給 曲

線 は 第9図 に お い て 示 され る24)こ れ は 労 働

用役の個人的供給曲線の型に似ている.

賃
金
率

(第8図)労 働供給吊

第10図 の 曲線 は 一 般 的 に,例 えばF.Petersonな どに よ って,描 か れ る種

類 の も の であ るが,こ の 曲線 が 集 計 的 労 働 供 給 に 関 して一 般 性 を も って い る と

い う根 拠 は な い.

21)ErichSchneider,EinfuhrungindieWirtschaftstheorie,3.Auflage

(1955),LTeil,S.342-3(邦 訳,山 川 義 雄i,大 和 瀬 達二 「経 済 理 論 入 門 」,392-

3頁)(文 献 は 内 海 洋 一 教 授 よ り御 教 示 いた だ い た).

22)AlfredAmonn,DasLohnprobem(1945),S.38

23)内 海 洋 一,社 会 問 題 の基 礎 理 論(昭 和33年),126頁

24)K.W.Rothschild,oP,cit.,P.47,(邦 訳,68頁)

25)FlorencePeterson,SurveyofLaborEconomies(1947),P.243
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労働供給景.労 働供給量

(第9図)(第10図)

また,賃 金率 の 変化 に対 して集 計 的労 働 供 給量 が 全 く変 化 しない よ うな場 合

も あ り得 る の で あ って,そ の 場 合 には 第11図
14T

の如き曲線(直 線)が 描かれる.こ の曲線が

どのような状況の下に現われたのかを最 も簡

単に説明すれば,次 のようになる.

社会全体での労働を提供する個人の供給曲

線が上記第12図 の偽)(B)および(C)の如 くであり

労働供給賛{:そ れが総てであった場合 ,そ の集計的供給曲
(第11図) 線

は,労 働者に効用に関する心理的変化が生

じないならば,◎ の如 くになる.こ のような場合に第11図 の供給曲線も存在可
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(第 図)

能 となることが分る,こ の他,デ モンス トレーション効果の存在が労働供給量

を賃金率の変化に際 しても変動 させないとす る既に述べた議論は,こ の場合の

説明にも有効である.
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以上,種 々の可能な集計的労働供給曲線を述べてきたが,ど の型が現実的で

あるか,は 理論的には確言できない

§3一 企業に とっての労働の集計的供給

最後に,一 企業にとっての労働供給曲線を考察 したい

完全競争の下では,各 々の企業の雇用する労働量は全体の雇用労働量から見

れば非常に僅かなものであり,労 働老間に労働能力に関しての差異がなく,労

働の各単位は完全可動性をもち,各 人は十分な市場知識をもっていると仮定さ

れるから,社 会全体で集計された労働供給曲線 とやは り社会全体で集計された

労働需要曲線との交点によって決定 した賃金率において,そ の企業は丁度需要

したと同 じだけの労働供給量に直面 していることになる.更 に,こ れより僅か

でも高い賃金率をこの企業が申し出れば,無 限大の労働量がこの企業へ雇用さ

れようと殺到する,す なわち,完 全競争の下での一企業に対する労働供給曲線

は,社 会的に決定 した賃金率w。 を基準 として第13図 における如 く,横 軸に水

平に描かれ無限に弾力的である.

一企業に対する労働供給曲線が右上 りの勾配をもつのは,完 全競争の何 らか

の条件が満たされていない場合である.前 述 した ような労働の地域的な市場が

成立 している場合は,完 全競争が成立 していない状況の一つである.

孤立 した労働市場の場合には,一 企業に対する労働供給曲線は失業がその地

域に存在するか どうかに先ず影響される。第14図 において,こ の企業への潜在

的な労働供給曲線は右上 りのKI兀 であるとする.い ま,OWの 賃金率をこ

賃
金

彩

1・v

0

s

労働供給量

(第13図)
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の企業が支払っているとすると,現 時点での被用者数がOAで あれば,wr)の

労働者数 までは現行賃金率で雇用することができる.賃 金率の引き下げが行な

われない現状か ら,こ のような場合には 労働供給曲線はWDLで ある26),と

考えることができる.

次に,こ の地域に他の雇用主が数人いるとすれば,労 働供給曲線は他の雇用

主の行動を考慮に入れて描かれねばならない もし,こ の企業が賃金率を引き

上げても,他 の企業がその際により大幅な賃金率の引き上げを行なうという対

抗的行動に出るならば,こ の企業にとっての労働供給曲線は左上 りとなる.こ

の企業が労働者数の労働市場におけ る一定の割合をこの企業の被用者 として常

に維持 しようとする行動に出れば,社 会全体における労働供給曲線の型および

弾力性において全 く同じであるところの ミニチュアをこの企業が自己にとって

の労働供給曲線としてもつ ことになる27)そ の場合にも,供 給曲線は右上 りと

同様に左上りになる可能性 もある.

また,あ る種の労働が特殊な資質を必要 とす る場合には,そ の特殊な労働の

供給曲線は一企業に対 して右上 りの勾配をもつ可能性がある.特 殊な労働を提

供する労働者数が十分にあれば,一 企業にとってのその労働の供給は無限大の

弾力性を もっている.逆 に,こ の種の労働を提供す る労働者が非常に少なく,

例えぽ一人だけであったとす ると,諸 企業が直面するこの労働の供給は,こ の

労働者のもつ個人的労働供給曲線で示されるものとなる.

労働老の能率に差がある場合には,一 企業にとっての労働供給曲線は右上 り

になる傾向がある.能 率の高い労働者か ら順に左か ら右へと並べていき,ま た

これ らの労働者に同一の賃金領を支払 うとす ると,左 に並んでいる労働者の一

仕事単位当り賃金額は右に並んでいる労働者 より少ない すなわち,左 の労働

者の出来高賃金率は右のものよりも低い(完 全競争の下では,労 働者の提供す

る労働の間に差異がないから,出 来高賃金率と時間賃金率とを,労 働者間の賃

金率比較の際に,区 別する必要はなかった).か くして,能 率の高い労働者か

26)A.M.Cartter,TheoryofWagesandEmployment(1959),PP.52-3
27)Ibid.,P.53
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ら雇用 してい くと,一 企業に対する労働供給曲線は,同 一賃金額を総ての労働

者に払い続けても,右 上 りになる28)

更に,残 業の問題を扱わねばならない.厳 密な完全競争に関 しての議論を行

なう場合には,残 業に当る労働量を他の労働者を雇用することに よって,こ の

問題を考慮の外に置 くことができる.競 争の行なわれているのが どれほどの範

囲であるか,が ここでの議論の展開を制約するが,労 働市場でいわゆる競争が

行なわれていても,細 切れ的な労働が同時に豊富に供給されているとは限 らな

い.単 純労働に対するパー トタイマー的労働供給は十分に存在 している場合で

も,特 殊な高度の技術を要する労働の供給は存在 し難いものである(但 し,諸

々のコンサルタソト,医 師お よび弁護士な どはそれを行なっている).そ の原

因は,労 働場所の間(企 業存在地間)に 距離があること,一 般的に労働は規律

ある組織の下に行なわれていて,頻 繁に労働者が交替すると組織下の労働がも

っ長所が失われること,企 業間で技術は高度なものほど大 きく異なっているた

めに容易に仕事ができないこと,企 業内の技術的,組 織的および将来計画にっ

いての秘密を守 らねばならない 場合が多いこと,労 働者はある程度の時間数

(賃金率との関係において)を 雇用されないと生活費が得 られないので,労 働

者の側か ら労働を少なくともその時間数だけはまとめて提供せねばならないこ

と,更 に,残 業の場合はその労働供給部分を企業者側が比較的容易に伸縮でき

るが,そ の部分に他の労働老を雇い入れると労働量の伸縮が自由でなくなるが

故に細切れ的労働への企業か らの需要が小さく,従 って需要のあまり期待でき

ないところの細切れ的労働を供給 しようとする労働者数も少なくなること,な

どである。このように,細 切れ的労働供給の豊富さが期待できないので,一 企

業にとっての労働供給を議論する場合に,残 業を考慮に入れ ることには意味が

ある.

残業に対 しては制度的な諸条件か ら,時 間内賃金率を越えるものを支払 う必

要がある.そ れ故,残 業を含むところの一企業に対する労働供給曲線は第15図

28)こ の 考 え 方 はCartterの 所 説 を ・ そ の 基 本 的 部分 に お い て,踏 襲 した もの で あ

る.Ibid.,P.54
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(第15図)

のS曲 線のように示される.Noで

示 された雇用量は雇用主と被用者 と

の間で決めた 「時間内」 とされる労

働時間数に雇用労働者数を乗 じて得

たものであ り,そ れ より大なる労働

量は残業によって供給されるものを

意味している.

労働用役の集計的供給について,種 々の状況を仮定 して,議 論を行なってき

た.労 働用役を提供す る最 も小さな単位は個々の労働者であり,労 働者の労働

用役の供給に関す る行動には個人 としては,比 較的,規 則的な型が見 られる.

しか し,こ れ らを社会全体で集計す るとどのような型になるか,に は明確な回

答が与えられない

む しろ,労 働用役の集計的供給曲線には種 々な型が存在する,と い うのがよ

り適切な回答であろう.(補 注)

第3章 労働組合の存在下での

労働用役の供給

§1労 働組合の目標

労働組合が存在する場合に労働用役の供給が労働組合によってどのようにコ

ン トロールされるは,労 働組合の目標が何であるか,に 依存 している.

労働組合の目標を考慮す る場合には,二 つの事象を区別する必要がある.そ

の一つは,労 働組合の目標が 「経済的」なものであるか,「 非経済的」なもの

であるか,で ある.他 の一つは,も し目標が 「経済的」なものであるならば,

存在することが可能であるところの多 くの 「経済的」諸 目標のなかのどれを目

(補注)本 章 は 「大阪府立大学経済観究」

稿に一部修正を加えた ものであ る.

第15巻 第5号(昭 和45年10月)に 掲載 した論
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指すめか,と い うものである。

第一の,労 働組合の目標に関しては烈 しい論争が繰 り返されてきた.そ のな

かで,よ く知 られているものは,A.M.RossとJ.T.Dunlopと の間の論争

である1)

Rossは 労働組合が究極にば 「政治的」 目標を もつ ものであるか ら,経 済諸

変数の極大化によって労働組合の行動を分析することは意味がないと考える.

他方,DunlOPは 労働組合の目標に 「政治的」なものをも認めるが,目 標とし

ては賃金の何 らかの値を極大化することを目指すと考えても現実とは大きな差

異が生 じないだろうとする.

労働組合が 「政治的」 目標をもっていることは否定できない.し かし,こ の

「政治的」 目標が国家的な政治問題のみに関連しているのではな く,当 該労働

組合内部の 「政治」問題ともか らんで くるので,こ の目標の姿を包括的に明確

にすることは非常に難かしい.あ る現象を分析する場合には何 らかの単純化の

要請されることが多い 単純化の過程では,や むを得ず重要でない要因か ら順

に分析すべき要因 より切 り離 していく.あ るいは,分 析 し易い要因を残 してい

くことになる.こ の単純化に よって議論は現実から離れていく傾向をもつ.し

かし,分 析が可能 とな り,特 定の仮定か らの結論が得 られるようになる.こ の

ような分析の明確 さを目指 して登場するのがDunlopな どの 「経済的」目標を

強調する議論である.

われわれは以下で,労 働組合のもつ 「政治的」 目標の存在を否定するのでは

な く,単 純化のために 「政治的」 目標などの諸条件を一定として,「 経済的」

目標の分析のみを行な うことにする.

1)A・M・RossとJ・T・Dunlopと の間 の論 争 に 関 して は,赤 岡 功 「ロス と ダ ン

ロ ップ の 賃 金論(1)」(経 済論 叢 第 工01巻 第3号)・ 「ロス と ダ ンロ ップの 賃 金 論(2)」

(経 済 議 叢 第101巻 第6号)で 包 括 的 で 明 瞭 に 示 され て い る の で,そ れ らを 参照 して

い た だ き た い.

RossとDunlopの 見解 は 主 と して 次 の書 物 で 表 わ され て い る.

A・M・Ross・TradeUnionWagePolicy・1956・(邦 訳,古 米 淑 郎 「労 働 組 合 の

賃 金 政 策 」)

J・T・Dunlop・WageDeterminationunderTradeUnions,1950,(邦 訳 ,桜

林,宇 田川,石 原 「団 体 交 渉 下 の賃 金 決 定 」)
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次に,労 働組合が 「経済的」目標をもつとする場合に,ど のような行動をと

るか,の 議論の吟味に移る.

ここで問題とするのはDunlopの 示 した経済的諸 目標に対する労働組合の

行動である2)そ れらの目標の存在する可能性については 何 ら疑問とすべきと

ころがないが,DunlOPの 考える,組 合員への労働需要函数の存在は検討され

るべ きものである.

Dunlopは これ らの目標に対する労働組合の行動を分析する箇所において,

労働組合員と非組合員との間に何 らかの労働の質の差異が存在す ることは前提

していない しかも,非 組合員を雇用する自由が企業家に与えられている状態

である。この場合に,如 何にして労働組合員への労働需要函数が賃金交渉前に

与えられ るのか,が 不明確であり,疑 問でもある.も し,i当該の企業がクロー

ズ ド・ショップ制をとっておれば,労 働の需要曲線がそのまま労働組合員への

労働需要曲線 となるか ら,疑 いは消える.ま た,雇 用量の一定割合を労働組合

員で占める,と いう条件があれば,こ の場合 も労働組合員への労働需要函数の

存在は可能である。しかし,こ のような前提を置かずに,労 働組合員への労働

需要函数を想定 し,こ の函数を利用 して労働組合の諸 目標に対する行動を分析

するには疑問とすべき点が多い

§2労 働組合の選好

労働組合の経済 目標としては労働組合員の賃金額(あ るいは賃金率)と 閑暇

量(あ るいは労働時間)と の種々の組合わせが問題 となる.

労働組合が賃金領(あ るいは賃金率)と 閑暇量 とを どのような比率で選好す

るか,を 調べることに よって労働組合のもつ 賃金額(あ るいは賃金率)と 閑

暇量とに 関 する選好無差別曲線群を 描 くことが できる.こ れについては,

2)Ibid.,pp.36-43(邦 訳,40-7頁)
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W.Fellner3),J.T.Dunlop4),A.M.Cartter5)な どが 議 論 を 行 な って い

る6)

労 働 組 合 の もつ選 好 無差 別 曲 線 と して 私 は 第1図 に示 した よ うな もの を 考 え

て い る.Wは 現 在 受 領 して い る賃

(第1図)

金率,Lは 時間内労働時間の下で労

働組合員が 提 供 し得る 労働量であ

る.労 働組合の選好は無差別曲線ム

12,1,… …の 順に 高 くなる.座 標

(L,W)の ところで無差別曲線が

急角度で折れ曲っているのは,現 組

合員に よる労働量の増加のための労

働時間の延長,す なわち残業の増加

には組合は高い賃金率を要求 し,ま

た労働量の削減にもやは り高い賃金

率を要求するためである.な お,折 れ曲る点に対応する労働量が無差別曲線の

選好が高 くなるに従って減少していくのは,賃 金率の上昇と共に時間内労働時

間数が減少していく趨勢を労働組合の選好函数の中に含ませたためである.

第1図 の如き賃金率,労 働量に関する無差別曲線を雇用主側のもつ賃金率,

労働量に関する無差別曲線 とボックス ・ダイアグラム上で合一させることに よ

って,契 約曲線を得ることができる.

§3労 働組合 の選好 と雇用主側 の反応

前 節 に お い て 労 働 組 合 の 労 働 用 役 の 供 給 に 関 す る 選 好 を 概 観 した.

3)W・FeUner,"PricesandWagesunderBi}ateralMonopoly",QzaαTterly

JournαlofEconomics,1947,pp.503-32,CompetitionamongtheFew,

1949.

4)J.T.Dunlop,op.cit.

5)A.M.Cartter,TheoryofWageandEmployment,1959.

6)労 働 組 合 の もつ 選 好 無差 別 曲線 に つ い て の 詳 しい 議 論 は,佐 藤浩 一 「現 代賃 銀 論

序 説 」(大 阪 府 立 大 学 経 済 研 究叢 書第9冊 ・昭37年)で 行 な われ て い るの で 参 照 し

て い ただ き た い,
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次にわれわれは労働組合と雇用主側との間に成立する協約において,賃 金率

上昇か,あ るいは閑暇量の増加か,の どち らが達成されるかをそれぞれの側の

選好無差別曲線の形状を利用して考察 しようη。

いま,

y… …被用者1人 週当り所得の変化額

W… …初期の1人 週当 り所得

F… …総共通費用

N… …被用者数

F・-1人 週当り共願 用(覇

H… …初期の正常週における労働時間数

¢……閑暇時間の増加量

P… …1人 時間当り生産性の尺度

とすると,初 期の単位費用は

総費用_N(w+Ft)
総生産量PNH

となる.次 に,新 しい単位費用は

2>(w+y+F「)
PN(H-x)

として示され る.

雇用主の無差別曲線は初期の単位費用 と新 しい単位費用との差が一定である

ようにすることに よって得 られる.

肇景諾 ♂)-N～精P)-K

とおき,Kを 一定の値とする.こ こで,被 用者数 と生産性が変化 しない,と 仮

定すると,

・-PHK-PHK響+E'・

と な る.こ の 式 よ り,雇 用 主 の 無 差 別 曲 線 は

PHK十 卯 十F'

H

7)以 下 の議 論 は,基 本 的 に は,M.A.Bienefeldの 下 記 論 文 に沿 っ た もの で あ る.

M.A.Bienefeld,"TheNormalWeekunderCollectiveBargaining",

Eoo7tomicα,NewSeries,Vo1.XXXVI,No.142,May1969,pp.172-62
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の勾配をもつ直線であることが分る.

労働組合のもつ選好無差別曲線に 関しては,便 宜上,二 つの仮定を 置きた

い一 その一つは,所 得と閑暇の限界効用がともに 一定であること.他 の一っ

は,被 用者が彼の労働時間を評価するのに支払われている賃金率をもってする

こと,で ある.こ れ らの仮定により,労 働組合の無差別曲線は,直 線で,時 間

賃金率によって勾配の定められているもの,と なる.

か くして,労 働組合の無差別曲線は次式のKを 一定の値とした もので示され

る.

・一{一・・(男)}-K

これ を書 き換 え る と,

郵 一匙

となり,労 鯛 合の鮭 別蠕 の勾酉己・・署 であ・・と紛 ・.

前述の雇用主のものの勾配を書き換えると,

署 一(PK・謬)

とな るか ら,

PK・ 多〉・

であれば,雇 用主の無差別曲線は 労働組合のものよりも傾斜が 大きくなる.

F'(1人 週当り共通費用)お よびP(1人 時間当り生産性)が それぞれ大 きくな

ればなる程,傾 斜も一層大きくなる.

_賃 上述の如き無差別曲
週金
当率 線の状態は第2図 に示
りのy

額AJ)ハ き な 無 差 別 曲 線(AB
,

A'B',な ど)は 雇 用

主 の も の を,緩 や か な

そ れ(XY,X'Y',OBB'B「'X-X'X

閑暇量の増分 な ど)は 労 働 組 合 の も

(第2図)
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のを表わす

さて,こ の状態で団体交渉が始 まったとする.組 合の初期要求はD,雇 用主

の初期回答はD',で あるとしよう.交 渉はお互いに抵抗 し譲歩 し合 う過程で

ある.労 働組合は妥結点においてその利得を極大に,ま た雇用主はその損失を

極小に,し ておかねぽならない すなわち,パ レー ト・オプティマムが達成 さ

れるまで団体交渉は続 く.

第2図 で明 らかなように,最 初の共通点は必ずty軸上にある.図 のEで 示 さ

れる点が妥結点となる.そ れ故,こ の場合には団体交渉の結果,閑 暇量の増加

はな く,賃 金率のみが上昇す ることになる,

次に,前 に示した仮定のい くらかを弛緩させて,雇 用主の函数の変化を考慮

に入れる.

労働時間の短縮の単位費用への影響は それの産出量への影響に 依 存 してい

る.し かし,こ の影響を雇用量を変化させることによって無にす ることができ

る.こ のような政策が雇用主の無差別曲線の上に及ぼす効果を明らかにするた

めに短期の固定費用が長期の雇用水準と共に変化する可能性をも考慮に入れよ

う.

そこで,

N。……初期の雇用量

N1… …新 しい雇用量

E・……初期の総固定費用

F,… …新 しい総固定費用

P… …一定(Pの 意味するものは前述の通 り)

とする.

雇用主の無差別曲線は,今 度は,

瓦(陶+舞)瓦@・ 銑)
=PKN

,(H-x)NoH

とお く こ とに よ って得 られ,こ れ を書 き直 す と,
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PHK+w+乃
…PHK・(FoF,N o2>1)-H

2>・ .x__(1)

とな る.こ の勾 配 は雇 用 水 準 の変 化 を考 慮 に入 れ なけ れ ば,前 に示 した,

-PHK+w+得

H

と同 じで あ る.し か し,そ の場 合 で も,〃 切 片 は 変 化 してい る.

こ こで,も しFとNと の変 化 の割 合 が 同 じで あれ ば,

170 _F,
No-N1

とな り.Nが 無 変 化 と仮 定 され た 場 合 と結 果 は 同 じで あ る.

次 に,R。=F1の 場 合 に は,(1)式 は

y-PHK・F・(11N
oN,)一 一etgz!gxezK+vv+F'・ ・

となる.こ こで,雇 用量の増加が労働時間の減少と同じ割合で行なわれるなら

ば,

〃-PHK-P雪+w・ ・

が得 られ・.・ 塒 には,勾 配は 一 班 肇 四 と,前 述の

PHK十w十F'
H

と比較すれば,緩 やかなものとなる.こ の場合には従 って,閑 暇量の増大が賃

金率の上昇とともに団体交渉において妥結される可能性が出て くる.

さて,Pが 一定の時,Nの 変化の効果は,一 般的に言って,Nの 変化の固

定費用への影響に依存 している.も し,固 定費用が割合においてNの 増加以上

に増大すれば,

鶏 一舟 く・

とな ・,(1脚 ・おけ・y切 片・・下降す ・.・ た識 ・り景 ・・大きくな・た

めに,勾 配が絶対値で大きくなる.

以上のことは第3図 において示される.ABはNの 変化がない場合の雇用
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主の無差別曲線,CDはN

の変化を 行なった時の 彰切

片の下降の効果を 考慮 した

同じ曲線,そ してEFは そ

れに勾配の増大を 含ませた

ものである.

か くして,こ の場合の 雇

用主の 無差別曲線は 第4図

のように示される.

賃
金
率
の
増
分

0

(第4図)

、

、
、
、

、

、
＼

、

＼
、

、
、

、

、

＼
㌔

、

＼
、

、

、

FD

A
E

C

0

賃
金
率
の
増
分

閑暇量の増分

(第3図)

B

閑暇量 の増分

翫 一景 〉・
の場合は丁度上の逆 となる.し か し

企業が最適規模で操業していると仮

定す瓢 荒 識 ≦・の可能性

しかない.

従って,上 述の如 くに雇用主の無

差別曲線が変化 したならば,団 体交

渉における妥結点は賃金率の上昇に向か う可能性が大となる.

最後に,労 働時間の短縮の結果,生 産性に変化の生 じた場合を考慮する.

ここで,

P… …労働時間短縮前の時間当り生産性の水準

P'… …労働時間短縮後の時間当り生産性の水準

・……二つの生産性水輔 の比率,曙 イ(・)と す・.

雇用主の無差別曲線を得 るためには,

幾差場 」署 一K
とおけば よい.こ れを両辺をPで 除 して書き換えれば,

y-・PHK-・x・PHK票+Ft+(w+F・)(T-・)… …(・)
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とな る.た だ,こ こで γ=!⑫)と い う漠 然 と した 函 数 が 含 まれ て い るの で,

Pの 変 化 が 雇 用 主 の 無 差 別 曲線 の 勾 配 に どの よ うな 効果 を 及 ぼす の か を 明 らか

にす る こ とは で き な い

そ こで,単 純 化 の た め にγ力切 の一 次 函 数 γ=α+伽 で あ る と仮 定 す る.ρ ¢=

0の 時,γ=1で あ るか ら,T=1+bxが 得 られ る.こ れ を(2)式 に代 入 して書 き

換 え る と,

y-PHK-(PHK+w+F'H)(x+b・ ・-Hbx)

となる。この函数の勾配は りじで両辺を微分することによって得 られる.

霧 一 一(PHK+w+F'H)(1・2b・-Hb)

ここにおいて,も しb<0な らぽ,H>2bで ある限り(す なわち,半 分以上

の労働時間の短縮が行なわれない限 り),1+2bx-Hb〈1と なる.こ のような

状況では,勾 配が生産性一定の場合よりも絶対値で大 きくな り,団 体交渉にお

いては賃金率の上昇が閑暇量の増大 よりも妥結され易い。

もしb>0な らば,上 述の状況 と逆になり,団 体交渉において閑暇量の増大

の妥結される可能性が上述の場合よりは大きくなる.

また,生 産性が時間の変化の効果を相殺するように上昇する場合には,

1十x伊=H -x

とな り.雇 用主の無差別曲線はy=PHKで 示される.こ れは雇用主の無差別

曲線が横軸に平行であることを意味 し,団 体交渉においては,閑 暇量の増大が

非常に容易に妥結される。8)

以上,労 働組合と雇用主 との選好状態から,賃 金率上昇と閑暇量増大 とのそ

れぞれへの団体交渉か らの妥結の可能性を概観した.こ れは,労 働組合がどの

ような労働供給の政策をもつか,に 大 きく依存 している.わ れわれの上での議

論は単純化されたものであるので,現 実を分析するためにはより一層複雑な議

論が要請される.

8)労 働 組合の存 在下 での労働 供給 について本章 で論 じて きた ものは,労 働組合 と雇

用主 との選 好状況が諸条件の変化に よって種々に反応 し,協 約成立後には如何 なる

労働供給のな され る可能性があ るか,に ついてであ った。 この よ うな議論を行 な う
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ためには,団 体 交渉の結 果を見 ることが 必要であ る.前 述 のFellner,Dunlop,

Cartter等 の選好 曲線 を 使 っての所 説 も,結 局は,雇 用主側 の 選好状態 を知 らね

ば,特 定の賃金率に対 して組合が如何な る労働供給 を行な うか,を 明示す る ことが

で きない.

ところで,Dunlopは 上述 の所 説 とは別に,労 働組合が一方的に特定 の賃金 率に

対 して労働共給量を決定す る理論を も構 成 してい る.そ の場合には労働組合 の労働

供給量を決定 する考 慮の背後に,賃 金に関す る何 らかの値の極大化を労働組合 が 目

指す,と い う仮定がな されてい る.こ の理 論は本章で議論 した もの と本質的 に異 な

った意味を もってい る.こ れについてはDunlopお よび佐藤教 授の前掲書を参照 さ

れたい.



第2部

賃 金 理 論 と 行 動 科 学
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(序)

賃金の理論 として確固た る地位 を得てい る限界生産力説 は,幾 多の批判に も耐 えて,

現在 で も十 分に賃金を分析す る力を もつ もの として受け入れ られ ている.1)と ころで,他

方では現 代の 賃金 を 分析す るに よ り優れた 用具 として 主張 されてい る ところの 行動科

学2)が その支持 され る範 囲を急速に広めつつあ る.こ の よ うに,二 つ の異質 の分析 方法

が同一 の賃金 とい う問題 を取 り扱 う場合 には,一 方が他方の主張を批判す ることに よっ

て 自己の主張 の正 当性を明 らかに しよ うとす る傾向があ る.し か し,こ れ ら二 つ分析方

法 があ ま りに も異な ってい るために,お 互 いに他方 の主張を十分に理解す る ことができ

ず,従 って他方 を批 判す る場合 も,そ の批判が全 く見 当違 いであ った り,自 己の主 張 と

同一の ことを 他方 も主 張 してい るのにそれを 批判 した りす る,と い う混乱が 生 じてい

る.本 稿 において,限 界生産力説が 現代 の賃金 に関 してその分 析力を決 して 失 っていな

い ことを明 らかにす る とともに,行 動科学が なぜ現代 の 賃金分析に必要 とされ る ように

なったかを 明確 に しようと思 う.

第1章 限界生産力説 と行動科学

賃金 を分析す る場合に 限界生産力説が行動科学 と比較 して検討 され るためには,分 析

対象を三つ の段階 に分類す る必要 がある と思 う,そ の一は,企 業において実際 にな され

る賃金水準 の決定 お よび その変動 が限 界生産 力説で説明で きるものか,あ るいは,も し

で きるとして も何か他の理論,例 えぽ行動科学,に よる賃金 の分析の存在を限界分析が

否定 しない のかど うか,と い う段階 である.そ の二は,寡 占経 済におけ るフル コス ト原

則に よる価格決定法は(短 期的 には)価 格 が限界 分析に よらないで成立す る もの として

示 されてい るが,そ の場合 の賃金 に関す る限界生産 力説 と行動科学 とは如何 なる関係 に

あ るか,と い う問題であ る.最 後は,労 働 の完全雇用経済 における賃金 と物価の スパイ

1)こ れについては次の ものを参照 して いただ きたい.

森田 助 『経 済の理論お よび実践に対す る限界生 産力説 の意義 』(「大阪大学経済学

」,第17巻 第1号,昭 和42年6月)

2)こ こで指摘す る行動科学は賃金交渉 の分析 を行 な うところの行動科学 であ る.行 動

科 学は,そ の 目的が人 間行動 に関す る種 々の面 におけ る一般的法 則性 を発 見す るこ

とにあ る,と されてい る.従 って,賃 金交渉 の分析に も行動科学が援用 され てい る

のは当然の ことであ る.わ が国でのそれに関す るす ぐれた先駆的な業績 と しては,

佐野,小 池,石 田編 「賃金交渉の行動科学 」(昭 和44年),が 挙げ られ る.



73

ラルか ら生 じる問題を扱 う段階であ る,限 界生産力説は外部か ら与 え られた諸条件の下

で賃金率の決定水準 の方 向を示す のであるが,も し賃金率の決定 された水準が 外 部か ら

与え られ るとされて いた諸条件 を変え て しま うな らば,こ の ことは,限 界生 産力説の他

の何かの分析方法が必要 である ことを意 味す る.そ の分 析方法 を行動科学 であ るとすれ

ば,こ れは如何な る役割を受け もつか についての問題 が,最 後の段 階で議 論 され る,

以上か ら,行 動科学が必要 とされ る可能性 のあるのは,

1賃 金率 の決定 され る方 向を一般的 に示す のではな くて,そ の時 々の特定の企業にお

いて決定 され る賃金率 の水準 を議論 しようとす る場合,

2寡 占経済 において存在す る諸特 微のために生 じる限界生産力 では 不確定 となる賃金

率決定可能領域 内の議論 をする場合,

3賃 金率 の 決定水準 それ 自体が限界生産力説 に よって 賃金 率を 説明す る 場合の 基礎

となる諸条件 のなか の何 かを変 えて しまうよ うな機 能を もつ場合,

であ る と考え られ よ う.

この ような限界生 産力説 では 説明 し難 い領域 の存在 をわ れわ れが 以下の議論 に よって

認識す る ことがで きるな らば,行 動科学 に よる賃金分析 の必要性 もまた 明 らか となるの

であ る.

第2章 現実の企業における賃金率決定の議論

限 界生産 力説が賃金水準の変動 に対応す る企業 の諸 々の 対策を述べ ることが 可能 な理

論 である,と 理解 され るならば,次 の よ うな批判が限界生産力説そ の もの に対 してな さ

れ て くる.

§1企 業 の 行動

R.A.Lesterは アxリ カ合衆国におけ る企業経営 者に対 して 行 な った ア ンケー トを

集計す ることに よ り,次 の よ うな結論を下 した.D

1)RichardA.Lester,"ShortcomingsofMarginalAnalysisforWage-

EmploymentProblems",inWαgeDeteTminαtion(ed.byRichardPerlman,

1964),pp.9-30.こ の 論 文 は 最 初AmeTica"EconomicReview,XXXVI

(March1946),pp.63-82,に 掲 載 され た も の で あ る.こ の 他ThelαbouTmαrket

(ed.byB.J.McCormiekandE.OwenSmith,1968),pp.13-36,に も 掲

載 さ れ て い る.
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1一 企業の雇用量を決定す る場合,市 場 の需要(そ の企業の生産物に対す る)が 賃金

率 よ りも重要であ る.実 際には,雇 用の決定に関 して経営者に ょって 市場需要 が他の要

因のすべて よ りもほぼ5倍 も重要だ と考え られてい るのであ り,賃 金水準 あ るいは賃金

の変動は企業の雇用の決定 に 際 して非労務費水準お よび 非 労務 費水準 の変動 よ りも重要

でない と考え られてい る.

2大 抵の製造業では,工 場能力の70～100%の 間の操業度を上昇 させ るに従 っ て単位

可変費用が低 下してい る,と それ らの経営 者が考えてい る.そ の結果,企 業が単に賃金

率 の上昇 に応 じて生産量を(従 って雇用量を)縮 小す ることは実際上あ り得ない.

3現 代の製造業では 一企業 の単位生産物の費用水準はか な りの程度 に その産 出量 の規

模 に よって影響 され る.伝 統的 な限界理論は規模に よって 影響 され ることはな いと論 じ

ているが,こ れは一般的には真実ではない.

4一 つの企業が各地VC工 場を もっている場合 に,賃 金率に地域格差が あるか らとい っ

て,労 働 と資本設 備の使用 の調整を行 なわない.多 くの製造業 に とっては,限 界分析に

よって示 され るように賃金率 の変動に よって 生 産諸要素 の比 率を変え ることは 実行 でき

ない ことであ り,ま た例えで きた として も非常 に高 くつ くことが 分 って いるのであ る.

5限 界分析 を現代 の工場 の多工程生産 に適応 させ る際 に 生 じる実践的な 困難性 を取 り

除 くことはで きない し,事 業 の経営 老達 は 限界主義 をそ のよ うな生産組織 における操業

原則 としては実践的 では ないと考 えてい る.

6競 争相手が賃金率を上昇 させた時 に,そ れ に見合 って経営者が 自己の企 業にお いて

も賃金率を引 き上げ た場合,そ れに応 じて どの よ うな 調整 を行 な うかを調べてみ ると,

調整方法は三つあ る.三 つの中の二つは管理向上の実践 と販売高向上へ の努 力 とであっ

て(他 の一つは 労働節約的機械 の導入),こ の二つは伝統的 な 限界理論 によっては 無視

されてい る.一 方,限 界理論 に よって強調 される調 整である操業短縮は,経 営者に よっ

てはほ とん ど重要 視 されていな く,ア ンケー トを とるとた った11分 の1が 重要視す ると

回答 したにす ぎない.実 際,経 験 に よれば,個 々の企業 単位では,経 営者に よって重要

と考え られ る賃金 水準上 昇後 の調整は しば しば 雇用量を よ り増大 させ ることであ ろ う,

Lesterの 主張が どれ程 の説 得力を もつ ものであるかを 評価す るために,わ れわれは

彼が このよ うな結論を出す る至 った過程 に 注 目す る必要 があろ う.Lesterの 主張 の1

か ら3ま では1945年 に彼が行な った郵送に よるアンケー トに基づ くものであ る.こ のア

ソヶ一 トは アメ リカ合衆 国の南 部の430の 製造業 に 属す る企業 の社長あ るいは取締役 に
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対 して送付 された.そ の中 の68人 がLesterに 対 して回答を寄 せて きたのであ るが,そ

の うちの10の 回答はほ とん どの質問が難解であ って 答 え られ ないあるいは 答え るには時

間がかか りす ぎるので答えなか った とされてお り,結 局,二 つ以上の質問に答えてい る

58人 の回答がLesterの 主張の基礎 とな ってい るのであ る.

さて,Lesterの 第1の 結論を出すに至 った企業家への質問は次の よ うであ る.

「平和時において,貴 方の企業 の雇用量を決定す る際に 最 も重要 な要 因(複 数)は 一

般的に どの要因(複 数)で あ ったで し ょうか」.

企業家は この質問 に対 して,次 に述 べるaか らfま での諸要因の各 々についてその重

要 さをパ ーセン トで示す よ うに 要求 されて お り,そ の率づけが合計で100%を 越え るこ

とは許 されず,一 要 因だけ が 重要な 場合 にはそれ に100%が 与 え られ る ように 望 まれた

のであ る.な お,要 因は次 のよ うに示 された.

a需 要におけ る季節的変動を含んだ ところの,現 在お よび将 来の貴社の 生産物への市

場需要(売 り上げ高).

b

C

d

e

f

賃金率 の水準あ るいは 賃金水準 の変化.

原材料費 および その他の非賃金費用 の水準 とそれ ら非労務費水準 の変化.

企業の利潤あ るいは損 失の変動.

新技術,新 設備 お よび新生産方法.

その他(名 をあげて書 いて下 さい).

以上の質問 に対す る回答 は有効 な56の なかの28が 要因aに100%を 与えた.残 りの28

の回答 の内訳は第1表 において示 され る通 りである.

回答 に現われ ている ように企業 家は雇 用量 を決定 する際 に 現在お よび 将来 の需要 を重

要な ものと して考 えているのであ り,雇 用量を,賃 金率 の函数 として 考 えるのでは な く

生産量 の函数 と して考 えているのだ,とLesterは 述べてい る.更 に,Lesterは 次 よ

うな ドイツにおけ る経験 を示 して彼の主張を よ り 強 く押 し出す.「 ドイ ツでは1932年 の

9月 に経 済復興 のため にPapenPlanが 導入 されたのであ るが,こ れ に ょって ドィッ

の企業家は,税 補助金や その他 の補助が与 えられ るため に,追 加的 労働者 を,お お よそ

当時支配 していた賃金率の半分で,雇 用す ることがで きたのだ.し か し,そ の ような追

加労 働者へ の賃金負担の軽減が 雇用を増加 させ るで あろ うと期待 された のか も知れ ない

が,企 業家 たちは(生 産物への)注 文 の増加が無いために 雇用量 も生産量 も増加 させな

か ったのであ り,そ れ故 に,こ のPlanの 導入 に続 く5ケ 月間に ドイ ツで(逆 に)失 業
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第1表2)

二 つ以上 の要 因に率づけを した28企 業 に よって与え られた ウエイ トで

示 され た ところの企業 の雇用 に影響 を及ぼす諸要 因の相対的重要性

要
因

a

b

C

d

e

f

重要と主張
された回数

0
0

3

n◎

1

6

5

2

1

1

1

1

主張 され た場 合の
ウエイ トの平 均

%

%

%

%

%

%

「D

5

4

3

7

ハ0

ρO

I

工

1

1

工

28の 回答す
べて の平均

65,0%

7.6%

9.5%

5.1%

9.7%

3.1%

が20%も 増加 したのであ る.」3)

この ように,雇 用量 の決定 に関 して市場 の 需要を重要 な もの として示 す とともに,賃

金率 の水準 お よび変 化は 限界分析で強調 されてい るのに もかかわ らず,実 際 には それ程

重要 ではな く,重 要度 において は前者 と比較 にな らない ことをLesterは ア ソケー トか

ら結論 したのである.

次 に,第2お よび第3の 結論 は次の ように して導 き出 されてい る.

まず,「平和時 の諸条 件の下で どの ような 操業 水準 が一般的に 言 って 貴社 の 利潤 を最

大 にす るのですか」 とい う質問が企業者 に 提示 され た.42の 回答が 工 場能力の工00%と

し,残 りの うちの11の 回答 は75か ら95%で あ る としている.更 に,Lesterは 企業家 に対

して,「 生産物一単位当 りの工場 の操業費(共 通 あるいは 固定費用 を除 く)は 操業率の

増減 に よって通例 どの ように影響 を受け るのか」 とい う質 問を行 な った.こ れに対す る

回答 は簡略 にす る と第2表 に示 され る如 くとなる.

第2表 は労務費 率の高低 が工場 能力の70～100%の 操業において その単 位費 用の低下

の仕方にそれほ ど直接的な影響を 及ぼ さな いとい うこ とを も示 している.か くして,

Lesterは 賃金 率が上 昇 して も操業度を上げれば 生産物単位当 り可変費 用が下るのであ

るか ら,賃 金率の上昇は雇用量の 減少 をもたらす とす る伝統的 な限界分析は現実にあわ

ない,と 考 えるのである.更 に,Lesterの この考 えは次 の質 問に対 する企業家の回答

2)R.A.Lester,"ShortcomingsofMarginalAnalysisforWage-Employment

Problems"p.12(但 し,Per]man編 のWageZ)eterminαtiovaに おけ る頁

数 である.以 下 も,V7αgeDeteTmi・nαtionに おけ る頁数を示す.)

3)Ibid.pp.13-4
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第2表4)

産出規模の増大に伴 う単位 当 り可変費用 の減少

操業 の増大(工 場能力 のパーセ ン トで)

170～80%80～90% 90～95% 95-1・ ・%1

100%の 能力 の際 に 極

大利 潤が得 られ るとす

る33企 業 の平均値

労務費率が次の ような

企業 の場合 の減少す る

費用 の平均値

40～60%(6企 業)

30～39%(6企 業)

21～29%(13企 業)

12～20%(6企 業)

9.5%

8、1%

5.2

5.5

6.2

7.7%

6.6%

4.3

5.8

4,2

5.7%

4.4%

2.3

7.2

2.0

5.5%

4.1%

2.1

8.1

1.9

に よって 一層強 固 となる。 「通常 の平和時 の条件の下で,操 業 率を 低下 させ る ことに よ

って貴社の生産物単位当 りの操業費を偶 には 減少 させる ことがで きますか」 とい う質問

に対 して,44の 回答の うち43が 否定的な ものであ った.

か くして,Lesterは 「もし会社の産出 と雇用の計画が フルキ ャパ シテーの 操業 まで

限界可変費用が 逓減 し続 けるのだ とい う仮定 に基 づいているな らば,賃 金率 の増減 に対

応 して会社の雇用量は 調整 され るのだ とす る経済学的理 由づけ のほ とん どの ものは 役 に

立たな くな り,個 々の企業 にとって の賃金 と雇用 との関係 の新 しい理論 が 展開 されねば

な らない」 と主張す るに至 った.

第4の 結論 は次の ように して導かれた.

Lesterは この場合には彼が これ まで の結論 を引き出 した調査 とは 異な った他の調査

を基礎 として議論す る.1945年 の1月 にLesterは アメ リカ合衆 国の北部 と南部の両方

に工場 を もつ112の 企業 の経 営者に 対 して質問を行な った.そ の質問は 「南部の賃金が

北部 よ り低 い とい うこと自体が,貴 社において 南部 におけ る工場 で使 用す る 生産技術あ

るいは生産方 法を北部の工場において 使われ ている機械 に 対す る労働の比率 よ りもよ り

多 くの労働を必要 としよ り少ない 機械 しか必要 としない,よ うな ものにする 原因 となっ

4)Ibid.P.16
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てい るで しょうか」 とい うものであ った.44の 回答が得 られたが,そ の うちの42は 否定

的な ものである.更 に,回 答のあ るものは,南 部 におけ る低賃金 の存 在が南部に設置 さ

れ る機械 の型や使われ る工 程に影響を及ぼす よ うな ことは な く,そ の時に得 られ る最 も

効率的 な設備 が,地 域や相対的賃金水準には関係な く,す べ ての工場 において使用 され

ているのだ,と 述べ ている.ま た,T.N.E.C.の 調査 で も,Lesterに 従えば,労 務費

用の増大 と資本集約性 の導 入 との間にほ とん ど因果 関係 が見 られない.

このよ うな根拠か ら,企 業家 は賃金 率の相対的 な差異 の存在に よって 機械 と労働 との

使用 の割合を変えた りしてはお らず,ま た限界分析 が述 べてい るよ うに 賃金 のその時 々

の変化に応 じて 生産要素 の組合せ の割合を変 える ような ことは多 くの 製造業 の企業 に と

って不可能であろ うし,例 え可能で あって もあま りに も費 用が 高 くつ くため にや らない

のだ,と 主張す るのであ る.

また,こ の主張を支持す る数例が示 されてい るが その一 例は次の よ うな もので ある.

1937年 の10月 と194工年 の2月 との間で南部 と北部 との賃金 格差 は 同 じような72の 木製

家具工 場に関 して7%減 少 したのであ る.こ れは,1938年10月 の25セ ン トお よび1939年

10月 の30セ ン トとい う,法 律 に よる最低賃金 の設定 に よるのであ り,ま た,南 部の家具

製造業 と労働老 を 採用す るに 当って 競争 してい る他の 南部 の主要産業が 賃金 を 最 低で

32.5か ら40セ ン トの間に 設定 した ためで もある.一 般的 に言 って 法律に よる最低 賃金

が明白に最 も大 きな直接的 および 間接的影響 を 及ぼ した ところ の1937年 におけ る最 も平

均時間稼得額 の少 ない企業 に おいて雇 用量の増加が最 も大 きか った,と い う事実が あ る.

す なわ ち,南 部の工場におけ る雇用量が26%増 大 したに もかかわ らず,そ の期 間(1937

年10月 か ら1941年2月 まで)に それ と競争 している北部 の企業 において 雇用量が少 々減

少 してい ること,お よび,南 部のみに限 って も,雇 用量 は賃金 が10%増 加 した嘗 ての低

賃金企業においては,賃 金が2%未 満 しか増加 しなか った嘗 ての高賃金企業 に おけ るよ

りも,雇 用量が2倍 を越え る速 さで 拡大 して いった とい う事実が ある.そ れに関す る統

計 数値 は第3表 に示 されている.

第3表 で示 されている ような,時 間稼得額 が大 き く増大 してい るとい う,状 況 は 限界

分析が述 べる ような賃金率 の上昇 は 雇用量を減少 させ るとい う傾 向と,矛 盾す るよ うに

Lesterの 眼 に映 ったのであ る.

次に,第5の 主張を見 よ う.
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第3表5)

1937年10月 か ら1941年2月 までの72の 木製家 具工場におけ る時間稼得

額 と雇 用量 との実 際の変化

1937年 における工場 の

平均 時間稼 得額

32.5セ ン ト未 満

32,5セ ン ト以 上35.0セ ン ト未満

35.0セ ン ト以 上37.5セ ン ト未 満

37.5セ ン ト以 上

1937年 か ら1941年 まで

の平均 時間稼 得額 のパ

ーセ ンテ ージで示 した

増加

米国全体 南 部

11.2%

7.6

8。3

2.4

10.2%

9.9

1.7

1.7

1937年 か ら1941年 まで

の 雇 用 量 の パ ー セ ン テ

ー ジで 示 した 増 加

綱 全体 陣 部

26.3%

38.1

30.7

0.4

29.1%

38.1

18.5

16.8

これは,大 規模 産業におけ る労働の追加単 位の限界生産物を見 出 し,結 合 された多工

程生 産に よる生産物へのその労働 単位 の価値 的貢献 をその単位へ と帰 せ よ うとす る場合

に含 まれ る,技 術的困難性に 基づ くものであ る.W.J.Eitemanも 言 ってい るよ う

に,e)上 記の ことは,限 界分 析を現 代の製造 業の編制に 適用 しようとして もrl分 析可能

であ るとい うことへ の)希 望な き複雑 さ」 が存 在す る,とLesterは 考 え る.か くして,

限界生産物の測定 の困離 さか ら,限 界分析 よ り得 られる諸結 論をLesterは 現実的でな

い もの とす る.

最 後の第6の 主張は43の 南部 の企業か ら得 られた 回答に よってな された ものであ る.

Lesterの 質問は 「日本 に戦争 で勝 った直 後の3ケ 年 の間に,貴 社 の属す る 産業 にお

け る北部 と南部 との間 の平均的賃金格差が,貴 社の職種 におけ る南部の賃金率が北部の

貴社への競争者の賃金率に比較 して よ り大 き く上昇す る ことに よって,半 分にな った と

しよう そ して,貴 社の その他の費用は全 く変化せず,ま た,貴 社が製造 す る生産物の型へ

の国全体の需 要 も減少 しない と仮定すれば,貴 社は北部 と南部 との間の賃金格差の永続

的な50%の 縮小に 対 して どの ような調整を 行なお うとしますか」 とい うものであ った.

なお,こ の質問に対 す る回答は次に 示 された 諸要 因に,そ の重要性 に 応 じて 総計を

100%と して,率 づけす るように要請 されてい る.

a労 働節約的機 械を一層多 く設 置す る.

5)Ibid。p.23

6)Ibid.p.22
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b効 率 を向上 させ る.そ れは,よ り良い生産方法,組 織,監 督,刺 激誘 因,割 当 な ど

に よる.

c製 造す る生産物 の価格,質 あるいは種類 を変え る.

d販 売額 と生産量 を増大 させ る ように販売 努力を増 す.

e故 意 に産 出を制 限す る ことに よって生産 物量を減少 させ る.

f他 の調整(名 をあげ て書いて下 さい).

二れ に対す る回答 は第4表 に要約 され てい る.

第4表 η

北部 と南部 との賃金格差 の大幅 な縮小 に対 する43の 南部の企業の調整.

諸要 因は重要性 のパーセ ン トに従 って ウエイ トが与え られてい る.一
その要 因に ウエイ トを与 えた企業数35 36 19 3144

その要 因を強調 した企業 当 りの平均33%
ウエイ ト

36% 41% 29%43%20%

43企 業で平均 した ウエイ ト26.1% 29.6% 17.5% 20.7%4.1%20%

14の 家具企業 の平均19.6% 23.2% 34.3% 17.9%0.7%4.3%

7の 男子用衣料企業 の平均24.3% 40.0% 17.1% 18.6%一 一

10の 金工企業の平均35.0% 28.5% 5.5% 20.0%1LO%一

他 の12企 業の平均27.5% 32.4% 8.8% 24.3%5.0%2.0%

北 部 と南 部 との 賃 金 格 差 が25か ら4025 .0%%ある11の企 業 の 平 均30.5% 10.9% 20.0%10.0%3.6%

労 務 費 率 が 次 の よ うな 企 業 の 平 均

40-60%(8企 業)41.9%

3C-39%(8企 業)33.1%

2(ト29%(10企 業)17.8%

12-20%(9企 業)22.8%

23.1%

28.7%

32.8%

36.2%

19.4%

14.4%

31.1%

7.8%

13.1%1.2%1.3%

15.0%6.3%2.5%

18.3%一 一

26.7%1.0%5.5%

第4表 か ら明 らか なよ うに,最 も重要 とされたのは要 因bで あ る.次 に要 因a,更 に

要因dが 重要な もの とされてい る.企 業 の種類 に よって 重要性を認め る要 因に も若 干の

相違 があ り,家 具企業な どは要因cに 重要性を認めて いる.な お,労 務費率 の違 いに よ

る調整要因の差 も同時に示 されてい るが,こ れは,労 務費率の高い企業が要因aを 特 に

重要 と考え るな どの予想通 りの状況が含 まれ るが,全 体 としては,労 務費率の差 に ょっ

7)Ibid.p.26
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て強調 され る要 因間 の 目高つ程の差異 を示 してはいない.

この結 果 よ り,Lesterは,伝 統的な限界理論 によって 強調 され る 調 整であ るところ

の産 出量 の故意 の削減 は 経営者に よって ほとん ど考慮 されて おらない要因 であ り,限 界

分析は この点 で も現実 の状 況を述 べる力がない,と 考 えるのであ る.

上 において,Lesterの6つ の主張 とその主張を行な うに至 った過程を概観 して きた.

次ee,わ れわ れはLesterの 主張 を検 討 しようとす るのであるが,そ れを行 な う前に,

賃金問題を扱 う場合 の 限界分析は どの ような 主張 を してい るのか,を 整理 してお こ う.

§2限 界原則によって意味されるもの

限界分析が賃金問題を取 り上げ る際に,第 一に,労 働用役が消費財(按 摩,医 者 など

の直接には財の生産にたず さわ らない労働)と して 需 要 され る場合 と,第 二に,労 働 用

役が生産要素 として需要 され る場合 とで,そ の扱い方が異 なる.

先ず,消 費財 としての 労働用役はその雇用主 自身の欲望を満足 させ るために 需要 され

る.そ れ故,こ の労働へ の需要 は労働 を購入 す ることに よって 得 られ る効用 と雇用主 自

身 の購 買力 とに よって規定 され,他 の消費財 に対す るの と同 じ直 接的 需要の性質を もっ

てい る,消 費労働 への需 要は,消 費財をA,B,… ….Zと し,そ れ らの一 単位 の価格

をP。,P,,… ….Pz,限 界効用 をfa,fb,… ….fzと して示せば,

一ム_=fb=__=」 な
PαP,P,

とな るよ うに決定 され る.こ の場 合の個人の この 労働への需要 曲線は,他 の消費財へ の

需要 曲線 と同様 に,第1図 において示 され

賃 る ような図表 における右下 りの曲線 として
金
率 描 かれる.右 下 りにな るのは,消 費財 とし

ての 労働 の 限界効用が 逓減す るた めであ

る、

次に,労 働用役が生産要素 として需要 さ

れ る場合を考え る.上 述 のLesterの 労働

労働量 の需要に関す る主張は ,こ の生産要素 とし

(第1図)て の労働に関す るもので ある.こ の ような

労働が需要 され るのは,そ の労働が直接に雇用主の欲望を 満足 させ るか らではな くて,

雇用 主がそ の労働 に よる産出物 を生産 物市場 で 販売す る ことに よって 利益 が得 られる と
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見積 ったか らなの であ る。この需要は,そ れ故 に,生 産 物市場か らの派生的需要 であ る.

企 業が この よ うな形で生産要素を需 要す る場合には,そ の需要 は 限界分析 では次の よ

うに論 じられ る.

企業の総収入は,生 産物価格をP,生 産物数量をX,と す ると,xだ け販売 され れば,

P・Xと して表わす ことがで きる.い ま,労 働 なる生産要素Aの 数 量を α とす ると,労 働

の追加的一単位が企業の総収入に貢献す る額は,

∂(P・の =」辺.x+∂x.P∂
α ∂α∂α

=」蟹≧.迦_.x+」 勉.P∂
α∂α∂詔

として示 され る.こ の値は労働 の限界収入生産力(MRP)を 表わ して いるが,こ れ は生産

物暢 が完全競争の状態であ・場合には・器 一・であるという舳 から・限界価値生産

力と同働・な・.生 動 楊 ・・不完全競鰍 態であ・ならば・器 は・・ナスの徹 と

るために,限 界収入生産力は限界価値生産力 よりも小 さ くなる.企 業が獲得す る利潤 の

極大化を 目ざそ うとす るな らば,労 働 の限界収入生産力 が その労働 の賃金率 と等 しくな

る点 まで労働を雇用す ることにな る.

限
界
暇
入
生
産
力

平
均
収
入
生
産
力

賃
金
率

w.4

RP

P

ON、N 。 ノ〉、 労働}轟

(第2図)

決定 す るはずである.と ころが,平 均 収入生産力(ARP)曲 線を見れば明 らか なよ うに,

N,の 雇用量で はVVオ の賃金率に 見合 うだけの平均収入生産力が 発揮 されていないため

に,企 業がW4の 賃金率を,資 産を食 い潰す ことな しには,支 払 うことがで きない.一

方,N2の 雇 用量 であれば,各 労働単位 は賃 金率を越 え る平均収入生産力を も ってい るた

め,企 業 はW,の 賃金率で賃金を継続的に,資 産を食い潰す ことな く,支 払 うことが可能

であ る.そ れ故に,限 界分析に よって 述べ ることのでき る労働需要 の曲線 としての限界

ところで,限 界収入生産

力は,第2図 に示 され る よ

うに,雇 用量 の少 ない段階

では逓増 し,や がて逓減 し

てい く.も し外部か ら与 え

られ る賃金率がW.で あっ

たな らば,こ の企業 は,限

界分析に よると,雇 用量 を

N,かN,か の どちら かに
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収入生産力曲線は,MRPとARPと の交点 に照応す る雇用量 を2>・ とす ると,Neよ り

も大 なる雇 用量についての限界収入生産力曲線 であ る.か くしてう生産要素 としての 労

働 の需 要曲線 は右下 りの限界収 入生産力曲線 で示 され る,

以上 が,限 界分析 に よって展開 され るところの労働 の需要 に関す る議論 であ る.

それ では,Lesterの 主張 は この ような 限界分析を正 し く批判 した もので あるか どう

かを吟味 し よう.

Lesterの 出 した結論 に対 してはF.Machlupが 批判 を行 な ってお り,B)わ れわれ は

Machlupの 考 えを参考 に しなが ら議論 しよ う.

§3Lesterの 主 張 の検 討

Lesterの 第1の 主張を行 な うに 当 ってなされ た質 問については,大 いに議論す る要

素が含 まれ ている.Lesterの 示 したa～eの5個 の要因はすべて 限界分析で も無視 さ

れて いるものではない.こ こでは,特 にLesterの 主張を吟味す るに当 って重要 なaの

要因のみを分析 しよう.

aと して示 された要因は生産物へ の市場需 要についての ものであ る.こ の需要 の変動

は価 格一 生産物数量図表において この企業

の生 産物への需要曲線が シフ トす るこ とを

意味 してい る.第3図 におけ るよ うに需要

曲線 の左右へ の シフ トが企業に よって見積

られ る.と ころで,限 界分析に よると,生

産物へ の需要 曲線 が この よ うに右へ とシフ

トすれば,生 産において労働 と資本 とがい

くらかで も代 替的 であれば,利 子 率あ るい

は賃金率が不変で ある と,資 本量 あるいは

価
格

0

(第3図)

数量

8)FritzMachlup,"MarginalAnalysisandEmpiricalResearch",AmeTicαn

EconomicReview,XXXVI(September1946),pp.519-54,

上 記 論 文 はWageI)eteTminαtion(ed.byRichardPerlman,1964),

pp.30-53,お よ び,ThelαbourmaTket(ed.byB.J.McCormickandE.

OwenSmith,1968),pp.37-45,に そ れ ぞ れ 部 分 的 に 再 び 掲 載 さ れ て い る.

そ の 他,F.Machlup,"RejoindertoAntimarginalist",AmeTicαnEoonomie

Review,(September1946),お よびF.Machlup,"TheoriesoftheFirm",

AmeTicαnEconomicReview,(March1967),で もMachlupはLesterの

主 張 へ の 批 判 を 行 な っ て い る.
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労働量を増大 させ ると利潤は増加す る.ま た,労 働 と資本 とが非代替的 であれば,利 子

率 と賃金率 とが不変であ る限 り,資 本量 お よび 労働量の双方を増大 させ る ことが得策で

あ る,こ の ように代替関係 が重要 であ るが,一 般的 な労働 と資本 とが いさ さかで も代替

的であ る場合は,第4図 に示 され るよ うに,労 働 の限 界取 入生産力 曲線が第3図 のDoの

ViMl)1とD2へ のシフ トに応 じて,そ
金R
率Pれ それMRPoか らMRPiお よび

MRP2へ とシフ トし,賃 金 率 昭。

vv。
の下 では 雇用量が1>tあ るいはN2

へ と変化す る ことにな る.こ の よ

うに,Lesterの 示 したaの 要因

は限 界分析 で も雇用量を変動 させ0
ハら1V。N1労 働量

(第4図)る もの として考 え られてい るので

あ り,こ の要 因が 旺倒的 に企業家 か ら重要な もの と して指摘 され ているために限界分析

に よる主張が現実 とは矛盾 して.いる,と い うLesterの 結論は受 け入 れ離い.

第2の 主張は単位 当 り可変費用 と操業度に関す る ものであ った.Lesterが 調査 によ

って得た よ うな,操 業度 の上 昇に ともな う単位当 り可変 費用の逓減す る状態はあ る一定

の仮定 の もとにのみ成立す るにす ぎない.す なわち,そ の企業 に とっての限界主要費用

が逓減的であ ることを必要 とす る.こ れは一般的に賃金率が 追 加的労働に対 して も一定

に保たれ るよ うな状況の存在 と 原材料 の大 量購入に よるその価格 の低 下の可能性 とに ょ

って説 明され得 る.し か し,限 界主要費用が実際に どの よ うな 変化をす るかを調べ るに

は,諸 々の生産要素市場 お よび 生産物市場のそれぞれに注 目す る必要が ある.例 えば,

労働市場 を考 えに入れ よう あ る企 業が70～100%の 操業 度9)に おいて単位当 り可変費

用を逓減的 な もので あると考 えて も,実 際には70%の 操業 度に見合 う雇用量以上では極

端に高い賃金率を支払わ なければ 追加的労働を得 ることがで きない場合 もあろ う.企 業

の地理的立地条件 に よりある 量以上の労働量を雇用す るには 多額 の移動 費用を労働者 に

支払 うことを必要 とす る場合,あ るいは,そ の企業が必要 とす る専 門的労働 者の澗渇 し

9)経 営者 の回答 におけ る100%の 操業度 とは何 を 意味 して いるのであ るか,と い うこ

とも注意 深 く検討 されねば な らない ことであ るが,こ こでは,そ の検討を省略 し,

より根本 的な問題に注意 を集 中す る.
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ている場合,更 に,全 般的 に労働市場 において既 に 完全雇用の状態に到達 して しまって

いる場合 な どでは,上 述の状況が 現実的 となる.か くして,労 働市場の種 々の状況を考

慮に入れれば,操 業度100%ま で単位当 り可変費用が必ず しも逓減的であ る,と 言 うこ

とはで きない.Lesterの 調査 結果 は もし現行賃金率で100%の 操業度に 必要な労働量を

雇用す ることができたな らば(そ して,他 に何 ら変化がないな らば)そ の よ うにな ると

す る経営者 の予想 にす ぎない.

更 に,生 産 物市場 を も考 慮に入 れ ることに よって,Lesterの 主張は一層弱め られ る.

第5図 において,生 産物市場において この企業 の生産物へ の需要 曲線 か ら得 られた 限界
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収入 曲線をMRと す れば,い ま例え,Lesterの 質問に対 して 多 くの企業家 が答えた

如 くに,操 業度を100%に す る点が 平均費用水準 を 最低 にす る点 であ ることが分 ってい

て も,企 業 が利潤 の極大化 を 目指 すためには,MRと 限界費用 のそれぞれ の曲線 の交 点

に照 応す る生産量X1で 生産を 当然 ス トップさせ る ことになる.そ して,賃 金 率の上 昇

後は,生 産 物に対 す る需 要状態 に変化がなければ,齪 は変化 しないか ら,生 産量は前

よ りも減少 してX2と なる.そ れ故,こ の生産量減少分に見合 っただけ の労働量は 削減

され るのであ って,Lesterの 述べてい るよ うに,平 均費用 水準 が 操業 度の 上昇 ととも

に減 少 し続 け るとい う理 由だけで,賃 金率上昇後 に生産量 を増大 させ,従 って,雇 用量

を増大 させ ると考 え るのは適切ではない.

す なわち,第2の 結論 を出すに 当ってLesterは 生 産費用の面 にのみ注 目し,生 産量

を多 くすれば生産物1単 位 当 りの費用は 低下す る とい う調査結果 か ら,賃 上げがあれば
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生産量を多 くして賃上げ分の費 用増加 を吸収で きる,と 考 えたのであ るが,生 産 物量が

増加すれば,そ れ らを よ り安い価格で 売 らねばな らない 場合のあ ることをLesterは こ

こにおいて無視 してい るのであ る.

第1の 主張の際にはLesterは 需 要面を特に強調 し,ド イ ツの事例を 引合 いに出 して

まで も,生 産費(そ のなかの特 に賃金率)が 低下 して も企業家は生産量を その生産物へ

の注文 が増 加 しなければ増 大 させないのだ,と 論 じていたecも かかわ らず,第2の 主張

では この面 を全然考慮 に入れていない とい う欠陥が存す るのであ る.

次 に,第3の 主張 を検 討 しよう.こ れは規模につ いて の 費用水準 にかかわ るもので あ

る,

Lesterは 限 界分析が 限界生 産力を賃金率一 雇用量関係に 適 用す る場 合にその 逓減的

な局面 のみ を利 用 してい るのを 批 判 して,単 位 当 り可変費用が 操業度70～100%に おい

て逓減的で あるのだか ら,限 界生産 力はその操業 度の間で逓増 的であ るはずで あ り,雇

用量 の水準 もこの操業度の間ではない とは 言 えないのだ か ら,従 来 の限界生産 力の逓減

的であ る部分だけを賃金率一雇用量の決定に 利用 している理論 は 現実への妥 当性 をあま

りもたない とした.

しか し,こ こには誤 った飛躍があ った.そ れは逓減的 限界費用を労働 の逓増的限界生

産力 と同一 視 した ことであ る.限 界費用が逓減的であ るとして も,労 働 に対 す る限界費

用が逓減的 であるか どうか は不 明であ る.生 産力 と費用 とには この場合直接 の関係 が 設

定 され てい ないため,例 え労働 の限界費用が逓減的であ った として も,そ れ を労働 の限

界生産力が逓増的であ ると言い換え ることはで きない,

Machlupも 指摘す るよ うに,10)あ る企業 に対 して,労 働 単位当 りの 物的生産性が 上

昇 してい る局面において,雇 用量 を制限す る諸条件 こそが,労 働 の限界純収入生産力 を

逓 減 させる ものなのであ る.そ の条 件 とは,

a企 業 の物的工場施設 の不 可分性,

b企 業 の生産 物へ の需要 の低 い弾 力性,

c企 業 に対す る労働供給 の低 い弾 力性,

で あ り,aに ょって 企業 におけ る労働 の物的生産性の上昇の局面の存在を 実践 的に可能

10)F.Machlup,"MarginalAnalysisandEmpiricalReserch",inAme・r.

Econ.Rev.,pp.551-2,inWαgeDeterminαtion,p.31,inThelαbozeT

?nαrket,P.42.
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にす るけれ ど も,bとcと の条 件が そ の物的生産性上昇 の局面で の実際 の操業 を(物 的

には効率的であ るが)金 銭的に非効率 な ものにす るのであ る.

また,Lesterは 限界理論が規模11)に 関 しての費用水準 を考慮 して いない と主張 して

いるが,Lesterが そ う考 えた理 由は 限界理論が 生産 量決定 の議 論の際に 使用す る限界

費用 曲線が右上 りで書かれ るため,彼 の調査 した費用曲線 と合致 してお らず,そ う結論

す るに至 った のであ る.し か し上述 の如 く,限 界理論は生産量に関す る費用水準 を明 ら

かに考慮 して いる.

第4の 主張は地域的賃金格差 とそれ に 起因する 労働 と資本 との組合せ の違 いの可能性

に関す るものであ る.

Lesterは,調 査に よると低賃金 の存在が労働集約 的な 資本設備を導入す る ことはな

い,と 主張 した.彼 は低賃金 の地域 に も高賃金 の地域 に も同 じ程度 に労働 を使 用す る機

械設 備を設置 するのは限界理論 の主張 と矛盾 している と考 えている.し か し,矛 盾 して

いない状態 も多 々考 えられ る.

先ず,生 産方法が ただ 一つだけ しか存 在 しない場 合は 両地域に おいて 同 じ機械設 備を

設置す る しか ない.

次 に,生 産方法 が数種類存在 す るが,そ の中の一つが,賃 金水準 の違 いを越 えて,両

地域 に とって 最 も効率的 な生産方法で ある場合が存す る。 この時に も同 じ機械 設備が設

置 され る ことに疑 問はない.

更 に,収 入生産力 の面か ら接近 して,次 の ような場 合に もLesterの 調査結果に 現わ

れた状況が説明で きよ う.同 一 の技術水準 の機械 を使用すれば,他(特 に労働の質)が

等 しい時には 労働 の限界物的生産 力はすべ ての地域 において 同一労働量に対 して全 く同

じ水準を示 す。 しか し,そ の労働に よって 生産 され る生産物 に対 す る需要価格は各地で

異な るであろ う,こ のこ とは それぞれ の地域 におけ る 労働量の同一水準に対 す る限界収

入生 産力を異 な らしめ る.そ して,企 業家 はその限界収入生産力 とその地域で支配的な

賃金 率 とを等 し くす るよ うに 労働者 を雇用す る.賃 金率の高い地域では物価 も高い傾 向

があ るとすれば,高 賃金 の地域 と低 賃金の地 域 との同一技術水準の機械についての 操業

度は同 じ程度にな る場合 も十分に 存在可能な ものであ って,Lesterの 調査結果は 何 ら

11)Lesterの 主張す る 「規模に関す る費用水準」は フルキ ャパ シテーに対す ると ころ

の操業度 に関 して述べ たものであ るが,内 部経済 お よび外部経 済に よる規模に関す

る費用水準へ の影響 も伝統的限界分析は無視 して いない
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限界理論の主張 とは矛盾 しない こ とに なる.

Lesterは 賃金率の上昇に よって 現在稼働中 の機械を よ り労働節約的 な機械 に 設 置替

えす る ことが限界理論 の主張 であるか の如 くに 考えてい るが,そ の ように限界理論が主

張す る場合は資本 が何 らかの形 を ももたない 自由に 変形で きる ものと して 考え られ た揚

合につ いてで あって,機 械設 備の よ うな形を もった資本を取 り扱 う場合 には,限 界理論

において も,や は り,そ の機械 を労働 と代替す ることに よって,あ るいは,労 働 を機械

に代替する ことに よって,利 益が あるか どうかが大 いに 考慮 され る ことにな り,代 替 の

行なわ れない ことも例外 ではない.ま た,Lesterの 調査 結果 とは 相入れ ないが,低 賃

金地域 では労働集約的,高 賃金地域 では資本 集約的,作 業 が行なわれ てい ることは 疑 い

得 ない嘉実 である,特 に,Lester自 身 が 第6の 主張のために とった ア ンケー トの回箸

で示 されている ように,賃 金率 の上昇後に多 くの企業は 労働節約的機械を導入す る と答

えてい るのであ り,Lesterの この部分で の主張は 彼 自身 に よって 作成 された別 の統計

と矛 盾 してい ることにな る.

また,最 低賃金制の導入が雇用水準 を高 めた事実 を指 摘 して,こ れが限界分析 の主張

とは相反す る状況であ る,とLesterは 述べ ているが,限 界分析で も最低 賃金制 の導入

に よって雇 用量が増大す る可能性を決 して否定 して いない.

い ま,第6図 におけ るよ うに,

ある企 業の限界収 入生産力曲線が

MPRで,労 働供給曲線 がSで,

それぞれ示 されてい るとす る.こ

の よ うに労働供線 曲線が右上 りで

あ る場合にはその限界曲線 も右上

りとな り,そ の曲線をMCで 表わ

す.

この状態で,も し企業家が労働

の需要独 占者的行動を とることが
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(第6図)

で きるならば(Lesterの 調査にあ るアメ リカ南部 は この ような 状態 であ った 可能性を

残 してい る),雇 用量は限界労働費用 と 限界収入生産 力 とを 等 しくす る2>oに 決定 され

る.そ の際,賃 金率は労働供給 曲線S上 の2>oの 労働量 が得 られる水準 で決定 され,Wo
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が労働者 に支払われ る賃金 率 とな る.

この ような 需要 独 占的行為の行 なわれ ている 労働 市場 に 対 して,い ま,最 低賃金率

W,が 設 定 された とし よう,そ うす る と,こ の場 合のMC曲 線はW1～P,とP～Zと か

らな り,点Pと 点P,の 間でMC曲 線は連続性を もた ない.し か も,こ の断絶 してい る

部 分を限界収 入生産力 曲線が 通過 する ことにな り,労 働 の限 界費 用曲線 と限 界収入生産

力曲線 との交点は存在 しな くなる.利 潤極大化 を 目指 す企業 は,こ の場合,雇 用量を ど

の 水準に決定す るか,が 問題 であ る.

考え易 くす るため に,最 低賃金率が,限 界収 入生産力曲線 と労働供給 曲線 との交点 に

対 応す る,W2に 定め られ た としよう.こ の時には,企 業 家は利潤極大化 のため に,労

働 の限界費用 曲線 と限界収入生産 力曲線 の交 点lc対 応す る,雇 用量2V2だ け の労働者 を

雇い入れ ることに なる.

す なわ ち,賃 金率 がWoか らW2へ と上 昇す る際に,雇 用量 も1>oから1V2へ と増加す る

傾 向が ある.こ の傾向の存在に よ り,賃 金率W,の 時の雇用量はおそ ら くN1の 水準

であろ う,と 考 え られ る.こ の ように して,最 低賃金制の導入の結果に よる賃金率 の上

昇が 雇用量の増大を もた らす ことを限界分析は決 して否定 しては いないのであ る.

次に,第5の 主張 の吟味 に移 ろ う.Lesterの 第5の 主張 は,限 界分析 の実践 的困難

性に関す るものであ った.

限界分析を操業原 則 として生 産活動 に 応用す る ことは 多行程生産を行な ってい る場合

には特に困難であ ろ う.し か し,例 え単行程生産 を行な っていた として も,限 界分析を

操業原則 として適 用す ることは非常に困難なのであ る.そ れは,企 業が 自己 の雇用 して

いる労働 の限界収 入生産力を正確に知 るこ とが で きない ことに起因す る.正 確 に計 測で

きない理 由は,R.L.HallとC.J.Hitchi2)を 中心 とす るOxfordの 経 済学者 グル ー

プが嘗て指摘 した よ うに 各企 業家は 自己の生産物に とっての需要函数 を正確 には 知 って

いないか らであ る.し か し,実 践に応用で きないか ら限 界分析 が無意 味であ る,と 結論

してはな らない.限 界原則は企業が利潤を極大化す る ように 行動すれば必ず妥当性を も

って いるのであ り,多 行程生産を行な って いる場合 も例外 では ない.

だ が,Lesterが 指摘 した多行程生産について,次 の ような問題があ る.一 種類 の生

産 物を作 りあげ る際に二人以上 の労働者が 異な った仕事を行な うことに よ り協働す る と

12)R.L.HallandC.J.Hitch,``PriceTheoryandBusinessBehaviour',,

OxfordEconomicPapers,Number2,May1939,p.12-45.
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し よう.し か も一人つつでは全 く生産で きな いとす る.そ うす れば,こ の生産物 を作 る

場合 の個 々の労働者 の生産力は 二 人以上 の労働者 の協働 に よって 達成 され る生産 力を労

働者数で除 した もので示 され ざるを得 ない.こ の平 均値 は各労働 者がの職場で 発 揮 して

い る生産力 とは多少異な っていて も不思議ではない.経 営者 は賃金率を 決定す る際に生

産部門をで きるだけ細か く分割 してその 限界生産 力に見合 うように賃金率を 設定す る こ

とが利潤極 大化のために 有利であ るが,技 術的に結びついていて切 り離す ことがで きな

い,と か,生 産行程の管理組織 の都合でそ の以上分割 して 生産力を見極め る ことが でき

ない,も しくは,社 会的 な慣例 に よって賃金 を稼 得す る上で同 じよ うな貢献 をな してい

る と考 え られている,よ うな仕事 を行 なって いる二 人以上の労働 者の個 々の生産力 を厳

密 に調 べる ような ことは しない.こ の よ うに仕事の集 りを一つ の塊 として 見 る場合,こ

の塊 は仕事群(jobcluster)と 呼ばれ る.13)そ して,現 実の企 業においては多 くの仕事

群が存在 し,個 々の労働者の限界収入生産力はその属 して いる 仕事群の限界収入生産力

の上下 に離れ て 位置 してお り,賃 金率 は仕事群 の限 界収入 生産 力に応 じた ものであ るか

ら,個 々の労働者の限界収入生産力はその受け取 る賃金率 と異 なって いる.こ こに限界

原 則が個 々の労働老 の賃金 率を現実的 に説 明 し得 ない領域 がある ことは明白にな る.

しか し,限 界収入生産 力あるいは 限界費用の測定が困難であ るか ら,限 界分 析か ら得

られ る諸結論が 現実的 で はない,と 主張す るのは 正 しくない.こ の正 しくない 理 由を

Machユupに 従 って14)説明 しよう,

Machlupは 次の ようなアナ ロジーを 使 って,Lesterの 疑問を 解消 させ ようと試 み

る.

あ る自動車 の運転者が普通そ の前 をのろのろ と走 ってい る トラックを 追い越そ うと決

心す る場合に,そ の決心 の背後 には どの ような考慮 がな されていたのであろ うか,通 常

この運転者は,

aト ラックが走 ってい るス ピー ド,

b彼 の車 と トラックとの間の距離,

13)J.T.Dunlop,"TheTaskofContemporaryWageTheory"inNew

ConceptsinVaαgeD.eteγminαtion,ed.byG.TaylorandF.Piersoh,

1957,p.129.そ の 他,佐 藤 浩 一 『賃 金 決 定 理 論 再 考 』(「大 阪 府 立 大 学 経 済 研 究 .」,

第46号,昭 和42年2月)にjobclusterな どに 関 す る周 到 な 言 及 が あ る,

14)F.Machlup,oP.cit.PP.42-・3(inWαgeヱ)eteγminαtion).
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c彼 の車が走行 してい るスピー ド,

d彼 の車の可能な加速性,

e彼 の車 と対向車線 を こち らに向 ってや って くる車 との間の距離,

fそ の対 向 して くる車のス ピー ド,

更 にその他,道 路 の条件(コ ンク リー トか土か,濡 れて いるか乾 いているか,真 直 ぐか

曲っているか,お よび,平 らであるか坂道 なのか),視 界の 程度(明 るいか暗いか,室

気が清 んで いるか霧 が 多いか),彼 の車 のタイヤや ブ レーキの状態,お よび,彼 自身 の

状態(さ わや かで あるか 疲れてい るか,し らふ であるか酔 っているか)な どを考慮 する

であ ろ う.そ の場 合,こ の運転者 は これ らの値 を 測定 しよ うとす るであ ろ うか.彼 はそ

の車が見積 られた ス ピー ドで 見積 られた距離 を走 るのに 必要 とされ る時間 を算 出 しよう

とは しない.更 に,見 積 られる ものの どれについて も数値 として 表 わ され ることは な

い.し か し,そ の ような数値 の算 出は行 なわ ないが,す べての諸条 件を 彼はやは り考慮

してい る.決 断を 行 な う際には彼は 全体 の諸条件を 個々の要 因に 分 割 しよ うとは しな

い.だ が,個 々の要因が変化すれば,そ れは,彼 の決心 に影響 を及ぼす ことになる.彼

の車 が追い越 しを行 な うことがで きたな らば,こ れ は,前 を走行 していた トラックと彼

の車 との間の距離を彼の車 のス ピー ドか ら トラックの スピー ドを 差 し引いた値 で除 す る

ことに よって得 られ る時間では 対 向 して走 行 して くる車が彼 の車が トラックの追い越 し

を完遂するに可能な場所 には対向車のス ピー ドでは 到達 してい なかった,こ とを意 味 し

ている と言 え る.

この運転者 は実 際に数値 を算出 して 追い越 した のでないが,そ れ と同 じことはや って

いた ことになる,例 えば,他 を全 く同 じ状況に して おいて,対 向 して くる車 が急 にス ピ

ー ドを上げ て走 りだ した り,前 を走行す る トラックが突然 スピー ドを 上げ た とすれ ば,

彼は追 い越 しを断念す る こともあろ うし,そ の よ うに断念すればその理 由は,運 転者が

何 と考 えよ うと,厳 密 な計算で示 され る断念す る理 由 と同 じなので ある.

も し追い越 しを 断念 した 場 合に,何 故断 念 したのかを 運転者 に 質問する と興味あ ろ

う.そ の断念す る要因を例 えば次 のよ うにす る.

a車 の加速性が トラ ックのス ピー ドに比較 して十分ではないか ら,

b道 路に追い越 し車線がないか ら,

これ らの質問に対 して,上 述の議論 か ら分 る ように,aに 回答が集中す るとい う期待
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は もてない.む しろ,bに 回答が集 中 して くる可能性 もある.し か し,回 答の総てがb

を重要 な もの として指摘 して も,aを 考慮 していない とは言 えない.こ れ らの要因 は・

一見独 立 している ようで も,お 互 いに 結びついてい るのであ る.Lesterの 質 問 もこの

よ うな形で行なわれていたのであ り,あ る要 因が特 に指摘 されなか った として も,そ の

要因を回答者が深い考慮において も無視 してい ると考 える ことは できない.

以上の アナ ロジーにおけ る議論 と同様 に,限 界分析で示 され る限界量を経 営者が正確

に計測す ることが困難であ って も,経 営 者はそれを考慮 してい る ことに変 りはない.ま

た,経 営者が限界収入生産力 とか 限界費用 とい った用語の存在を知 っていな くとも,や

は りそれ らを考慮 してい るのであ る.Machlupが 述べ ている よ うに,如 何 な る運転者

も彼が数学 に弱 いとい う理 由か ら彼が追 い越 しをす る場合 に 対 向 してや って くる 自動車

のス ピー ドと距離 とを 考えに入れ ることがで ぎない よ うな ことはない,15)こ とを事実が

示 している.

次 に,Lesterの 第6の 主張 に対す る検討 を行 な う.

第6の 主張 は賃金 率の上 昇 とともに 企業家は どの ような行動 を とるかに 関 して のア ン

ケー トか ら引 き出 された ものであ る.こ こでのLesterが 行な った質問に付加 されてい

る5個 の要因のすべては,や は り,限 界分析に よって も無視 され ている ところの もので

はない.回 答か ら得 られた企業 の行動の主要 なものは,労 働 節約的機 械 の導入,管 理の

向上お よび販売高 の増大 の三要 因であ る.Lesterは,後 二者的行動は 限界分析 の述べ

るところの ものでは ない,と 考 えてい るが,管 理 の向上は労働 の一単位 当 りの物的生産

量を増大 させ ることを 目指す ことになるか ら,正 に限界原則の 述べ ている ことに外な ら

ない.ま た,販 売高の増大につ いては,販 売量が一定で あ ることを前提 とす るな らば,

(物的生産量 の増大 は 既に考慮 したか ら)販 売高増大 の結果 を得 るには,生 産物市場に

おいて この企業 の生産物 の価格 の上昇がなけれぽな らない.こ れ は,既 述 の図表 におけ

る,限 界収入 生産 力曲線 の上方 への シフ トを意 味 し,こ の ような調整は 限界原則 の大 い

に考慮 している ところの ものである.従 って,Lesterの 第6の 主張は 限界分析 に よっ

て主張 され ることと異 な ってい るのではない.

以上で,Lesterの 主張の吟味は終 る.わ れわれが上で議論 して認識 した よ うに,行

動科学 と限界分析 との 間 には分析す る側面 に違 いがある.こ の違いは次の よ うな山登 り

15)F.Machlup,oP.cit.P.43.



93

の例 を使 って説明する ことがで きよ う.

§4企 業の行動 と限界分析

限界分析は利潤極大化 を企業 の 目標 とする.こ こで のアナ ロジーでは,こ れはあ る登

山老が高山 の頂上 に至 る ことを 目標 としている とす る.彼 は頂上 に 至 るのにい くつかの

方法 を考え出すであ ろ う.最 も短時間で頂上に至 るのは ロック クライ ミングを試 みなが

ら一直線 に頂上へ向 う方法であ るか も知れ ない,し か し,そ れが危険であ ると彼が 考え

るな らば,例 え一直線に登 るのが所要時間が短 く彼 に とって 好都合であ って も,他 の人

々が踏 み慣 らした道を山の まわ りを ぐる ぐる と回 って登 って行 くであ ろ う.そ の場 合,

時 には頂上 に行 く途中で下 り坂に 出 くわす か も知 れない.彼 が下 り坂 を歩 いている姿だ

け を見 る と,彼 は頂 上に向 ってい るので はな くて,下 山 してい るのでは ない のか,と 思

えるだろ う.し か し,彼 はあ くまで も頂上に 向って いるのであ り,峠 を越えた り,回 り

道を した りして 目標 に近 づいてい るのであ る.

行動科学で は,彼 は実際に どの道 を登 っているか,を 中心 として議 論する,そ れ に対

して,限 界分析は最 も効率的にす るには どの道 を登 って行 くことにな るか,を 問題 とす

る.最 も効 率的な道が何 ら危険 を伴 なわず,一 般的に登 られてい るものであ るな らば,

それは行動科学 に よって示 され る道 と同 じにな ろ う.

しか し,通 常,最 も効率的 な道は非現実的 な道 である.そ れ故に,限 界分析に よって

示 され る道は通常登 られ ている道を示 してはいない か くして,行 動科学の よ うな一般

的に通 られ る道を示す議論 の必 要性が叫ばれ ることにな る.だ が,実 際に使われ る道は

また,無 数にあ る とも言 え る.多 くの場所 には近道 の可能性が存す る.こ れ らをすべて

議論に組み入れ るな らば,そ の 出来上 った ものは 行動の理論 とい うよ りは行動 の無数の

羅列を示 す ものにす ぎない,そ れ では行動科学 としての実 りは少ない.し か し,人 々が

決ま って登 って行 くとい う道が よくある.こ の道を発見す るな らば,こ れ は実 りある行

動 の理 論 とな る.だ が,そ の行動 の理論 が 受け入れ られて も,限 界分析 が否定 され る訳

ではない,例 えそれは非 現実的な ものであ って も,最 も効 率的 な道が どこに存在 してい

るか,を 限界分析は常 に 示 してい るのであ り,行 動科学 と何 ら矛 盾 した議論 を行 な うも

のではない.

また,目 標 に関 して も多 くの対立す る議論が ある.限 界分析においては 企業家は利潤

極 大化を 目指すが,実 際 には企業家は売上高極大化 が,あ るいは,売 上高成長率 の極大
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化が 目標 である,と い った類の ものである.上 述 の山登 りのアナ ロジーを使 えぽ,利 潤

極大 化が頂上 に至 ることであれぽ,売 上高極大化は 頂上 ヘア タックす るベ ースキ ャ ンフ

に至 る ことに外 な らない.あ る時点で登山者にそ の目標を尋ねれ ぽ,そ れは ベースキ ャ

ンプに行 くことであ る,と 答 え るか も知れないが,そ の ような回答 があ った として も彼

の頂上へ至 ろ うとす る意欲が 聯 も減退 してい るわけではな い.二 つ以上の 目標が,お 互

いに他を否定す る ことな く,存 在す ることが可能な のであ る.特 にベ ースキ ャンプはい

くらで も設定で きることを 考慮 に入 れれば,こ こで議論 して きた行動科学 と限界分析 と

は他を否定す ることな く並存で きることが明 らか とな る.

以上,行 動科学 と限 界分析 とを企業 におけ る現実 の賃金 率 と雇用 の動 きを説 明す る力

に関 して 比較 して きたが,こ の二つの接近 法が同一の側面を分析 しようと していない こ

とは疑い得ない事 実であ る.そ して,そ れぞれ の分析 しようとす る側面 においては,両

者 ともに,他 方 か ら否定 され ることな く,そ の生命を保ち続け ることが可能で ある.

第3章 寡 占経済 と賃金の行動科学に よる分析

寡 占経 済 下 の生産 物 市 場 の特 徴 は,R.LHallとC,J.Hitchi)お よびPM.

Sweezy2)が 示 した 「屈折需要 曲線」

に よって明確 に表わす ことがで きる.

この よ うな状況の下では,あ る企

業に対す る生産物の需要曲線は第7

図におけ るAPBで 表 わされ る.P

点は現時点での この企業の生産物 の

販売量 と価格 とを示 してい る.更 に

この 需 要曲線 よ り限界収入 曲線 が

EQ,EFの よ うに 描 かれ る.ま

た,寡 占下にあっては,二 つの基 本

捕
格

皆
ゴ

Po

(第7図)

量
撮

1)RLHallandC.J.Hitch,op.cit.,p.23,こ こで は,「 屈折 需 要 曲線 」 とい う

表 現 は使 わ れ て い な いが,「 折 れ た」 曲線 が示 され て い る.

2)P.MSweezy,"DemandunderConditionsofOligopoly,,,Journαlo/

potitiealEconomy,August1939,p.569.
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的な仮定を 設け ることが で きる.3)先 ず,企 業 におけ る短期限 界費用曲線 は 肉体労働 と

原材料 との平均費用曲線 と大 きな違いはな く,後 者の曲線は最 適点以下の 産 出水準 では

横軸 にほ とん ど 平行であ るとい うこと,4)次 に,大 多数の企業は 大規模経済 において彼

等 の工場 に余 剰生 産能力が存在 していて も生産能 力をあ る限度 以下に 縮小す る ことは な

い とい うこと・5)であ る.そ して,こ の コンス タン トな 限界費用曲線 が 第7図 におけ る

ようにQ点 とR点 との間を 通過 してい るならば,こ の企業 は 限界費用 と限界収入 とを等

し くす るとい う作業 を行 な うことな く,生 産量をXoに 決定 していたのであ る.Hallや

Hitchな どのOxfordの 研 究者 グル ープが 面 談 した 企業 家 のほ とん どは,無 意識 にす

らも,需 要 の弾力性や(平 均主要費用 とは区 別され た ところの)限 界費用を 測定 す るた

めの努 力を払 っていなか ったために,こ の グループは ,寡 占経 済下 におけ る価格の決定

は フル コス ト原 則に よる,と 結論 した.

フル コス ト原 則 とは価 格決定 の一方 法であ り,先 ず ,基 礎 として生 産物単 位当 りの主

要費用(直 接 費)が とられ る.そ の額 に共通費用(間 接費)を カバーす るため にあ る比

率の金額が加 え られ,更 に,利 潤 のためにあ る慣習的 な 比率(し ば しば10%で あ る)の

金額が加え られ る.そ して,販 売費用は通常共通費用に含め られ,資 本へ の利子 はそれ

にめ ったに含 まれ るこ とはない.そ れ らが共通費用に含 まれてい ないな らば,利 潤 の部

分に追加 して 計算 され ることが 許され る.6》このよ うに して 算定 された 価格が生産 物市

場の寡 占状態 の下では支配 している とい うことになる.す なわち,第7図 に おけ る生産

物価格Poは この よ うに して 決 まった もの として考えてい る.賃 金費用は 主要費用に含

まれ るか ら,か くして,P。 は 賃金を決定す る要 因 とは ならず,む しろ賃金 がPoを 決定

する要 因 とな る.

この状況 におけ る賃金 率は次の よ うに 考 え られ る.第8図 におけ るよ うに,当 該企業

の生産 物へ の需要 曲線をP1(x),P2(x)で,販 売数量(便 宜的に 生産数量 と等 しい とす

る)をxで,示 すx。 点におい ては,Pi(x')・=P2(x)が 成 立 している.そ れぞれの需要 曲

線につ いて,総 収 入は 飲P1⑫)お よびx・P2(x)と して示 され る.そ れ らよ り,限 界収 入

3)大 野 吉 輝 「巨 視 的 分 配 理 論 」(昭 和4G年 、,88頁.

4)MichaelKalecki,"TheDistributionofTheNationalIncome　 ,inReαd一

伽 σs伽theTheoryo/IncomeDistTibution(ed.byW.FellnerandB.

F.Haley,1950),p.207.

5)Ibid.p.208.

6)R,L.HallandC.J.Hitch,oP.cit.,P,19



96

生産力 を求 める と,

∂{x・Pl(x)

∂α}一 器 君 ω … ∂畿 ・)

・諾 一器 ハ@)・{・+P
、巻 ア∂讐)}

∂{"5需剛 一劣 ・P・(x)・{1+瓦嵩 ・

∂警)}

とな る.ま た,販 売 量 鋤 に お け る需

要 の 弾 力性 を そ れ ぞ れ の需 要 曲 線 に 関

して考 慮 す れぽ,

X・ .∂P1(X)>X。.∂P・ ㈲
P1〈x,)1)2〈Xo)∂記 ∂置

価
格

0

(第8図)

販売量
生産最

が導 き出 され る.(な ぜな ら,上 式に表 われている数値 は 需要の弾力性 の 逆数 に外 な ら

ない).

上式 を使 って 鋤 におけ る二つの限界収入生産力 を比較 す ると,

訥 ω ・{XO1十P1(x。)・∂讐)}一 誇 ・aω ・{1+漁)・ ∂讐)}

一器 輪)・{Xo
P,(Xo)・∂砦 夢LP、 器 。)・∂讐)}〉 ・

それ故,生 産物量XOを 生産す るに必要 な 労働量 をNeと す る と,第9図 が示す よ う

に,限 界収 入生産力(MR
賃限
金界

へ
生
産
力

MRP

[〔 No

(第9図)

雇川 硅

P)曲 線2>oにおいて 断絶 し

て お り,A点 もB点 も2>。

に対応す る限 界収 入生 産力

として の意 味 を もっ てい

る.こ の場合,労 働供給 曲

線 の形状が&の ようであ

ろ うとS2の よ うであ ろ う

と賃金率はA点 とB点 との

間 で(厳 密 には,五 点 と労

働供給 曲線 との間 で)成 立
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す るであろ う7)し か し,AB間 の どこで賃金率が 決定 され るのか,に 関 しては限 界分析

は何 も言 うことがで きない.AB間 は賃金率 の不確定範囲 として 示 され る.

労働市場が不完全競争 の状態であ る場合 も行動科学 の分析を必 要 とする.労 働市場が

雇用主 と 労働組合 との双方 独 占の 状態であ る際には.例 えば 」.T.Dunlopの 交 渉理

論8)に よって,次 の ように賃金 率の不 確定範 囲の存 在を説明で きる.Dunlopは 分析を

容易にするために,雇 用主の選好を雇用主 自身の手持ち貨幣額 と雇 用量 との関係 で とら

え,労 働組合 の選 好を組 合員の総賃金額 と閑暇量 との関係で とらえ る.そ うすれば,両

者 の間 の話 し合 いで,あ るいは,闘 争に よって成立す る可能性 のある賃金額 と雇 用量 と

の組み合せは雇用 主の選好無差 別曲線群 と労働組合 の 選好無差別 曲線群 とか ら作 り上げ

られ る契約 曲線に よって示 され る ことになる.

この場合,契 約 曲線 を導 ぎ出す までの過程 は限界分析 に よるが,こ の契約 曲線上 のど

の水準で賃金額 と雇 用量が(従 って,賃 金額 を雇 用量で除 した ところの賃金 率が)決 定

され るのか,に 関 しては限界分析は沈黙を守 るだけで何 らの助言す らも与えない.

以上の よ うに生産物市場,あ るいは,労 働市場 において 不完全競争の状態が存在す る

場合には,限 界分析だけでは理論的に も賃金 率を決定す る ことができず,賃 金率の決定

可能な不確定範囲が生 じて くることとな る.こ の範 囲内での賃金 の議論 は 交渉理論を中

心 とした行動科学 に よるしかないのであ る.

す なわち,こ の よ うな市場 の不完全性の存在す る状態では,限 界分析 と行動科学 とは

お互 いに補充 し合 うもの となる.

第4章 完全雇用経済 と賃金の行動科学

既に 議論 して きた 如 く,限 界分析は その時 々の 特定 の行動を 説明す る ものでは な く

て,一 般的傾 向を示す ものであ る.特 定 の企 業を注 視す ると,そ こで の現実に決定 され

る賃金率は ス トライ キ,ロ ックアウ トお よび社会的習慣(例 えば,年 功序列型賃金)な

7)こ の 問 題 を 扱 った もの と して,GordonF.Bloom,"AReconsiderationofthe

TheoryExploytation,,,inReα(オ 伽gs吻theTheoryo/InoomeZ)istTibut

ion(ed.byW.FellnerandBF.Haley,1950),pp.245-77,お よび,内 海

洋 一 「社 会 問 題 の 基 礎 理 論 」(昭 和33年)99頁 一104頁 が あ る.

8)JohnT.Dunlop,WageDeterminationunderTradeUnions,1950,P.80.

(邦 訳,桜 林 誠 他 「団 体 交 渉 下 の 賃 金 決 定 」91頁)
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ど多 くの要因か らの産物であ る.し か し,こ こで注意せねばな らないのは,こ の ように

賃金率 の決定に限界分析が 適 用され得 な くて も,限 界分析 の理論がそ こで妥 当 しない と

い う理 由は ないことであ る.む しろ企業が利1閏の極大 化を追 求す る限 りその論理 が妥 当

しないはずは ない のであ る.限 界分析 で示 された賃金率を越え る賃金率 を労働 者が継 続

的 に受 領す る ことは できない。 その よ うな賃金率を維持 しよ うとす るな らば,他 の条 件

が不変 であ る限 り,企 業家は,や が て,雇 用量を減 少 させ るであ ろ う。 社 会全 体で大 幅

な賃金率 の上昇が達成 され た場合 で,そ の上 昇後の賃金率が 多 くの企業 のその時点 での

雇用量 につ いての限界収入生産力 を,あ るいは特に寡占経 済にお いては 既 述の不確i定範

囲を,越 えてい るな らば,他 の条件が不変 である とす る と,多 くの企業 は雇 用量を削減

し,社 会全体 では失業 者が増大 して くる,し か し,J.R.Hicksに 従 えば,わ れわれの

世界は貨幣制度が 賃金 の変化に 順応 し得る 世 界なのであ り,1)K.W.Rothschildも 言

う如 く,政 府 は積極的 な完全雇用政策 にのっ とり,雇 用機 会の大 ぎな減退が 生 じよ うと

すれば,そ れを防止す るために 必要 な貨幣手段や十 分な公共投資 の措置 を行 な うのであ

って,2)失 業は極 力避け られ ている.

この ような完全雇 用経済 を もつ場合 には,賃 金率の上昇に よって も生産 物の実物面で

の増加はほ とん ど期待で きない.し か し,賃 金率 の上昇 の結果 としての失業 が生 じない

ために貨幣供給量の増大 が政 策的にな され よう.貨 幣量の供給増加は 有効需要 の増加が

目的であ る.そ こで,貨 幣供給量の増大が直接有効需要の増大に結びつけば,実 質国民

所得 と雇用量並びに利子率は不変で,貨 幣国民所得 と物価水準 と貨幣賃金率 とが 比例的

1)J.RHicks,"EconomicFoundationsofWagePolicy",inEssαysIn

Woγ 厩Economics,1959,p,88,(邦 訳,大 石 泰 彦 「世 界経 済 論 」107頁)

WilliamG.Bowenは,貨 幣 面 に おけ る決 定 事 項 は た だ労 働 市 場 に お け るハ プ ニ ン

グに よ って の み 指 令 される に す ぎな い(す な わ ち,わ れ わ れ は 今 や 金 本 位 制 で は な

くて 労 働 本 位 制 の世 界 に い る のだ)と い うHicksの 仮定 に まで 至 らな くて も,や

は り賃 金 と 物 価 の動 きの 重 要 性 を 貨幣 政 策 を 決定 す る諸 力 の 集 団 の 一 つ で あ る と し

て 強 調 で き よ う,と 述 べ て い る.(W.G,Bowen,TheWage-PriceIssue,1960

P.324)

更 に,Bowenは,中 央 銀 行 が 政 治 的 ・iE力の 下 に 反 失 業 政 策 を 採 用 す るの だ とい

う類 の 説 明 は あ ま りに も皮 肉 な もの で あ ろ う,と 述 べ,ア メ リ カ連 邦 銀 行 の 人 々は

しば しば 雇 用 の 高 水 準 が 物 価 の 安 定 よ りも 一 層 永 続 的 な経 済 目標 とな った,と 単 に

感 じて い るだ け であ ろ う,と 考 え て い る.(lbid.pp.378-g)

2)KW.Rothschild,TheTheoryofWages,1954,P.137,(邦 訳,賃 金 問 題 研

究 会 「現 代 賃 金 論 入 門 」186頁)
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に上昇 してい く真正 イ ンフレー シ ・ンの現 象のあ らわれ る可 能性が生ず る.3)

その ような現 象が実際に生起すれば,あ る 「代表的」 企業 の限界収入 生産 力曲線 の初

期の 状態をMRP,と して

難 第1・図において示すと・初

櫻 期の齢 率勘 の下での雇
生
塵 用量 は ハ1。であろ う.も し
力

賃金率がw2に まで押 し上
砂3

げ られた時 に物価水準 も上

昇 してMRP,曲 線 を 上 方
酷2

に シフ トさせ る こ とに な る
u,1

な らば,次 期での労働 需要
ON・ 雇用量

曲線は(代 表的企業では)

(第10図)MRP、 とな り,や は り同 じ

AiT。だけ の労働者が 代表的企業 に よって 雇用 され る.代 表的でない企業に関 しては雇用

量の増減が考 え られ るが,社 会全体 として の雇用量に変化は生 じない

そ こで重要 な ことは,限 界分析では賃金率 と限界収入生 産力 との等 しい点で 雇用量が

決定 されるのであ ったが,こ こでは決定 された 賃金率が限界収入生産 力を変動 させ る要

因 とな る,と い うことであ る.こ こに,行 動 科学 の賃金分析 の意義 が 見出 され る.し か

し,「最終 的ケこ」決 まる雇 用量が賃金率 と 限界収入生産力 との等 しい点に 対応 す る もの

であ ることを主張す る限界分析は,や は り,こ の場 合に もその正 当性を失わない.

それでは,こ の ように労働本 位的 な賃上げが行 なわれてい る状態が 実在 の ものか どう

かに議論を移そ う.

これを検討す るに当 って しば しば 用い られ る考 察方法 はPhmips仮 説が妥 当 してい る

3)金 森久雄氏 に よって 示 されてい るよ うに,「 従来 の 日本 の ように,オ ープ ン ・マー

ヶ ッ ト オペ レーシ ・ンがな く,貨 幣が主 として 日銀貸 出 しの形で供給 され た状況

では,あ る意味 では,通 貨供給 は,日 本銀行が能動的に 行 なったのではな く,む し

ろ受動 的にな され たにす ぎない,と い う面が ある」(金 森久雄 『第5章 への コメン

ト』,((「賃 金 と物価」 飯田経夫編,昭 和43年)),155頁)が,最 近では,オ ープン ・

マーヶ ッ ト オペ レーシ ・ソを行 な う基盤 も整備 され つつあ り,こ の問題の重要性

は増 すであろ う.更 に,こ こで述べ よ うとしてい る経済は,完 全雇用を達成 し,そ

の雇用 水準 を維持 しよ うとす る経 済であ り,日 本に関 して言えば,労 働市場が逼迫

して きた昭和35年 以降が ここでの議論 の対象 となる.
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か,ど うか,を 調べ る方法であ る.Phillips仮 説は 貨幣賃金率の上昇率 と失業率4》との

間の強い対 応関係の存在 を 述べ るものであ り,こ の仮説 があ る国について妥 当 して いる

な らば,そ の国での貨幣賃金率 の変動 は 労働市場 の需給関係に よる ものであ って,労 働

組合の賃金 率を引 き上げ る力は 無視で きる と言 うことが可 能であ る.そ の ことは勿論,

Phillips仮 説の妥 当 してい る 国においては 労働 組合が 何 ら 労働争議 を 起 こそ うとしな

い,と い うことを意味す るのではない,む しろ,失 業率 が低 くな ると労働組合の闘争力

が強 くな り,よ り大 きな貨幣賃金率 の上昇率が結果 する,と い うことを意味す る.し か

し,失 業率 の高低が労働組合 の闘争力 を決定す る ことにな り,労 働組合 の闘争 力が 貨幣

賃金率を決定す るのであ って も,失 業 率 と貨 幣賃金 率の上昇率 との間に 函数 関係 が成 立

す る.か くして,こ の場合には労働組合 の闘争性を全 く無視 して よいわけ であ る.

既 にPhillips仮 説の各国経済へ の妥 当性 に関 して 多 くが 述べ られてい るが,肯 定的

お よび否定的 の双方 の主張 がある.5)

Phillips仮 説 に対 立す るN.Ka】dorの 利潤仮説 は,貨 幣賃金率 の上 昇率を 利潤の動

きと関連 させ る ものであ り,こ れ に も現実妥 当性に 関 しての研 究が 示 されてい る.6)利

潤仮説は 経 済の繁 栄 してい る 利潤の大な る時に 労働組合の 交渉力が 大 き くな り,従 っ

て,同 時に貨幣賃金率 も大 き く上昇す ると主張す る.

しか しなが ら,Phillips仮 説や利潤仮説 は現実妥 当性に 関 して優位な地位にあ る とは

言えない 少な くとも,労 働組合の力に よって貨幣賃金率が上昇す るか ど うかに関 して

は明確な回答が未だ得 られていない,

4)失 業 率 に 代 え て,各 国 の統 計 数 値 の意 味 の違 い な どか ら,種 々の変 数 が 適 用 され て

い る.例 えば,失 業 率 の 変 化 率,労 働 市場 に お け る殺 到 率,etcが あ る.

5)こ れ を 扱 った もの と して は 次 の もの が あ る.内 田 光 穂r賃 金 調 整 関 数:展 望 』(「賃

金 と物 価」 飯 田経 夫 編,昭 和43年)降 矢 憲 一 ・中村 厚 史 ・鈴 木孝 雄 「賃 金変 動 要 因

の研 究 」(昭 和44年)

6)内 田光 穂,前 掲 論 文,

降 矢 憲 一 ・中村 厚 史 ・鈴 木孝 雄,前 掲 書,

R.G.LipseyとM.D.Steurは イ ギ リスの 統 計 で 利 潤 仮 説 を検 証 した が,そ の

結 果 は仮 説 を イ ギ リス に関 しては 否 定 す る も ので あ った.

R.G.LipseyandM.D.Steur,"TheRelationbetweenProfitandWage

Rates",Eeonomicα,May1961.

しか し,R,J,Bhatiaに よ る アメ リカの 統 計 に 関 して の 検 証 は,こ の 仮 説 を,特

に 第 二 次 大 戦 後 に つ い て,Phillips仮 説 よ りも説 明力 の あ る も の と して い る.

R.J,Bhatia,"ProfitsandtheRateofChangeinMoneyEarningsin

theUnitedStates,1935-59,,,Economicα,August1962.
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Phil]ips仮 説 や利 潤仮説 とは 独立に労働組合の力の貨幣賃金率への影響を 調べた研究

には,次 の ような ものがあ る.

J.T.Dunlop7)は 米国 の1923-40年 におけ る33の 製 造業ない しグル ープに 関す る労

働統計局の資料か ら,比 較的重要でない産業を取 り除 き,諸 々の産業 におけ る雇 用者数

の相対的な大 きさに従 って 加重 す ることに よって,労 働者時 間当 り産 出高の増加 と平均

時間収入の増加 との間の順位相関係数 を算 出 し,そ の値 として,非 常に高い,+0.72を

得てい る.

この値か ら,Dunlopは 「生産性 の上 昇が相対 的に 高い産業では賃金 よ り大 き く増大

して お り,生 産性 の上 昇が相対的に低い 産業では 賃金 もあ ま り増大 していない」8)とい

う傾 向の存在 を肯定 した.Dunlopは 労働組合 の力に よる賃金 率の変動の可能性を否定

してはいないが,「 か な りの期間にわた る 産業間賃金変動は 次の要因に よって 説 明 され

るべ きであ る。生産性 と生産量 の変化,労 務費率,あ る産業 の生産 物へ の生産 物市場 に

おけ る競争状態,そ してあ る産 業の労働力の熟練度お よび職務内容の変化.こ れ らの要

因があ る産 業におけ る被用者 の賃金率や 俸給率の相対的地位に関す る交渉に 限界 を画す

る傾向があろ う」9)と述べ る ように,賃 金率 の変 化の基本的要因 として生産性 の変化 を考

えてい る.

ClarkKerriO)は 賃金格差 との関連で 労働組合 の影響 を眺め て次 の結論 を得 た,個 人

間お よび企業(同 一の生産物 お よび労働市場 におけ る)間 の賃金格差は 労働組 合に よっ

て大 いに縮小 せ しめ られ,地 域間格差 につい ても(そ れ らの地域 間で生産 物の競争 が行

なわれ ている とい う状態 な ら少な くとも)そ の賃金格差は 労働組合 の力に よってか な り

縮小 されて ぎた.し か し,職 業間格差 と産業間格差 につ いては労働組合 の影響 力を認 め

るほ どの証拠が ない.

RobertOzanne11)は 米国におけ る調査 よ り,統 計的に次 のことを見 出 した,労 働組

7)JohnT.Dunlop,"ProductivityandtheWageStructure",in確 α9θ

[)eterminαtion(ed.byRichardPerlman,1965),pp.55-73.

8)Ibid.P.64.

g)Ibid.p.73.

10)ClarkKerr,"WageRelationships-TheComparativeImpactofMarket

andPowerForces,',inWαgeDeterminα.tiont.ed.byRichardPerlman,

1965),pp.80-99.

11)RobertOzanne,"ImpactofUnionsWageTrendsandIncomeDistributio

n"tinWαgeヱ)eterminαtion(ed.byRichardPerlman,1965),pp .104-25,
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合のない時期に比較 して労働組合のあ る時期には 労働者 の実質得所は2倍 以上 の速 さで

上昇 した.し か るに,労 働者時間当 り物的生産物 で 測 った物的生産性の伸びは労働組合

のない時期の方が大 きか ったのであ る.か くして,労 働組合 は賃金率の上昇に大い に力

を貸 してい る.

J.E.Maheri2)は,労 働組合のあ る工場 とそれ と 同一種 類の労働組 合のない 工場 と

の間の賃金格 差を統 計的に研究 して,次 の よ うな結論を得た 。 労働組合のあ る工場 とな

い工場 との間では労働者 の受領す る賃金率に大 きな差はない,従 って,労 働組合が賃金

率を引 き上げ る力を もつ とは言えない.

以上の よ うに,労 働組 合が賃金 率を引 き上げ る力を もつか ど うかには,Phillips仮 説

や利潤 仮説 に立たずに 行なわれた研究を概観 して も,未 だ確定的 な結 論の得 られていな

い ことが分 る.

しか し,最 近 の貨 幣賃金率 の動 きを労働組合 の力 との関係 で論ず る際には特 に注 目せ

ねば な らない点が少 な くとも二つ ある.

その一は,わ れ われが問題に してい る経済はほぼ完全雇用 と考えて よい 雇 用水準 を維

持 してい る,あ るいはそれ を達成 しようとして いる こと(第5表 参照).

第5表

各 国 の 失 業 率(%)

年1・ 本 … カ1・ ギ ・・1西 ・イ・ レ ・ ・ア

1957 1.94.31.53.4 8.2

58 2.16.82.03,5 6.6

59 2.35.52.22.4 5.6

60 1,75.51.61.2 4.2

61 1.56,71.50。8 3.5

62 1.35.52.00.7 3.0

63 1.35,72,40.8 2.5

64 1.25。21.80。7 2.7

65 1.24.51.50.6 3.6

66 1.33.81.50.7 3.9

67 1。33.82.32.1 3.5

68 1.23,62.51.6 3.5

(労 働 統 計 要 覧1970,p.230)

12)JohnE.Maher,"Union,NonunionWage胱ferentials",inYVa.ge

DeteTminαtion(ed,byRichardPgrlman,1965),pp.127-46.
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その二は,労 働組合 の力を 示す もの としての適切な指標を用いて,貨 幣賃金率 の動 き

と労働組合の 力との相関 を調べ るのが容易で ない こと.

第1点 に注意を払わ なければ な らない 理由は,上 述 の如 き貨幣賃金率 の上昇が最近 で

は失業を増大 させぬため の貨幣政策 の存 在の もとにな され ることが 問題に なってい るの

であ って,特 に 日本 の場合 であれば,昭 和35年 以降の状況が議論の焦点にあ り,そ れ よ

り前 の時期に おけ る労働組合 の力 と貨幣賃金率の変 化 との相関関係を調べて も,こ こで

の議論 とはあ ま り関係がないか らであ る.従 って,古 い データを分析 して労働組合が賃

金率 引き上げ に力が ない と結論 され て も,最 近の状況 もそ うだ とは言い きれない.わ れ

われが注 目せねば な らないのは,完 全雇 用の下 での諸変化 なのである.

一方 ,第6表 に 示 され る労働生産性 と 賃金 とのそれぞれ の 動 きを平均概念 で 見 る限

り,特 に 日本では,こ の問題が重要視 され る段階 にはまだ 至 っていないのではないか と

い う主張 もな され よ う.

しか し,労 働 生産性 と貨幣賃金率 との伸びが平均概念 において同率 であれば,あ るい

は前者の上昇率が後者 の増加率 を上 回 っておれば,労 働組合の力の貨幣賃金率への影響

力を無視 して も よい とい うことにはな らない.政 策の問題が結 びついて くるが,そ の時

第6'表

日本 の製造業 におけ る労 働生 産性指数 と労働者賃金指数 の動 き

(昭和40=100)

1

(労働統計要覧1970,p.17,p.83)

の国家 の 目標 の一 つが例 えば 物価騰貴 を 抑制す ることにあ るな らば,限 界分析で行なわ

れ る ような限界概 念での比較 でそれ らの 間 の関係を明確に しない限 り,労 働生産性 と貨

年 労働生産性指数 労働者賃金指数

昭和35 69.3 62.4

36 76.4 68.6

37 78.5 75.2

38 86.2 82.2

39 966 92.0

40 100.0 100.0

41 113.0 110.8

42 131.7 124.6

43 150.5 141.7

44(9月) 179.0 171.3
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幣賃金 率 とが平均概 念で同率で(あ るいは後者の伸びの方が低い 場合 もあ って も)上 昇

して も,こ れに よって 物価騰貴 の生起する可 能性13)は 大いに あ り,物 価騰貴を 抑制 す

るためには労働組合 の力の適切な評価が必要 とな って くる.

次に,第2点 は,労 働組 合の力を示す 指標 として適切な値を見出 さなければ,実 際に

労働組合が貨幣賃金率の変化に 影 響を与えてい るか ど うかについての実 りあ る議論 がで

きない ことか ら,注 目され る点で ある.既 に私はス トライ キの諸 々の 値 を労働組合の力

を示す指標 として扱 うことの不 適切 さについて 言及 した.14>そ の際に,実 際に行 なわれ

たス トライキに関す る値で はな くて,「 予想」 ス トライキ 期間について の指標 を求 め る

必要 のある ことを強調 して おいた.こ の 「予想」 ス トライキ期間は,結 局,そ の組 合の

当該時点で の 「闘争性」を表わす ものである.こ れ は,組 合の主張が 組 合結 成の基盤 と

なって いる 被用者たちに よって強力に支持 されてい る場合には,強 く,逆 もまた しか り

である.組 合 の主張 が強 力に 支持 されてい るか ど うかを判別す るに 適切 な指 標を見出す

ことも容易ではないが,A.G.Hinesが 示 した ように,15)組 合組織率 の変 化率を この指

標 として見倣す ことはかな り適切 な ように思 われ る.す なわち,組 合 の主張 が被用者 の

多 くの支持 を得 るな らば,そ の際に組合員 の数 も増加す るであろ うし,組 合 も多 くの組

合員のバ ックアップがあれば,賃 金交 渉において 企業家 に対 して強 力に要求を 主張す る

ことがで きるであろ う.そ の よ うな場 合には,企 業家 もス トライキ期 間を,そ の他 の場

合 よ りも,よ り長 く予想す る,と 考 え られ るのであ る.

さて,Hinesは この ような 組 合組織率 の変 化率 と 貨幣 賃金率変 動 とについて イギ リ

スの統計か ら,そ れ らの間に強い 対応関係(特 に1949-1961年)の あ ることを 見 出 して

い る.し か し,日 本では同 じ指標を使 って 渡部教授 に よって試み られ たが,有 意 な結果

が得 られなか った,と されてい る.16)

13)こ れ は,一 見,奇 妙 な 因 果 関 係 を 示 す こ とに な るが,理 論 的 に 明解 に 説 明 され得

る.こ の解 説 と して す ぐれ た もの の一 つ に 次 の も のが あ る.FriedrichA.Lutz,

Lohn,InflationundZahlungsbilanz,J.C.B.Mohr,1967.こ の書 の

Anhang(S.42-7)が この 問 題 に 関 して の 分 り易 い 解 説 を 与 え て い る.

14)森 田 助 『労 働 組 合 の交 渉 力 と して 使 用 す る数 値 に 関 す る問 題 点 』(「 大 阪 大学 経 済

学 」,第18巻 第1号,昭 和43年6月)

15)A.G.Hines,"TradeUnionsandWageInflationintheUnitedKingdom

1893-1961　 ,TheReviewo/Econom盛(ヲStuClies,October1964.

16)渡 部 経 彦 『賃 金 ・価 格 の関 係 と そ の政 策 的 意 味 』(熊 谷 尚夫 ・渡 部 経 彦 編 「日本 の

物 価 」,1966,第3章)
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以上,わ れわれ は労働組 合の力 と賃金 率の変 化について 概観 して きたが,完 全雇 用を

目指す経済 では,国 際経済 関係 に重要 なネ ックが 生 じない限 り,貨 幣 賃金率 の変 化は労

働組 合の力に影響 され る傾 向はある.こ の よ うな傾向の存在は,賃 金率決定 に関 しての

行動科 学に よる分析が必要 であ る ことを意味す る,

第5章 結
払
百冊

賃金分析に関 して の行動科学 の特微 お よび 意義を考察 してみ ると,行 動科 学は賃金分

析において限界分析 にとって 代わ るものであ る,と い う意見 は否定 されねば な らず,お

互 いに並存す る種類の ものであ ることが分 った.

特に寡 占経済におけ る賃金分析 お よび 完全雇用を 目指す経済に おけ るその分析 に 関 し

ては,行 動科学 と限界原則 とは お互 いに補 い合 う性質 を もってい るものであ る.



第3部

賃 金 率 の 決 定
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(序)

賃金率は労働 の需要 と供給 の均衡点に よって定 まる.し か し,K・W・

Rothschildが 指 摘 してい るよ うに同時に多数の均衡点が存在す る場合もあ

る.1)ま た,わ れわれが既に第2部 においてみてきた ように,生 産物市場か ら

派生された労働需要の特殊な条件の下での賃金率決定の不確定範囲の存在は,

その場合に賃金率の水準を如何なる方法に よって説明す るのか,を 明確にする

ことを要求するものである.

そこで,次 に,需 要供給の均衡点が二つ以上ある場合,あ るいは賃金率の不

確定領域が存する場合,に 決定される賃金率を説明するものとしての賃金に関

する社会的お よび政治的議論と交渉理論とを検討しよう.

第1章 社会的および政治的な力 と賃金

§1概 説

社会的および政治的な力が賃金1)に 影響を及ぼす可能性は多 くの研究者によ

って論 じられている.2)

国家の力に よって賃金へ の絶え ざる圧迫を回避で きる,と 考え るS.de

Sismondi3)は 政治の力の賃金への影響力の強さを認める一人である。彼に従え

ば,労 働者は近代工業社会において,第 一に機械化による失業の増大を通 して

の労働者間の競争,第 二に需要不足による恐慌,に よって賃金は絶えず圧迫さ

1)K.W.Rothschild,TheTheoryofWages,1954,P.47.

(邦 訳,賃 金 問題 研 究 会 「現 代 賃 金 論 入 門 」,68頁)

1)こ こで は,賃 金 率 のみ な らず,賃 金 額 に つ い て も 議 論 され る た め に 「賃 金 」 とい う

用 語 を使 用 す る.

2)W,Krelleは 下 記 著作 に お い て 社 会 的 お よび 政 治 的 な 諸 力 と 分 配 とを 包 括 的 に 論

じて お り,わ れ わ れ の以 下 の議 論 はKrelleの 論 旨に 従 って い る.WilhelmKrelle,

Verteilungstheorie,1962NeuntesKapitel.

3)S.deSismondi,NeueGrundstitzederpolitischenOkonomie,R.Prager

に よ る原 書 第 二 版(1827年)の 独 訳,1901.
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れ る.し か し,国 家 が そ の権 力 を 労 働 者 の利 益 の あ る方 向へ 意識 的 に 活 用 す る

こ とに よ って 賃 金 の 増大 を 計 る こ とが で き る,と 彼 は 考 え て い る .

F.Lassalle4)は,彼 の 提 唱 した 法 則,「 賃 金 鉄 則」,に よ っ て示 され る よ う

に,賃 金 は ど う して も最 低 生 存 費 水準 を 上 回 っ て増 大 す る こ とは な い と考 え て

い る.C.Rodbertus5)も この 考 え に 同 調 した .

これ に 対 して,L.Brentano6)は,労 働 組 合 を 結 成 しそ の 力 を 利 用 す る こ

とに よ って 賃 金 の 増 大 が か ち 得 られ る,と 議 論 す る.

M.Tugan-Baranowski7)Cま,賃 金 が 労 働 の需 要 と供 給 で決 定 され る もの で

は な い.こ とを主 張 した.そ の 根 拠 と して労 働 の需 要 と供 給 とが 共 に広 汎 に硬

直 的(非 弾 力 的)で あ る こ とを 挙 げ る.非 弾 力 的 な 需 要 と供 給 が あ る労 働 量 の

下 で 広 範 囲 の 賃 金 率 に 対 して 一 致 して い るな らば,賃 金 は 社 会 的 勢 力 関 係 お よ

び 従 属 関 係 に よ って 決 定 さ れ る こ とに な る.し か し,B6hm-Bawerk8)は

Tugan-Baranowskiの 主 張 を批 判 して 次 の よ うに 述 べ る.短 期 的 に は 勢 力 の
が

影響が経済の法則に反 して及ぼ されることもある.例 えば,効 果的なス トライ

キの嚇しによって受領可能な額(経 済の法則に従っての評価)を 越える賃金上

昇をかち得ることもあろ う しかし,そ のような賃金の支払いは継続性をもた

ない.す なわち,労 働者の資本への代替 と資本のその部門からの逃避とによっ

て,労 働の需要 と供給 とによって定 まる均衡賃金が再び成立す る.だ が,

Tugan-Baranowskiの 主張する ように労働の需要 と供給 とが広汎 に非弾力

的であるならば,社 会的な諸力によって決定される賃金が経済の法則に反 して

いるとは言えず,こ の場合に対 してはBdhm-Bawerkも 経済の法則の下に彼

の主張を批判することができない

以上の如 く,経 済の諸条件の下での均衡を強調す る側 より批判 されなが らも

4)FerdinandLassalle,GesammelteRedenundSchriften,hrsg.von

E.Bernstein,1919.

5)C.Rodbertus-Jagetzow,ZurBeleuchtungdersozialenFrage,1899.

6)LujoBrentano,DieArbeitergildenderGegenwart,1871undl872.

7)M.v.Tugan-Baranowski,DiesozialeTheoriederVerteilung,1913.

8)Eugenv.B6hm-Bawerk,Machtoder6konomischesGesetz,in:

GesαmmelteScん 「i!tevonEugenv.BUんm-BαzveTk,1924 .
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賃金を社会的お よび政治的力で論 じようとす る傾向は絶えない.B6hm-

Bawerk流 の経済の法則の作用下でも社会的および政治的諸力が 賃金水準に

影響を及ぼす可能性は存在 している.

§2勢 力説 と賃金

ここでは勢力説 とし高田保馬博士のものを考える.博 士の議論は賃金の動き

と労働者の地位の変化 とが関連するものとす る.団 体交渉によって賃金率は上

昇 しているが,博 土の強調点は,労 働者が団結権を獲得 し団体交渉を行なうこ

とができるようになった,状 態そのものなのである.こ のような権利の獲得 こ

そが労働者の地位の向上なのであり,そ れによって長期的な賃金上昇が可能 と

なった.9)

高田保馬博士のここにおける賃金に関す る議論は,短 期的な賃金変動につい

てではなく,長 期的な賃金水準の動 きに関す るものである.

他方,高 田保馬博士の他の主張は,J.M.Keynesの 考える労働供給の特

徴を労働者の勢力要求に由来するもの,1。)とする議論である.

この考えを進めて 労働者の勢力 と賃金格差を論じたものに 内海洋一博士の

賃
金
率

5

u",

u'2

0 X】X3×4

(第1図)

よ2雇 用 罐

9)

10)

11)

説11)がある.内 海博士の

議論は次のように示され

る.

ここに問題にされる労

働は同質である,と 仮定

する.従 って,議 論され

る賃金格差は労働の質の

差異か ら生 じる賃金格差

とは 無関 係で ある.い

ま,第1図 において,労

高 田保 馬 「ケイ ソズ論難一勢 力説 の立場 か ら一」,昭30年,209-10頁.

同上 書,43-7頁.

内 海 洋 一 「社 会 問 題 の基 礎 理 論 」,昭33年126-49頁.
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働供給曲線はSE2S,労 働需要曲線は1),1)2'で あるとする.そ の時には非 自

発的失業はない ところが,労 働需要がDIDI'の 如くに減少したとする.

ここで不完全雇用の状態になる.す なわち,Xlx2の 労働量は失業する.失

業 した労働者は即座に低い賃金率で労働を提供す ることはない それは,労 働

者に勢力要求のある,こ とに由来する。 「労働者は単なる効用の計算機械では

ないのであり,効 用への欲望の外に勢力への欲望を持つ.従 って,仮 令一定の

賃銀の限界効用が労働の限界不効用 より大きくても,そ れが勢力欲求又は体面

への要求を充たさない限り,労 働者は労働の供給を拒否する.超 過効用があっ

ても労働の供給価格は必ず しも下らない 而も,こ の要求は一種の社会意識的

性質を有する為に,総 ての同質の労働者に亘ってほぼ同一の高さとなる.そ れ

故,労 働者の問に於ける賃銀率引下げへの競争が有効に行われず,且 つ,労 働

の供給曲線が水平な直線の形を取る」12)ことになる.

しば らくの間はこの失業 した労働者は勢力要求のための賃金引下げを拒み,

労働供給曲線は不変のままに維持されるが,や がて勢力要求およびその他の抵

抗要因の働きは弱 り非自発的失業者の申出る労働の供給価格は低下 し,PiPi'

E2S'そ してP2E2S'へ と労働供給曲線はその形状を変えなが ら下落する.こ

の時,労 働供給曲線はD,D,'と 交叉するが,そ の点で再雇用されれば受けと

ることのできる賃金率は,失 業 しなかった しXl量の労働者が受けとる賃金率S

よりも低いものである.同 質の労働を同一企業内で提供しながら低い賃金率で

賃金を受けとることは再雇用されようとする労働者の勢力要求と調和するはず

はなく,こ の企業に対 してな らばSの 賃金率を 受領することができない限 り,

失業 している労働者は進んで雇用され ようとは しない

雇用主にしても,同 質労働についての賃金率差別を行なうのは容易なことで

はない また,解 雇されなか ったOx、 の労働者にとってもSよ り低い賃金率

で同質労働を提供する労働者が再雇用されれば自己の賃金率 も切下げ られ る怖

れがあるので大いに反対す る.OXIの 労働者が労働組合を結成 しているような

12)同 上 書,127頁,
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場合には その反対が 特に強いであろ う それ故,下 落 した労働 供給曲線 と

D,D,'と の交点はこの場合に意味あるものとはならない

しかし,労 働市場で労働を需要する企業は,DIDI'の ような労働需要曲線を

もつ労働生産性の高い企業(一 流企業)ば か りではない.同 質の労働を使 って

も生産設備の相違によって労働生産性は大いに異な り.S以 下の賃金率でなけ

れば労働者を雇用す ることのできない低生産性の企業(二 流企業)も 存在する.

そこで,今 度は原点を 筋 に移 し,縦 軸を り¢、瓦 とし,非 自発的失業者の労働

供給曲線hSP,Pl'E2S'へ と低下 しているとしよう.二 流企業のこの労働への需

要曲線をZIZi'と すれば,賃 金率はWi,雇 用量はXIX3,に 決まり,X3×2の 労

働量は雇用されないで残る.や がて雇用されていない労働者の供給曲線は一層

下落してい くであろうか ら,よ り一層低い労働生産性の企業(三 流企業)の 労

働需要曲線を,x3を 原点 として,z2z2'の ように 描 くと,こ れ らの労働者に関

しての賃金率はW2,雇 用量はx3x4,に 決 まることが分 る.

以上の内海博士の所説によって明らかにされるように,労 働者の勢力要求な

る要因は賃金決定に影響を及ぼし,不 完全雇用下において同質労働の企業間賃

金格差を生ぜ しめることになる.

同様に,あ る地位を一度得たものが労働供給に影響を及ぼす要因として 「学

歴」が考えられる.企 業に対する貢献度が学歴に全 く関係ない場合でも,学 歴

による賃金格差が次のように,労 働供給の状態によって,生 じてくる.

第2図13)に おいて,義 務教育を終えただけの学歴をもつ労働者による労働

供給をSiと する.更 に 数年教育を受けた人々による労働供給をSII,最 も高

度な教育を受けた労働者による労働供給をS・・rとする.と ころで,こ れ らの

教育は当該の企業にとってはプラスにならないため,ど の労働者から提供され

る労働 も質が同一であるとする,従 って,示 されている労働需要曲線(MRP)

は労働老全体に対するものである.

13)こ れ は,J,Robinsonの 下 記 著 作 に お い て 差 別 需 要 独 占者 的 搾 取 に 関 して 示 され

て い る図 に ヒ ン トを 得 て,作 図 を試 み た もの で あ る.

JoanRobinson,TheEconomicsofImperfectCompetition,1933,pp.301

-4 .
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高 い学 歴 を もつ も のは 低 い学 歴 の も の よ りも高 い賃 金 率 に対 して労 働 を供 給

し よ うとす る傾 向 が あ る とす れ ば,第2図 に おけ る よ うに,労 働 供 給 曲線 は上

方 か らSIII,Sii,SIの 順 に 並 ぶ.一 方,上 述 の如 く企 業 に とっ て は,ど の労

働 者 を 雇 用 して も 同 じで あ るか ら,企 業 は,労 働 の需 要 独 占者 的 な 行動 が とれ

るな らば,そ の限 界 収 入生 産 力 と限 界 費 用 とを等 し くす る よ うに して,ど の 労

働 者 で も雇 い 入れ,賃 金 は 労 働 供 給 曲線 上 の 点 に従 って 支払 うこ とに な る.

限 界 費 用 は 労 働 供 給 曲 線 がSiの 場 合 はM、,Siiな らMII,SIIIな ら ば

MHIで あ るが,総 て の 労 働 供 給 に 関 してはM・+M・1+M,、1で 示 され る.

か く して,こ の 合 計 され た限 界 費 用 と限 界 生 産 力 の 等 しい 点 で 雇 用 量N7が

決 定 され,低 い 学 歴 の労 働 者 はNl,中 位 の 学 歴 の労 働 者 はNII,高 い学 歴 の

労 働 者 はNUiだ け 雇 用 され る.更 に,彼 等 に 支 払 わ れ る賃 金 の基 礎 と な る賃

金率 は,労 働 の需 要 独 占下 で は,順 にP「 【,W・1,WIIIと 学 歴 が 高 くな るに 従

って 上 昇 す る.

以上 の 如 く,社 会 的 な 力 が 賃 金 に 影 響 を及 ぼ す 可 能 性 の存 在 を理 論 的 に 検 証

す る こ とが で き る.
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第2章 団体交渉 と賃金率

§1団 体交渉の型

賃金決定の機構は,通 常,北 欧型,西 欧型そ してアメ リカ型の三種に類別 さ

れる.1)

北欧型は,先 ず中央で労使の代表によって賃金水準の枠が決定 され,次 にそ

れを もとに産業別労使団体間あるいは企業別の交渉が行なわれて個別賃金が決

定されるものである.

西欧型は,§2で 述べる西 ドイツの例にも見 られるように,先 ず産業別に賃

金水準を決定 し,そ れをもとに個別賃金を企業単位あるいは工場単位で決定す

るものである.

アメ リカ型は,必 ず しもアメリカの賃金決定の事例の総てを包含するものと

して示される型ではないが,一 企業あるいは複数企業を交渉単位としてそこで

団体交渉を行ない賃金関係の事柄を決定するものである.し か し,こ れは純然

たる個別交渉ではな く,そ れぞれの産業における業績の良い企業を トップバ ッ

ターとして,そ こに産業別組合の本部役員を派遣 し,最 初に交渉を行なって賃

金の相場を作 り,そ の水準を参考に して他企業が交渉を行な うものである.

日本の賃金決定機構は上述の類型には属さない個別交渉が中心であるが,春

闘はアメ リカ型に近いものである.

以上,賃 金決定の機構には種々な型が存在す るが,特 徴ある交渉の制度をも

つ国の一つ として西欧型の中の西 ドイツを挙げることができる.

西 ドイツの決定機構は産業別規模等で最初に賃金水準の大枠が決め られるの

1)本 節における以下 の論 述は下 記著作 を参考 に し,そ の論 旨に従 っている.

松山茂 二郎 『団体交 渉賃金 について』(「大 阪府 立大学 経済研究」第29号,昭 和39年

1月,45-57頁)

労働白書(昭 和45年 版),労 働省,参 考資料 の部37-39頁.
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は西欧型の他の諸国と変わ りないが,そ れを基準に した企業内での賃金決定は

特異な 「共同決定」とい う制度の中で行なわれる.共 同決定は賃金水準の決定

のみに関するのではな く,よ り大きな範囲を包む制度であるが,わ れわれは次

にこの共同決定のここに 関係する部分 とその周辺事項を 概観することに しよ

う.

§2企 業 内交渉 の特異な機構2)

一 西 ドイツの共同決定一

西 ドイツの賃金決定は企業外と企業内との二段階でなされる.企 業外の団体

交渉は,使 用者側の州別あるいは産業別の団体 と産業別または職業別州規模の

組合あるいは産業別または職業別全国規模の組合との間で,州 規模あるいは全

国規模で行なわれる.こ こで成立する労働協約は個々の企業における賃金率を

定めるのではなくて,基 幹賃金率のみを定める.こ の基幹賃金率を基礎 として

個々の企業での賃金率が決定 されるが,そ の賃金率は基幹賃金率を下回ること

は許 されない

企業内での賃金決定は共同決定による.企 業内共同決定は西 ドイッにおいて

法律によって定め られている被用者の権利である.こ の制度の存在によって被

用者は,株 主あるいは出資者 としての権利を主張する人々と共同で,企 業の意

思決定に参加することができ,ま た,企 業内での人事的,社 会的お よび経済的

変更に関与することもできる.3)西ドイツでは第2次 大戦後に 「高次なもの」 と

「低次なもの」 との二様の共同決定が実現され,今 日まで続いている.

このように企業内の諸決定へ被用者が関与 してきたことに よって,企 業家の

諸決定の自由は,勿 論,制 限されてきたが,同 時に,本 源的には全 く企業家の

責任であ った ものが被用者の側へと移譲されてきたことも認めねばな らない

企業の根本的に自由な諸原理,す なわち企業家の私的自治に基づ く経済秩序,

2)本 節 の執 筆 に 際 して は,資 料 紹 介 お よび 入 手 に 亘 り,ボ ン大 学 のDoktorand

PeterBaron氏 の絶 大 な る協 力を 得 た .記 して 同 氏 に 感 謝 した い.

3)WalterWeddigen,"Mitbestimmung・,in:Hαndwb'γterbuchdeγSoziα.1.

wissensehαften,7.Band,1961,S.367
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と共同決定の制度との統合か ら生 じる諸問題に関する烈 しい論争は現在 もなお

続いている.りそこで,わ れわれは,先 ず共同決定の制度を一瞥 し,次 に企業

内共同決定を通 して現在まで西 ドイッにおいてなされてきた経験5)を概観しよ

う.

(i)西 ドイツにおける共同決定の形態

a高 次の共同決定

第2次 大戦後に西 ドイツを管理 していた西側諸国は,経 済的に強力な集団を

壊わす 目的で,ド イツのコンツェルンを解体,公 用徴収あるいは分割 していっ

た.そ の際に,こ れらの諸国は鉄鋼産業においては被用者が企業内共同決定の

権利を有すべ きであるとい う決定を下したのである.こ れに関 しては激烈な政

治的論争が生 じ,ま た第2次 大戦中に獲得されていた共同決定権が消滅す るこ

とを怖れた一 一(第1次 大戦中にも祖国救援奉仕法の成立によって被用者に共

同決定権が与えられていたが,1918年 にはこの権利が法の廃止に よって消滅 し

た経験がある)一 ドイッ労働総同盟は烈 しくス トライキで 威嚇した.こ れ ら

が功を奏 し,1951年5月21に 鉱業 と鉄鋼生産物産業(モ ンタン産業)に 属する

諸企業に対 して共同決定法が成立し,こ の法は1956年8月7日 の法律改正によ

って持株会社にまで拡げられた.

共同決定法に従 うと,モ ンタン産業の被用者は有限責任出資会社(株 式会社

有限会社,鉱 業法による会社)の 監査役会 と取締役会とにおいて共同決定権を

有す る.

監査役会は11人 の構成員で成 り立っている.こ の11人 の 中の10人 は 出資者

4)例 えば 次 の著 作 に お い て 論 争 が 展 開 され て い る,

KarlHax,PersonalpolitikundMitbestimmung,1969.OswaldvonNell-

Breuning,Mitbestimmung-wermitwem?,1969.

AlfredChristrnann,WirtschaftlicheMitbestimmunginMeinungsstreit,

Bd.IundII,1964.

5)共 同決 定 の経 験 を論 ず る場 合 に,わ れわ れ はF.VoigtとW.Weddigenに よる

次 の調 査 に従 う.FritzVoigtundWalterWeddigen,ZurTheorieund

PraxisderMitbestimmung,in:SchriftendesVereinsfdirSoziαlpolitile,

NeueFolge,Bd.24/1,1962.
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(株主)の4人 の代表とその企業に直接の利害関係のない1人 の構成員(以 上

が出資者側代表),更 に,被 用者か らの4人 の代表と労働組合に 所属 していな

いもう1人 の構成員(以 上が被用者側代表)で ある.更 にもう1人 の構成員で

ある11番 目の監査役会のメンバーは監査役会の他の10人 の構成員自身によって

推薦される。この構成員候補者が11番 目の構成員になるためには双方の側 より

3票 の賛成が必要であり.構 成員となれば特に調停機能を もつことになる.監

査役会の総ての構成員は同一の権利と義務とを有する.

監査役会は,更 に,取 締役会のために労働取締役を任命することができる.

この取締役は被用者の信頼をかち得ておらねばな らず,ま た被用者代表の意思

に反 して選ばれたものであってはな らない 労働取締役は同一の権利をもつ と

ころの取締役会構成員となる.

b低 次の共同決定

上述の高次の共同決定がただモンタン産業の有限責任出資会社にのみ適用さ

れているのに対して,経 営組織法に よって1952年10月11日 に規定された低次の

共同決定は5人 以上の常勤の選挙権を有する被用者(農 林業においては10人 以

上)を もつ総ての私企業に適用される.経 営組織法はモンタン産業における共

同決定権を総ての企業へ と拡張することを目指 して成立 したものである.し か

し,経 営組織法による被用者の共同決定権はモンタン産業の共同決定権と比較

して十分であるとは言えない

経営組織法に従えば,有 限責任出資会社の監査役会は1/3が 被用者の代表者

によって構成され,こ の代表者は被用者全員によって直接選挙の形で選ばれた

ものでなけれぽな らない.監 査役会に2名 を越す 被用者代表が存する場合に

は,こ の数を越える労働監査役は当該企業に関係をもっている人である必要は

ない 更に,モ ンタン産業における高次の共同決定 とは異なって,取 締役会の

中の1人 の労働取締役を任命することは規定 されておらず,従 って,有 限責任

出資会社の業務執行における共同決定権はない.
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経営組織法は各企業に対 して経営協議会6)を構成するために選挙を行な うよ

うに定めており,こ の経営協議会は社会的,人 事的および経済的諸問題におけ

る共同決定権,協 議権あるいは通暁権を所有す る.

社会的諸問題 例えば毎 日の始業時刻 と終業時刻,賃 金支払いの時期と場所

休暇供与計画の設立,会 社内売店お よび保養所の管理,企 業内の経営秩序と被

用者の行動の諸問題,請 負賃金率と出来高賃金率の基準,基 本賃金率の設定お

よび新 しい賃金支払い方法の導入などに関する諸問題,に おいて経営協議会は

共同決定権を有する.人 事的諸問題,例 えば雇用,配 置転換,解 雇,編 成換え

など,に 関しては経営協議会はただ20名 以上の被用者をもつ企業においてのみ

協議権をもつにすぎず,従 って,こ の権利は人事的諸問題におけるモソタン産

業の共同決定権 よりも弱いものである.最 後の経済的諸問題,例 えぽ 経営変

更,営 業休止など,に ついては本来は経済委員会が常に質問を して通暁す る権

利をもっている.こ の経済委員会は,し か しなが ら,100人 を越える常勤の被

用者を擁す る企業において設立することが許 されているにす ぎない

(ii)共 同決定の機関とその機能

上述の如 く,共 同決定の機関には労働取締役,監 査役,経 営協議会および経

済委員会がある.

a労 働取締役

モンタン産業における高次の共同決定の場合には,既 に述べたように,一 人

の労働取締役が被用者によって,間 接的に,有 限責任出資会社の取締役会に全

権委任の形で派遣され る.こ の労働取締役は取締役会の同一権利を有す る構成

員であり,担 当部門は固定されているのではないが,通 常の場合,人 事および

社会部門を引き受けている.

6)経 営協議会 はBetriebsratを 文字通 りに 訳 した ものであ る,し か し,こ の会議 は

被用者のみ によって構成 され るものであ るか ら,被 用者代表委員会あ るいは従業 員

代表委員会,と 意味が理解 され易い よ うに訳すべ きか も知れない.本 稿では 「経営

協議 会」をその訳 として 使用 したので,以 上の ことを 理 解 して おいていただ きた

い
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疑いもな く,被 用者側は労働取締役の媒介によってモンタン産業領域におけ

る有限責任出資会社の営業政策へ注 目すべ き影響を及ぼす ことが可能である.

その場合に,常 に 批 判の対 象 となるのは 労働取締役の 「中間的立場」であ

る.7)こ の種の批判によれば,労 働取締役を取締役会の構i成員としてその有す

る機能を眺めると,彼 等は企業の利害に対して責任のある立場に立ってお り,

従 って企業家側に立つことになる.ま た,他 方,彼 等は被用者側の代表者であ

り,被 用者の利害に注意を払わなければな らない 鉄鋼産業の労働取締役は当

該の経営者連合の理事会においても代表老となっているか ら,彼 等は賃金交渉

の際に正 しく二つの側面に立ち,特 に被用者代表にはふさわしくないような立

場に立たねばな らぬ可能性 も生 じる.

ところで,高 次の共同決定に関するこれ までの経験は労働取締役の 「中間的

な立場」 という批判を必ず しも支持するものではない 過去においてモンタン

産業におけるほどに労働権に 関する争議が少なかったところは他にない8)多

くの他の西側の先進工業諸国とは異なって,1951年 より1961年 までに鉄鋼産業

および鉱業において非合法のス トライキを除いた賃金闘争は一度 も起っていな

い 特に,西 ドイッにおいてはこの時期に鉱業は正に根本的な構造的危機に瀕

してきたのであったが,そ のような状況が結果している.

雇用政策の領域における労働取締役の活動は労働者の雇用人数の維持安定に

向け られてきている.不 況期には操業短縮あるいは水増し雇用へと移行するこ

とによって解雇を避ける政策が労働取締役によって特に主張されてきた.こ の

政策の結果 として,過 去において,モ ンタン産業では雇用量の変動差が非常に

小さくなっている.

一方,企 業の価格および投資政策におけ る労働取締役の影響は,こ れ までの

経験か ら直接的にはほとんどない と言える。しかし,労 働取締役はその人事政

策的機能を通 じて長期的な費用構造に影響を及ぼしているのであ り,従 って価

格および投資政策にも間接的に影響を及ぼしていることになる.

7)KarHax,op.cit.,S。110.

8)FritzVoigtundWalterWeddigen,op.cit・,S・477.
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b監 査役会

監査役会は 労働取締役と並んで 共同決定の 重要な二本柱の一つに 数え られ

る.そ の役割は高次の共同決定の場合 と低次の共同決定の場合とにおいて異な

って評価される.

b.1.高 次の共同決定の場合の監査役会

共同決定の機関としての監査役の機能を研究する際には,ド イツ株式法によ

ると,「業務執行の処置は,監 査役会に委託することができない」(同 法,第95

条第5項)の であ り,「監査役会は,業 務執行を監督することを要する」(同 法

第95条)こ とを顧慮してお く必要がある.従 って,監 査役会が企業の政策へ干

渉するには,監 査役会が取締役を任命 し,そ の辞職を認める,と い う手段を通

じて行な うしか方法はない.取 締役は通常再選され ることを欲 していると仮定

すれば,彼 等は監査役会の利益 と業務政策的提案に調和 しようとし,そ れによ

って被用者代表のそれ らにも調和する業務政策をとることにはなる.な かでも

「11番目の人聞」が同調することによって監査役会における過半数を被用老代

表的意見が占めている時は特に,取 締役はその再選を確固たるものとするため

に,被 用者の利益を十分に考慮せねばな らない9)

しかし,監 査役会には,前 述の如 く,労 働者代表にその会社に勤務す る被用

者ではない企業外のメンバーも属することができるので,被 用者代表側の考え

る利益事情が常に一致しているとは限 らない 労働組合によって推薦される被

用者側の企業外の監査役構成員は広汎な諸関係を顧慮 した労働組合の政策によ

って決定されるのであって,通 常この監査役の利害の判断はその企業内部だけ

の諸条件を基準にするだけにとどまらないが,他 方の企業に勤務するところの

被用者代表監査役はその企業独自の諸問題に大 きな関心をもつ ことになる.

上のような事情は存在するが,監 査役会が大いなる意義をもつのは,や は り

この高次の共同決定の場合である,こ とが経験によって示されている,10)被 用

g)Ibid.,S.501,
10)KarlHax,op.cit.,S.110.
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者たちは,そ の代表者を通 して監査役会において,間 接的に業務管理一 特に

人事お よび社会政策的領域一 に広汎なる影響を及ぼすことができる,

b.2.低 次の共同決定の場合の監査役会

5人 以上の被用者の存在する総ての私企業に適用される低次の共同決定の場

合には,監 査役会における被用者代表の立場が高次の共同決定の場合よりも遙

かに弱い.こ れは,低 次の共同決定において,監 査役会の議席の1/3だ けが被

用者側の代表によって占められているにすぎないことに起因する.

しかし,監 査役会に労働者代表が存在すること自体は被用老と企業家との間

の摩擦を少な くする作用がある.低 次の共同決定の場合には監査役会における

労働者代表は,通 常,そ の企業の被用者である.こ のような状況は企業指導者

の望むところでもある.効 率的な協働が可能となり,同 時に,外 部の労働組合

によって企業内部の詳細な事情を眺き見 られることがない

c経 営協議会

低次の共同決定の一つの機関である経営協議会は,高 次の共同決定における

労働取締役お よび監査役会 とは異なり,そ の機能を経営の領域において単独に

行なうことができる.こ の経営協議会のもつ本質的な課題の一つは,企 業家と

共同で経営協定を締結し,記 述し,そ してその協定の実施状況を監視すること

にある.勿 論,経 営協議会の共同決定権は共同管理権ではない 全一の経営指

導は企業家側に属してお り,も し企業家が経営指導に関 して経営協議会との間

に協定を締結していないな らば,経 営協議会が経営指導に干渉することができ

ない.企 業家との間にどうしても合意が得 られない場合には,仲 裁機関に訴え

ることはできる.

それ故,経 営協議会の課題は本質的に協議的,監 視的な活動に存す るのであ

って,そ の権限は労働権の諸問題にまでは及ぼない

d経 済委員会
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共同決定の諸機関の中で最 も弱い立場にあるのが経済委員会であ り,こ れは

100人以上の被用者の存在する企業においてのみ設立することが許 されている.

この委員会は経済的諸要件に関する情報聴取権および協議権をもっている.情

報聴取権は作業および工場組織方法,生 産計画並びに生産状況および販売状況

にまで及んでいる.

しか し,経 済委員会はこのように独自の共同決定機能をもっていないか ら,

その仕事はほとんど実 りのないものである.そ れ故,経 済委員会の設置が許 さ

れている企業の中のほんの僅かがこの制度をとり入れているに過 ぎず,通 常は

経営協議会がその機能を代行 している.

(iii)共 同決定の全体経済的問題性

西 ドイツの企業内共同決定に関する問題性をめ ぐる論争は現在 も行なわれて

いるが,1950年 代の初期に既にF.B6hmii)お よびG.Briefs12)な どは,被

用老が経営の意思決定過程に参加すれば現行の経済秩序に如何なる危険が生 じ

てくるか,を 指摘 している.

基本的な議論はそこでは次のように行なわれている.高 次の共同決定は全体

経済的な生産性の低下をもた らすものであ り,ま た根本的な市場経済的諸原則

の働 きを阻害するものである.す なわち,共 同決定の制度の導入によってひと

度企業家的なイーシアティブ,危 険享受性および投資の傾向が麻痺されてしま

えば,経 営の意思決定過程に参加している被用者側と企業家側との利益あると

考える状況には違いが現われ,お 互いに対立する可能性が大きい.他 方,共 同

決定法はこれ らの代表者の間で交渉することを強制している.従 って,決 定を

見出すためにはかなりの 時間の浪費が 必要とな り,企 業活動 も停滞する.ま

た,民 主的経済秩序において,必 要で基本的なものと考えられてきた企業家に

よる企業の私的自治の原則も阻害される.な ぜな ら,共 同決定は企業家が企業

工1)FranzB6hm,DaswirtshaftlicheMitbestimmungsreehtderArbeiterim

Betrieb,in:ORDO,Jahrbuch戸 γelieOrdnungvonWiTtschα/tund

Gesellschaft,Bd.IV,1951,S.21-250,

12)G6tzBriefs,ZwischenKapitalismusundSyndikalismus,1952,S.121ff、
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の財産を自由に運用するとい う権限を制限するか らである.こ の要因か らも企

業の活動は消極的となる.

B6hmお よびBriefsの 議論は理論的に精緻であ り,こ れを容易に否定す

ることはできない 彼等の議論を検討するには西 ドイツにおける経験を引き合

いに出すのが適切である.経 験を広汎に調査することによって次のような結論

が得られている.高 次の共同決定さえも企業家的イニシアテ ィブを過去におい

第1表

ストライキ数の国際比較(単 位,千)

国 名1年t・ ・ライキ行鯵 加損 労 働 衰 失 日 数

西 ドイ ツ 19641 5.6 16.7

67 56.9 389.6

68 25.2 25.2

イギ リ ス 1964 1883.0 Il 2,277.0

67 733.7
】

2,887.0

68
12・257・6

4,690.0

フ ラ ンス 1964
I

l2・603・1 i
i

2,496.8

67 2,823.6 i
i

4,203.5

68 (集 計 未 了)

イ タ リア 1964 3,245.5 13,088.6

67 2,244.2 8,568.4

68 4,862.2 9,239.8

ア メ

A口 衆

リカ

国

1964 1,640.0 22,900.0

67 2,870.0 42,100.0

68 2,650.0 49,000.0

日 本 1964 1,049.0 3,065.8

67 731.6 1,787.8

68 1,162.8 2,821.4

資 料 出所,DerVolkswirt,24.Jahrgang,Nr.37,1969,S.20

お よび 労 働 白書(昭 和45年 版),労 働 省,89-90頁
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て害 したり,大 いに麻痺 させたりす ることはなかった.13)

勿論,共 同決定の制度の導入によって企業の意思決定に際 して,被 用者と企

業家との間の利益を均等化せねばならな くなっている.し かし他方で・多 くの

本来は全 く企業家のものであったところの責任が被用者側へ移譲されている・

これ らの責任および職務の分担は次のことに大いに役立ったと考え られる.モ

ンタソ領域における労働争議によって失なわれた労働 日数はほとんどゼロであ

り,ま た共同決定の行われているその他の領域でも,共 同決定の制度が存在 し

ない諸国よりも,労 働衰失 日数は極端に少ないのである(第1表).

経験か らは,共 同決定を批判する人々の懸念がそれ程重要なものでない,こ

とが明らか となる.し か し,企 業内共同決定の一層の発展形態に関 しては意見

の相違がある.労 働組合は,共 同決定をモンタン産業をモデルとしてあらゆる

経済部門へ拡張す るように,要 求しているのではあるが,経 営者連合はこのよ

うな拡張傾向に対して消極的な発言を行なっている.14)

§3交 渉 の 理 論 の 検 討

上 述 の如 く,西 ドイ ツに お い て は 共 同 決 定 の制 度 を 用 い て,労 働 争 議 が 比 較

的 少 な い状 態 で,賃 金交 渉 が 行 な わ れ て い るが,や は り被 用 者 側 の 代表 は 企 業

家側 の 代表 との 交 渉 に お い て,他 の 諸 国 の被 用 者 代 表 と 同 じ く,ス トライ キ へ

の 突 入 の 可能 性 を示 唆 す る こ とに よ って 企 業 家 側 代 表 を威 嚇 しなが ら彼 等 と話

し合 うこ とに 変 りは な い 他 方,企 業 家 側 も これ に対 抗 す る手 段 と して ロ ック

・ア ウ ト15)を 示 唆 して 被 用 者 側 を 威 嚇 す る こ とが で き る.

13)次 の著作におけ る調査が この ことを 明らかに してい る.

ErichPotthoff,OttoBlumeundHelmutDuvernell,Zwischenbilanzder

Mitbestimmung,1962.EritzVoigtundWalterWeddige,oP.cit.

14)"DieWtthlerentscheiden",in=Z)erVolkswiTt,22.Jahrgang,1968,Nr。

51/52,S.35ff,

15)ロ ック アウ トの値は ス トライキのそれに比較す ると 非常 に小 さい.日 本 におけ

るそれぞれ の値は次の通 りであ る.

年1
ロ ッ ク ・ア ウ トス トライ キ

件 数1労 働 衰 失 日数件 数1労 働 衰失 日数

昭和43L5372,821,4302721,984

1,7763,562,7552673,57644

資 料 出所,労 働 白 書(昭 和45年 版)労 働 省,付 属 統 計 表 の 部90頁
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第1表 で明らかなように,ス トライキ行為参加人員お よび労働衰失 日数は,

アメ リカ合衆国,イ タ リアなどにおいては特に,大 きな値をもって示されてい

る.ス トライキあるいは ロック・アウ トによる威嚇が決定される賃金率に如何

に影響を及ぼすか,は 興味ある問題である,わ れわれは第2部 において賃金率

の不確定範囲の存在することを見てきた.こ の範囲内での賃金決定の議論を行

なうものが交渉理論である.次 に,わ れわれは種々の交渉理論を検討すること

にしよう.

(i)J.R.Hicksの 理論16)

労働組合は組合員のために有利な条件を獲得する武器 としてス トライキをも

っている.そ こで労働組合が賃金の引上げを要求 したり,賃 金の引下げに抵抗

した りす るときには,雇 用主ぱ二者択一を行なう必要がある.す なわち雇用主

がみずか らの発意によって支払ったであろうよりも,よ り高い賃金を支払わね

ばならぬか,あ るいはこれに反 して,仕 事の停止から生 じる直接の損失に堪え

ねばならぬか,そ のいずれかである.こ の時,雇 用主は他方 よりもより少い損

失を彼にもたらすような一方を選択するであろう.も し抵抗の方が譲歩よりも

犠牲が少ないな らば雇用主は抵抗するであろうし,譲 歩の方が廉価であれば組

合の要求に応 じる.雇 用主は選択に当って実際にはその他多 くの事柄を考慮す

るか も知れないが,他 の事情は相等しいと仮定することによって他のいっさい

の事柄を度外視 して議論を進める.

雇用主に関 しては,そ れぞれのス トライキ期間に対 して彼がその期間のス ト

ライキに堪えるよりはむしろ進んで支払おうとする最高賃金率を対応させ,賃

金率 とス トライキ期間に関する一つの表をつ くることができる.こ の賃金率に

おいては,予 想され るス トライキの犠牲と予想される譲歩の犠牲(そ のとき支

配 している利子率で累積 されたもの)が 丁度バ ランスを保つ.こ れよりも低い

賃金率ならば雇用主は譲歩することを選ぶであろうし,こ れよりも高い賃金率

16)J.R.Hicks,TheTheoryofWages,seeondedition1963,PP.136-58.

(邦 訳,内 田 忠 寿 「賃 金 の 理 論 」121-41頁)
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賃
危
序

z

0 予想 ス トライキ期閲

(第1図)

ならば,彼 はス トライキが起 こる方

を選ぶであろう.こ の表は第1図 に

おけるように点Zに おいて縦軸を離

れる.一 ここでOZは,も し労働

組合の圧力がなけれぽ雇用主が支払

ったであろ う賃金率であ り,そ れは

争議が発生 した時に彼が支払ってい

た賃金率である場合もあるが,違 っ

ている場合もある.雇 用主は労働組

合が如何に強力であっても賃金率の

ある水準以上を支払 うことはない.

賃金が利潤を完全に呑み込んで しまうような ことになれば,雇 用主は工場を閉

鎖 し,そ の産業か ら退去することの方を選んでしまうからである.

労働組合に関 して述べれば,組 合に対 して提示 され る賃金率は労働者がス ト

ライキに よって頑張 り抜 こうと覚悟す る期間の長さを支配する.労 働者は現在

のス トライキによる失業 と将来の低賃金との間の選択を行な う.現 在の損失が

将来の損失 よりも小さけれぽス トライキを行なお うとするが,そ の逆であれば

ス トライキは行なわない.こ れから労働組合の抵抗曲線を描 くことができる.

第1図 におけるように抵抗曲線の下端は,ZZ'に 沿 うどこか有限の距離でZZ

と交わらねば な らない.な ぜな ら,提 示される条件が どのようであっても組

合が それより長 くス トライキを持ちこたえることが できないとい うある極大

期間が 存在するに違いないか らである.こ れは 闘争資金によって 規定せ られ

る.闘 争資金には労働組合の蓄積基金,労 働組合の貯蓄お よび直接には関係を

もたぬ第三者のス トライキに対する態度(例 えば商店主が信用を与え ようとす

る意思,他 の労働組合または独立の篤志家が組合に貸付けもしくは義援金を供

与 しようとする意思)が ある.ま た抵抗曲線はその最上端が通常縦軸を切るで

あろう.こ れは経験的に述べ得ることである.

雇用主の譲歩曲線と組合の抵抗曲線とは点Pに おいて交わる.両 者がこの二
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つの曲線を十分に知 って おれば0・4の 賃金率で交渉が成立することになる.

HickSは この賃金率を 熟練 した交渉が 雇用主から引き出し得る最高の賃金率

であるとしている.

労働組合にとっては実際にス トライキを行なうよりも交渉のみによって妥結

する方が有利な条件を獲得することのできる根拠がある.そ の一つは,雇 用主

が労働組合の圧力の結果として,さ もなければ支払ったであろうよりも高い賃

金率で賃金を支払 うことがある,と いうことに存する.そ の理由ぱ雇用主の間

にはス トライキに随伴する損失を免れ るために 一定額の"Danegeld"(デ ン

マーク人の来冠に備えるため10Cよ り12Cま でイギ リスで徴収 した国防費)

を提供するのが得策だとする考えがある,か らである.も しス トライキが実施

されればこのDanegeldの 全額あるいは 一部を雇用主は労働者に提供しない

かも知れない 第二の根拠は,い ったんス トライキが起って しまえば,雇 用主

が金を支払って免れることのできるのは今後のス トライキであ り,過 去のス ト

ライキに よって被 った損失は過ぎ去った事柄であって何事もなし得ない 考慮

は今後の組合の抵抗 とそれに伴 う損失 とのみに払われる.と ころがス トライキ

を経験 した労働組合は闘争資金の減少を伴っている.組 合のス トライキの極大

期間は闘争資金によって規定されるか ら,一 定のス トライキ後の抵抗曲線はス

トライキ前のものよりも左側にある.雇 用主の譲歩曲線は変化がないため,そ

れとの交点は前 よりも低下する.そ の結果,交 渉によって獲得できる最高の賃

金率は下降する.

Hicksの 理論に対してJ.Penは 次のように批判 している.17)Hicksの 説明

は協約の成立する範囲の限界についてのみ述べられているのであって,こ の二

つの限界の間でどのように 決まるかについては 何 も述べてはいない なるほ

ど,二 つの曲線が交わる点では協約の成立範囲は一点であるから何 ら問題はな

い しか し,そ のような状況はほとんど実現 されるものではない その上に,

交渉を行なっている人々をHicksの 点(Hicksianpoint)ま でむ りや りに引

17)J.Pen,``AGeneralTheoryofBargaining,',AmeTicαnEeonoonicRe-

viewVol.42,p.25.



128

っば って い く力 は 何 もな い 一 そ れ 故,Hicksが 意 味 あ りげ に書 い て い る交 点 が

何 も のを も意 味 す る とは 理 解 す る こ とが で きな い,とPenは 主 張 して い る,

実 際 に は 交 渉 に お い て雇 用 主,労 働 組 合 の 双 方 と もに 完 全 知 識 を も っ てい る

の で は な くて,不 完 全 な知 識 しか も っ て い な い の で あ るか ら,そ の 意 味 でPen

の 主 張 は 正 当 化 され る.し か し,交 渉 中 に 知 識 が 完 全 化 され る こ と も可 能 で あ

り,Penが 無 い と述 べ たHicksの 点 へ と 押 しや る力 は,交 渉 に お け る 知 識 の

完 全 化 こそ が そ れ と して認 め られ るべ きで あ る.

しか し,HicksがP点 で定 ま る賃 金 率 を も っ て 熟 練 した 交 渉 が 雇 用 主 か ら

引 き出 し うる最 高 の 賃 金 率 で あ る と主 張 す る時 に は,雇 用 主 が 常 に 強 気 で あ っ

て予 想 ス トラ イキ 期 間 をP点 に 応 じた 期 間 よ り 長 くは 決 して 考 え な い,と い

うこ とを 前 提 に し てい な け れ ば な らない しか し,雇 用 主 が 常 に 強 気 で あ る と

い う前 提 を 是 認 す る こ とは で きな い ので,雇 用主 が 弱 気 に な れ ばP点 で 定 ま る

よ り高 い 賃 金 率 を 獲 得 す る こ と も可 能 で あ ろ う.

Hicksの 理 論 に 最 も 痛 烈 な 酷評 を 与 え た もの と してG.1・.S.Shackleの

論 文18)が 挙 げ られ る.Shackleは そ こに お い てHicksの グ ラ フの 構 造 を 問

題 に して い る.彼 はHicksの グ ラ フを 批 判 す るに 先 だ っ て,Hicksと は 異 な

った 構 造 を もつ グ ラ フを案 出 した.そ れ を 始 め に 概 説 す る 。

雇 用主 の譲 歩 曲 線 はHicksが 考 えた よ うに 正 の 勾 配 を もつ で あ ろ う.な ぜ

な らば,雇 用 主 が あ る ス トラ イ キ期 間 に よ って 損 失 を 被 る よ りは 承 諾 しよ うと

す る賃 金 率 は 当然 そ の期 間 の増 加 函 数 だ か らで あ る,た だ,雇 用 主 が 事 業 を 続 け

て い く為 に は それ 以上 は 出 せ な い とい う賃 金 率 が あ るか ら,そ の函 数 の 勾 配 は

逓減 的 とな る.こ れ と同様 に労 働 組 合 員 は ス トラ イ キが も くろ まれ る 時 に そ の

期 間 が 長 けれ ば 長 い程,そ れ に よっ て 獲 得 しよ うとす る賃 金率 も益 々高 くな ら

ね ば な らな い の で は な い か.だ か ら労 働 組 合 も正 の勾 配 を もつ 曲線 を もつ.そ

こ でShackleは こ の 曲 線 を 労 働 組 合 の 誘 発 曲 線(union,sinducement

curve)と 呼 ん だ.こ の 曲線 の 勾配 は,ス トラ イ キ の延 長 に つ れ て そ の 限 界 不 効

18)G.1..S。Shackle,``TheNatureofTheBargainingProcess,',{n:The

Theoryo∫V7αgeZ)etermi?zαtio?z(ed.byJ.T.DunloP),1957,PP.299-305 .
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用は逓増 し,賃 金率は 高 くなるにつれて その限界効用が逓減するか ら,左 か

ら右に進むに従って峻 しく上昇する.そ こで,譲 歩曲線 と誘発曲線とを一つの

賃
金
率

0 チ想 ス トライキ期間

(第2図)

表 に ま とめ る と,第2図 の よ うに な

る.こ の 図 はHicksの グ ラ フ と 同

じ 状 況 を 述 べ よ うと した も ので あ

る.し か る に,労 働 組 合 側 のHicks

の抵 抗 曲線 と こ の誘 発 曲 線 と は全 く

形 態 が異 な っ て い る.こ れ はHicks

が マ ー シ ャ ル 流 の は さ み の 図 表

(Marshallianscissorsdiagram)

に よ っ て ま どわ され て い る か らだ,

とShackleは 主 張 す る.

Hicksの 誤 りを指摘するShackleの 論法は次のようである.雇 用主の譲歩

曲線が正の 勾配をもつことは 明 らかであった.そ こでHicksは マーシャル流

のはさみの図表を作成するために他の曲線の勾配が負であることを望んで彼の

抵抗曲線を作 り上げた.し か し,長 期間のス トライキが雇用主の心の中では高

賃金 と結びつ くのに,労 働組合員の心の中では短期間のス トライキが高賃金と

結びっいていると考えることは奇妙である.労 働組合は長期間のス トライキを

大きな譲歩を得んがために行な うのか小さい譲歩のためか.明 らかに大きな譲

歩を得るためであろ う.し か も,労 働組合が抵抗,雇 用主が 譲歩するとい う

が,お 互いに抵抗 し,譲 歩し合 うものであって,Hicksの ように労働組合が抵
　 　

抗だけす るように考えるのはおかしい,こ れ らの言葉によって発せ られるいん
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

ち きな つ か ま え ど ころ の な い 霊 気 が 我 々 の心 を迷 わ す こ とを 許 して は な らな

い.19)

以 上 のShackleのHicksに 対 す る批 判 を 吟 味 しよ う.先 ず,Hicksの 理

論 に お い て 労 働 組 合 が 抵 抗 だ け を 行 な って い る ので は な く,や は り譲 歩 も して

1g)Ibid.,p.303.
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び

Z

0

歩

予想ス トライキ期闘

(第3図)

ぎ にHicksの 抵 抗 曲 線 の 形 態 につ い てで あ る が,

は 次 に あ る.組 合 の交 渉 者 達 は,ス トラ イ キが す で に しか じか の 日数 だ け 継 続

した そ の 日付 の到 来 を,そ して(な ん らか の種 類 の雇 用 主 の譲 歩 曲 線 を 念 頭 に

お い て一 こ う仮 定 され ね ば な らぬ と,Hicksは 考 え て い る一 一)組 合 員 た

ち に も う少 しだけ 頑 張 れ ば よ り良い 条 件 が 獲 得 で きる と彼 らが告 げ る,そ の よ

うな 日付 の到 来 を待 ち望 ん で い る.提 示 され る賃 金率 が 低 け れ ば 低 い ほ ど,組

合 員 が そ の賃 金率 を甘 諾 す る こ とを避 け ん が た め に も う少 し長 く頑 張 ろ う と欲

す る 蓋然 性 は一 層 大 きい か く して,も しス トラ イキ を 長 び か す 方 法 以 外 で は

賃 金 が改 善 され 得 ぬ な らば,ス トライ キ の そ れ ぞ れ の 長 さに 対 応 して,受 諾 し

得 べ き もの とな る一 つ の賃 金率 が あ るだ ろ う.ス トラ イキ の継 続 した 期 間 が 長

け れ ば 長 い ほ ど,こ の 賃 金 率 は 一 層 低 い もの とな るは ず で あ る.20)こ の よ うに

してHicksは 抵 抗 曲線 を 作 り上 げ て い るの で あ るか ら,Shackleの 抵 抗 曲 線

に 対 る批 判 は 当 を 得 て い な い.し か し,Shackleの 誘 発 曲線 は 彼 の条 件 の 下

で は確 か に正 当な もの で あ る.

更 に,Shackleは 次 の よ うにHicksの 抵 抗 曲線 を 批 判 して い る.労 働 組

合 の抵 抗 曲線 に お い てはHicksの 述 べ る如 くに ス トラ イ キ期 間が 横 軸 に よっ

て 測 られ て い るの で は な く,実 は現 行 賃 金 水 準(こ れ はHicksの 主 張 す るzz'

20)J.R.Hicks,op.cit.,pp.353-4.(邦 訳,315頁)

いることが示されているのであ

る.第3図 において労働組合が

要求す る最高の賃金率より横軸

に平行線をひきそれを σぴ と

す ると,労 働組合の譲歩はσぴ

と抵抗曲線との間の距離で示 さ

れる.同 様に 雇用主の 抵抗 は

σぴ と譲歩曲線との間の距離

で示される.だ か らShackle

のこの批判は当っていない 次

彼のこの曲線の作成の要点
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の 正 確 な 表 現 で は な い)を 横 軸 と して,そ れ よ り上 方 方 向 に 抵 抗 曲線 を 積 分 す

る こ とに よ っ て測 られ る,と す る.Shackleの 理 由 を 第4図 に よ っ て説 明す る

と,Hicksの 第1図 のZZt軸 を 横

軸 と考 え,縦 軸 を 一 定 の 間 隔 を お い

て 水平 に 切 る こ とに よ っ て,賃 金 率

飾 か ら 防,肋 か ら 馳,あ る い は

肋 か ら 彿 な どの労 働 組 合 の 抵 抗 度

(thedegreeoftheresistance)

Y1

が,Ylか らY2へ の 賃 金 率 上 昇 に と
Yo5

もな う抵抗度は,Yoか らYiへ の賃

(第4図) 金率上昇にともなう抵抗度 よりも小

さい.し か し,Ylか らY2へ の賃金率上昇の際にはy。か らYlへ の上昇に必要な

抵抗も行なっておらねばならないはずである.そ れ故,仇 までの賃金率上昇を

欲する際の労働組合の総抵抗度はy。か らY2ま での 横帯の 面積であ り,Ylか

らY2ま での横帯の面積は限界抵抗度にす ぎない.だ から,Hicksの 抵抗曲線

は限界抵抗曲線であって,限 界概念ではない雇用主の譲歩曲線との交点は何 も

意味をもたない21)

以上のShackleの 議論は明らかに誤 りである.Hicksの 抵抗曲線の作成過

程か ら考えて,限 界抵抗量を決して示 していない,だ か ら,そ れを積分 しても

何の意味 もないShackleの 誤解の原因は次のように考えた ことにあった,と

思われる.彼 は抵抗曲線上の各点を交渉で成立 した点 と仮定 したために,そ れ

に対応する賃金率を得るにはそれ より低い賃金率を獲得する時 よりもより大 き

な抵抗を必要としたはずである,と 考えた.し かるにHicksの 描いている抵

抗曲線は高い賃金率になる程,抵 抗量が小さく描かれている.こ れは例え抵抗

曲線として認めるとしても限界抵抗量を示す ものとしか認められない,と 結論

21)G.L.S.Shackle,oP,cit.,PP.303-5.
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してしまったのである.Shackleの 批判にもかかわ らず,Hicksの 抵抗曲線は

現実と矛盾するものではない。

Hicksの 理論は,更 にA.M.Cartterに よって 次のように 批判 されてい

る.22)Hicks理 論(第1図)に おいて労働組合お よび雇用主の双方が予想ス ト

ライキ期間をAPと 考えれぽ,賃 金率は確かに04に 決定するであろ うが,

その場合には団体交渉とい う問題が生起しない.

Cart七erの この批判は労働組合も雇用主も交渉以前か ら抵抗曲線,譲 歩曲線

を確定的にもっていると仮定 していることから起る.実 際には,こ の二っの曲

線は交渉においての雇用主の経理内容の説明や,労 働組合のス トライキのや り

方お よび規模などの説明によって,交 渉中にその形を整えてい くものである.

だか ら,双 方の予想ス トライキ期間が一致 したとしても,そ れは交渉を経てな

されたものであり,団 体交渉を不必要とするものではないのである.

(ii)A.Turnerの 理 論23)

Turnerは 労 働 組 合 の賃 金 引 上 げ 要 求 に 対 して の雇 用 主 の抵 抗 と,雇 用 主 の

y

B

A

κ

一Y

期問)

ひC

(第5図)

22)A.M.Cartter,TheoryofWagesandEmployment,1959,PP.126-9.
23)J.KEastham,GraphicalEconomics,1960,PP.184-6,
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少 しでも賃金を少な くしようとする試みに対する労働組合の抵抗との双方の点

か ら議論をすすめる.

第5図 において,賃 金率は縦軸に測られる.原 点は現行の賃金率を表わし,

上方への動きは賃金率上昇を,下 方への動 きは賃金率下落を表わしている.横

軸はス トライキに耐え られる期間を表わす 硯)曲 線は労働組合の要求賃金率

とその賃金獲得のためにあえて辞さないとするス トライキの期間との関係を示

している。EC曲 線はこれに対 して雇用主側の譲歩曲線であり,対 応する期間

だけのス トライキを招 くより要求されている賃金率で賃金を支払 ったほうが有

利だ と考える賃金率を示している.従 って,組 合がOAの 賃金率引上げを 要

求 したとき,雇 用主はODよ り短い期間のス トライキには応 じようとするが,

組合はOE期 間ス トライキを 続行す る用意がある.こ のような状況が 現行賃

金率とOBの 賃金率水準 との間に存続するであろう.こ の範囲では雇用主は

ス トライキによって被むる損失よりも要求賃金を許容する損失の方が小さいの

で労働組合の要求は雇用主に よって受諾される.OB以 上の賃金率要求があれ

ぽス トライキに突入す る.

Hicksは その理論において 賃金率の下落の場合を 明 らかには 分析 しなかっ

た.も ちろんHicksの 理論は 賃金率下落の 時にも適用され 得るものでは あ

る.そ れは,雇 用主の譲歩曲線が必ず しも現行賃金率か ら出発 しているのでは

ないか らである.と ころが,Turnerの モデルはその出発点が現行賃金率であ

るために賃金率一ド落の場合 も明示する必要がある.賃 金率下落の時には労働組

合の譲歩曲線 と雇用主の要求曲線は第5図 の如 くに示 されると仮定 している.

OKま での賃金率引下げに対 しては雇用主は組合が意図するより長期間のロッ

クアウトに備えるであろ うから,こ の範囲では雇用主の提示した賃金率は労働

組合に よって受諾 される.κ を越えると組合の抵抗は強固にな り,組 合の譲歩

曲線は水平に近 くなる.そ して労働組合の意図す るス トライキで被むる損失を

埋め合わすに足るだけの賃金率引下げは非常に大 きくな り,雇 用主の要求曲線

の下向の度合いは鋭くなっていき,お 互いに消耗戦 となる.

以上のTurnerの 議論となるべき部分は賃金率引き下げの場合であろう,賃
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金率引き下げを行なうのは一般的には労働費用の減少を 目的 とするためである

か ら,こ れを行なうにあたって操業が停止されれば,損 失分 と同じ額に見合 う

賃金率の上昇は認めるだろう.そ れ故,雇 用主の要求曲線は右上 りであろ う。

その上,全 く操業停止がなされない原点を雇用主の要求曲線が通過するのは疑

問である.そ れより下方にあらねばな らない なぜな らば,第5図 の状態では

賃金率引き下げ 時には 必ず現行賃金率で交渉が 成立するであろう,か らであ

る.次 ぎに,労 働組合の譲歩曲線の形態が賃金率上昇の場合と矛盾 している.

賃金率上昇の場合にはス トライキを長期化するのは,大 幅の賃金率上昇を 目指

してであった.と ころが下落の場合にス トライキを長期化するのが,大 幅な賃

金率下落を認めるためである,と いうことにな り奇妙である.や は り下落の際

もス トライキを長期化する
y

0

4

一Y

(第6図)

I・1

ひσ

のは少 しでも下落幅を小さ

くせんがためなのである.

それ故,こ のTurnerの グ

ラフを第6図 のように書き

換えたい.OAは 交渉前に

雇用主が賃金率を引き下げ

ようとする 幅を 示 して い

る.労 働組合ではス トライ

キをや りた くとも闘争資金

がなければできないので,

ス トライキ期間ゼ冒の時は雇用主の要求通 りを受諾する.そ の他は賃金率上昇

時 と原則的に同じである.

(iii)F.Zeuthenの 理 論(交 渉 ゲ ー ム の 理 論)24)

Zeuthenは 団 体 交 渉 の 過 程 を 考 察 す る に 当 っ て 最 も 重 要 な こ と は,交 渉 を

24)G。L,S.Shackie,op.cit.,P.305-6.

J.Pen,TheWageRateUnderCollectiveBargaing,(trans.byT .S.

Preston),1959,pp.117-36,
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行なう人が自己の有利性と不利益性とを絶えず比較していることに注目せねば

ならぬことである,と している.こ の場合,有 利性はより好ましい価格(賃 金

率)の 達成に存し,不 利益性は闘争に敗る可能性に存する.交 渉者の選択にお

ける決定的に重要な要因は,そ の有利性お よび不利益の実際の度合いだけでは

なくて,交 渉者のそれ らについての予想なのである.

Zeuthenは 労働組合の目的を 組合員の総賃金額の極大化にのみある,と 考

えている.交 渉中いつでも労働組合の代表者はある賃金率Pを 受諾するか,あ

るいは闘争に入 り込んで敗れる危険度が γだけあるとしてもいくらか高い賃金

率P。 を主張 した方が良いか,を 思慮 している.そ の時,交 渉が決裂 して闘争

に入 り込めば,N人 の組合員が 雇用されていると仮定 して,N人 の組合員の

総所得はS。(ス トライキを行っている時に得られる総ての所得)だ けであ り,

Pの 賃金率で受諾 した時の総賃金額はPNで ある.そ こで,労 働組合がPn

を主張 して勝ち取れば,そ の利益額はN(P。-P)で あ り,敗 れれば損失額は

PN-S,と なる.闘 争で敗れる危険度はγであるか ら.1一 γの確率でこの闘争

は成功する.そ こで,労 働組合は

(1-T)(PnN-PN)>T(PN-Sc)で ある限 り,よ り高い賃金率Pnを 要求 し

続ける.労 働組合が有利と考えて,よ り高い賃金率を主張 し続ければ,ゲ は大

きくなってついに,

(1-T)(P。1>-PM=r(P2>-Sc)

・蔀 農 響 とな・飴 軌 の点にまで至・・ この時の吻 … とす・

と,TmExは 労働組合にとっては賃金率Pの 増加函数である.こ のような危険

度の確率を使 って 同様のことを雇用主についても述べることができ,そ れの

Tm。.に対応するものはPの 減少函数である.そ こで雇用主および労働組合が

受諾する,と 労働組合お よび雇用主が考える確率を縦軸に,賃 金率を横軸にと

ると第7図 のように示される.こ のように,そ れぞれの予想する確率の等 しい

点が必ずある.そ して,こ の点で賃金率は決定される。

結局,賃 金率は双方の闘争敗北への危険度が等 しい時に決定され,交 渉者が

受けようとする極大危険度はそれぞれの予想利益 と予想損失 とを等 しくしてい
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るの で あ る.

このZeuthenの 議 論 に 対 し て

は,主 な もの と してJ.Penの 批 判

が あ げ られ る.25)Penは,Zeuthen

の この分 析 を そ の精 密 さ の 点 で 大 い

に賞 讃 しなが らも次 の点 につ い て難

点 が あ る こ とを 指 摘 す る.先 ず,

Zeuthenは 危 険 度 丁が 正 確 に 感 知

で き る よ うに 考 え て い るが,

%oo1

粗
手
方
が
受
諾
す
る
確
率

(一
ー
ゴ
曇
)

一
(第7図)

これは団体交渉において相手方が極度に隠そ うと

する主要な要因の一つであるか ら,正 確には分 らない.次 ぎに,団 体交渉にお

いては,合 理的な行為ぼか りではな く,お どし,ご まか し等の非合理的行為も

なされ,完 全知識を得ることもほとんど不可能であるか ら,Zeuthenの 議論

はそのままで現実に妥当 し得ない.こ のように考えたPenはZeuthenの 分

析を基礎として,そ の上で彼の団体交渉の過程分析を行なった.

(iv)J.Penの 理論26)

Penは 雇用主を労働の購入者,労 働組合を労働の販売者として 議論を進め

る.

購入者 と販売者とがある価格Pに おいて取引が成立したとすれば;販 売者

に対 してはある満足(ophelimity)Sω が,購 入者に対 してもある満足Bω

が与えられる.そ こで各々の取引者について考えれば,彼 が各々の価格によっ

て満足する程度は彼の 満足函数(ophelimityfunction)の 形状に 表わされ

る.販 売者は購入者が各々の価格Pに おいて如何なる量を 購入するかを予想

し,販 売者 自身の利潤が逓増 し続ける最高の価格Pの ある水準を心に持って

いる。価格がPよ り大 きくなれば,購 入者の需要が減退するために販売の利潤

はPの 逓減的函数 となる.同 様に,購 入者は販売者が各々の価格Pに おいて供

25)Ibid.,pp.123-7.
26)lbid.,PP.113-49.G.LS.Shackle,oP.cit,PP.367-10.
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給 す る量 を 予 想 し,そ の価 格 よ り下 では 安 価 のた め に得 られ る購 入 者 の利 益 よ

りも供 給 量 の 減 少 が 激 しい た め に利 益 が 減 少 す る よ うな あ る価 格 を考 え る.か

く して,販 売 者 の 満足 函 数8ω は あ る価 格P、 に お い て 唯 一 の 極 大 満 足 を もつ

で あ ろ う し,購 入 者 もそ の 満足 函 数Bω はP、 とは違 った 価 格 か も知 れ ない あ

る価 格P,で 極 大 満 足 を もつ で あ ろ う.

S(p、)は 販 売者 の 得 られ る極 大 の 満 足 で は あ るが,こ の 満 足 は 団 体 交 渉 に お

い て 販 売 者 が 完 全 に 成 功 した 場 合 に のみ 得 られ る にす ぎ な い.団 体 交 渉 に は 闘

争 が 並存 して い る.販 売 者 は 交 渉 を 行 な っ て い る際 に,闘 争 を行 な う こ とに よ

って,そ の期 間 中 どれ ほ どの 満 足 が 得 られ るか,も 常 に考 え て い る.Penは

これ を 販 売 者 の闘 争 満 足S。(seller'sconflictophelimity)と 呼 ん で い る.

この 満 足 の値 は 正,ゼ ロ,負 の 如 何 な る値 で も と る可 能 性 が あ る.購 入 者 も同

様 な 購 入 者 の闘 争 満 足B。 を 心 の 中に 入 れ てい る.交 渉 の如 何 な る時 に お い て

もあ る価 格Pが 議 論 され てい るか ら,販 売者 に と って は 満 足 の 小 さいS。 よ り

もSω の 満足 を確 保 し,そ れ に よっ てSω 一S。だ け の満 足 の損 失 を 防 ぐ 方 が

よい か,あ るい は 彼 に 可 能 な最 大 の満 足S(ps)を 与 え る価 格P、 を 主 張 し続 け る

方 が よい か,を 選 択 す る必 要 が あ る.後 者 を選 択 すれ ば,彼 はS(ps)-Sω だ け

の満 足 の 向上 の 為 に 闘 争 に お ち い っ て敗 れ る よ うな こと もあ る危 険 を 冒 す,こ

の時 に闘 争 に お ち 入 り失 敗 す る確 率 を γ と し,1≧T≧0,と して示 す も し次

の よ うで あ れ ば,販 売 者 は 交 渉 にお い て価 格Pを 拒 否 す るで あ ろ う.

(1-T)・[S(p,)-Sω]>T・[Sω 一S,]P、 よ り下 の水 準 に お い て,Pが 増 大 す

る と,Sω は 逓 増 し,Tも 増 大 す る.そ こで いつ か はPが 次 の よ うな水 準 に 達

す る.

(1一 の ・[Sくps)-Sω]=γ ・[S(ア)-Sc]

そ撒 悪 藷IL・ 一・

も し,こ の 価 格 に 達 す れ ば 販 売 者 は それ 以上 に 価 格 を 上 げ よ うとす る こ とな

く,喜 こん で これ を受 諾 す る.

と ころ が,Pen自 身 がZeuthenの モ デ ル につ い て批 判 した よ うに,Tは 正

確 に 得 られ る もの で は な く,相 互 顧慮 函 数(correspectionfunction)rs=
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瓦[Bω 一B,]と して集めることができる程度の知識を基礎 として彼自身の思考

過程と見積 りとか ら測 られる数値にす ぎない ここで,Bω 一B。 は購入者の

純契約満足を示 し,Pの 価格を受諾 した時の購入者の満足か ら闘争に入った時

の満足を差 し引いたものである.そ こで,TはF,[Bω 一B。】として示 される.

絵 も正融 ・は測・・とができないので ・れに繊 評価函獅 を乗 じ
て お く.こ れ ら に よ り

s(P、)-s(P) -T=Oは 次 の よ うに 書 き 換 え られ る .s
(ps)-s。

¢s[s(P,)-s(P)s
(P,)-s¢]一 ・1・・[B・P)-B・]一 ・

交渉が成立す る時には,こ れと平行的な購入者の方程式も同時に次のことを満

足 しておかなければならない.

¢b[B(Pb)-BωB
(pb)-Bc]-F・[s…-s・]一 ・

この二つの方程式 より価格Pが 決定する.も し購入者の純契約満足Bω 一Bc

をゼロにする価格が販売者純契約満足8ω 一S。 を ゼロにす る価格 より大であ

った としても,交 渉の過程は危険評価函数,満 足函数,闘 争満足および相互顧

慮函数の各交渉者によるシフ トの努力を伴なうのであるから,こ れ らの努力の

末にある価格に到達 して交渉が成立するであろう.こ の価格は上に述べたよう

な二つの方程式を満足させねばならないという意味において一つの値に決定 し

得るものであ り,不 確定領域は存在 しない

以上のPenの 理論はShackleに ょって,Zeuthenか ら更に進んですば ら

しい理論的分析を行なったとして賞讃されてはいるが,同 時にShackleは 彼

の最も重要と考える心理的要因を加味する必要のあるこを指摘 している.『7)そ

れについては後述することとして,次 にはPenと 同じ傾向の理論的分析を行

なっているA,M.Cartterの 団体交渉における交渉態度に関する理論を概観

する。

(v)A・M・Cartterの 理 論28)

27)Ibid,,pp.310-1.

28)A。M.Cartter,op.cit.,pp.116-20.
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Penは 交渉の過程を労使双方の満足を基準 として分析 したのであったが,

Cartterは これを,コ ス トを基準 として分析する.後 者は前者よりも具体的

な議論である.

雇用主あるいは労働組合のどちらか一方が団体交渉において他方の提示した

条件に同意すれば コス トを被ると同様に,そ の条件に不同意の態度をとる時に

もコス トを被るものである.そ して,交 渉の過程においては各 々の側は他方の

提示を受諾するか どうかを決定する際には,こ れ ら二つのコス トを天秤にかけ

ていると考えることができる.第 一次的接近 として各々の側の交渉態度を次の

ように定義す る.

Xの交渉態度一yの舞 膳同総 器 暴 缶 譜,

Yに 同意 しないことによるコス トとは,作 業の停止により得 られなかった所得

の形式において示 され るコス トであ り,Yの 条件に同意することによるコス ト

とは,yの 条件を受諾することによって得 られ る所得 と,最 も望んだ条件が受

諾された時に得られる所得との間の差を示している.

この交渉態度による分析をCartterは 賃金に関する争議に応用 している.労

働組合が雇用主の提示に同意 しないことによるコス トはス トライキ期間におけ

るその組合員の賃金所得の蓋然的損失として考えることができ,雇 用主にとっ

てのコス トは,生 産停止期間の利潤の蓋然的損失と考えられ よう.夫 々の側は

二種類の計算を行なう傾向がある.そ の一つは,あ る期間において生 じる実際

の損失の見積 りであり,他 の一つはその対抗者に対 して自己の条件を受諾せし

めるに必要な蓋然的なス トライキ期間の算定である.後 者は経験的検証におい

ても受け入れ難い ような主観的要因を注入するように思われるが,Cartterは

このタイプの決定問題にはこのような危険蓋然性要因が重要である,と 考えて

いる.

労働組合がス トライキの蓋然的コス トを見積ることができる方法を例証する

ために,次 のような例を想定する.一 つの労働組合の組合員全体で週当り1,00

0ドル稼得するとしよう.そ うすれば,ス トライキ期間における週当 り損失は

この額である.も し,雇 用主が時間当 り1,00ドルの賃金を提示 し,労 働組合が
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要求賃金として1.05ド ルを照準にすえたとすれば,労 働組合はス トライキによ

って雇用主に高い賃金を受諾させることができると常々考えているか ら,次 の

ように必要なス トライキ期間と組合のコス トの見積 りとを行な う.

○
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$2400

労働組合は正式にはこのような形式的見積 りを行なわないであろ うが,ほ ぼ

同じように言い換えれば,「 解決は即座にで きるが,最 も解決されそ うな機会

はス トライキを2週 間半ほど行なった頃だろ う.ひ ょっとすると,ス トライキ

は7～8週 間に長びくかも知れない」と言 うことであるか ら,こ のような計算

は常に行なわれている.ど ち らの場合でも,こ れは闘争の予測的危険を表現す

る方法である.以 上は労働組合に関するものであったが,雇 用主についても,

同意しないことによるコス トの同様の見積 りを陰伏的に行なっている,と 考え

ることができる.

もし両者の交渉態度が即座の解決に とって不利であれば,ス トライキを実際

に進めることによって彼等はより有利な方向へと変化す る傾向がある。前述の

例において,ス トライキを実際に2週 間やってしま うと見積 って いた コス ト

1,450ド ル よりも多いコス トが生ず ることが普通である.こ の実際の コス トを

2,000ド ルとすれば 明らかなように,同 意 しないことによるコス トはス トライ

キの期間を経るに従って上昇 し,両 者の交渉態度を1に 近づける.

同意することによるコス トに関 しては,労 働組合にとっても雇用主にとって
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も,こ の 数字 は 時 を 通 じて の所 得 の流 れ と して示 され る もの で あ る.そ れ 故,

同意 しな い こ とに よ る コス トと比 較 す る こ とが で き る よ うに す るた め に は,同

意 す る こ とに よる コス トを 資 本 化 しな け れ ば な らな い

前 述 の 例 で 示 され た よ うに,組 合 の要 求 と雇 用 主 の提 示 との 間 に,時 間 当 り

5セ ン トの差 が あ り,25人 の 労 働 者 が いた とす れ ば,雇 用 主 の条 件 に 同意 す る

こと に よる コス トは,一 人 一 年 間 に2,000時 間 労働 す る と して,年 当 り2,500ド

ル に 等 しい もの とな る.割 引 率 を20%と す る と,こ の額 を 資 本 化 して12,500ド

2400ル を得 る こ とが で き る
.そ こで,労 働 組 合 の交 渉 態 度 は=0.192に 等 し12500

い

雇 用主 に つ い て は 次 の よ うに 仮 定 し よ う.雇 用 主 の条 件 を 労働 組 合 に 受 諾 さ

せ る た め に必 要 な 蓋 然 的 ス トラ イキ 期 間 に よっ て加 重 され た作 業 の 停 止 に よっ

て生 じる 損失 を10,000ド ル と し,提 示 され た 賃 金 率 を 基 準 と して 見 積 られ た

利 潤 と要 求 され た 賃 金 率 を 基 準 と して 見 積 られ た 利 潤 との差 を 適 当 に 資 本 化 し

10,000た もの を20
,000ド ル とす る.そ うす れ ば 雇 用 主 の交 渉 態 度 は=O.5に 等20

,000

し くな る.

交 渉 態 度 の 定 義 か ら考 え て,こ の数 値 が1以 上 に な る時 に解 決 す る こ とが 両

者 に と って望 ま しい の で あ るか ら,上 の両 老 の よ うに,ス トライ キ を 行 な う方

が 他 方 の 要 求 を 受 け入 れ る よ り も有 利 で あ る と感 じ る時 に は ス トライ キ が 継 続

す る.だ が,前 述 の よ うに 実 際 に ス トラ イキ を 行 な え ぽ 実 際 に 損 失 を受 け る

し,ま た ス トラ イ キが 続 くにつ れ て,蓋 然 的 な ス トライ キ期 間 も一 層 長 く思 え

て くる.こ の こ とは両 者 の 同意 しな い こ とに よ る コ ス トを 増 大 させ,両 者 の 交

渉態 度 の 分 子 を 大 き く し,交 渉 態 度 を よ り好 ま しい もの に して い き,更 に 両 者

の 譲 歩 が あれ ば 分 母 を 小 さ く し,増 々 交 渉 態 度 を 好 ま しい もの に させ,交 渉 の

成 立 へ と至 る.

以 上 がCartterの 団 体 交 渉 の 分 析 で あ り,Penの 理 論 と と もに 次 の よ うな

Shackleの 批 判 を 受 け る こ とに な る.
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(vi)G.L.s.Shackleの 理論28)

ShackleはPenの 理論について 次の如 くに批判 した.29)Penは 購入者の

純契約満足がゼロとなる価格が販売者の純契約満足をゼロにする価格よりも大

であるな らば,こ のように限界が定め られた契約領域の中のある価格で同意が

確実になされ ると結論している.し かし契約領域内であっても交渉者に交渉を

決裂させるように導 く動機 として,「面子の潰れ」の 恐怖がある.面 子の潰れ

は,初 めの要求か ら大幅に退却することによって生 じ,そ の結果,将 来の交渉

力に損害を与えることになる.Penも このことには考慮をは らい,満 足函数

の裏には心理的要因の存することを認めている,し か し,満 足函数の形状に関

しては,面 子の潰れが存在する程に大 きな交渉の余地は両者の満足函数の間に

残されてはいない,と 述べている,だ が実際には,団 体交渉を通じて交渉の余

地が狭められ るのであって,初 めは大 きな差があるはずであろ う.そ こで,こ

の 「面子の潰れ」を中心とした分析が 行なわれねばならない.

Shackleは 以上のようにPenの 理論を批判 した上で,自 己の理論を 展開

している,

販売者(労 働組合)は 次のような諸価格(賃 金率)に 関係 している.

鵬……交渉を放棄 しても生活状態が良くも悪 くもならないような,受 諾する絶

対的最低価格.

g… …初めの要求価格.

ゴ……効果的最低価格,す なわちある選ばれた政策によって許容され る最低価

格

"… …最終的に決定される価格。これは交渉を行なっている双方にとっても交

渉の完遂までは不明である.

そして,労 働組合にとっては三つの政策が存 している.第 一は 「可能的崩壊

政策」(possiblebreakdownpolicy)で あ り,こ の政策を採用する時には

gと ゴとを,そ れ らの間にある差をすっか り譲歩 した ところで 面子を潰すこと

28)G.L.S,Shaekle,oP.cit.,PP.311-4.
29)Ibid.,PP.310-1.
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もなく,そ れ故その後の交渉にも不利な影響を及ぼす ことがない.よ うに決定

する.第 二は 「可能的面子の潰れ政策」(possiblelossoffacepolicy)で あ

り,こ の政策の時にはある選んだgか らg-mよ りは大 くないg-Vだ け 後退す

ることが交渉を成立させるために必要であると決心しなけれぽならない 第三

は 「結合的政策」(combinedpolicy)で あ り,こ の時にはい くらかの面子の

潰れの可能性を受け入れるが,後 退の限度 としてブをゴ〉物 のように置 く

どのような政策を採るに しても労働組合はその利益および損失を事前には確

定的に知 っているのではな く,た だぼんやりとした状態において,あ る利益お

よび損失に焦点を合わせているだけである.「 可能的崩壊政策」を 採る場合に

は労働組合の焦点利益の値は,影=砂 一鵬 で示される.ま た,焦 点損失は 「可

能的面子の潰れ政策」を採った時に享受され得るであろう最高の望みを犠牲に

することである.「可能的面子の潰れ政策」を 採用した 場合には労働組合の重

視する焦点利益は粗利益であるところのS=V-mで はなくて,純 利益のX=S

-Zな のである.こ こにおいてZは 労働組合の現在の政策による面子の潰れに

よって,将 来の交渉が受けるであろう損害を時間で割引いた貨幣価値の交渉者

による見積 りを意味 している.か くして,りρは正の値 も負の値もとり得るか

ら,前 者は焦点利益を後者は焦点損失を示す ことになる.結 合政策を採る場合

は前述の二政策を総合すればよい.ど のような政策を採るに しても,多 くの交

渉計画の中から計画を決定する最終的段階として交渉者は次のような精神的過

程を通ると考え られる.交 渉老は各々の計画について,そ の座標が計画の標準

化された焦点利益と標準化された焦点損失を示 している一つの点を,「賭博者

の無差別図」(gamblerindifferencemap)の 中に書 き込み,よ り高い無差

別曲線上にある計画を採用しようとする過程である.こ のような過程を経て労

働組合は第一次的交渉計画を作 り上げる,雇 用主に関 しても,必 要な変更を加

えれば上述と同じ過程で第一次的交渉計画を作成することが分る.Shackleは

賭博者の無差別図がどのようなものであるか,は 示 していない

そこでこれに関しては我々が 想像するしか方法はない.

Shackleの 述べる三つの政策のどれをとっても,各 政策には 焦点利益と焦
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利
益

0

(第8図)

1

焦点損失

組合せによって無差別曲線 ム,12… …lnを 作 りあげることができ,

選好は高 くなるであろう.こ れを我々はShackleの 述べる賭博者の無差別図

と仮定する.い ま計画が第8図 におけるように・4,B,Cと 三つあったとしよ

う そ うすれば,こ の時に採 られ る計画はCで ある,と い うのがShackle

の主張であると考えらる.

交渉の過程は,こ の労働組合および雇用主の二つの第一次的計画の対決に始

まり,一 方が自己の計画を他方が計画を変えない限り変えていく,と い うこと

にある.そ こで,一 方は交渉の過程において修正 した計画を作 るであろ う.こ

の修正した計画は他方の計画と対決 し,再 びどち らかの修正が行なわれプそれ

が次 ぎ次 ぎと繰 り返されて遂には交渉が成立する.

以上がShackleの 交渉過程の分析である.Shackleは 「面子」 とい うよ

うな心理的要因を強調 しす ぎた余 りに,ス トライキによる雇用主側にとっての

損害,労 働組合にとっての闘争資金の喰い潰 しといった,他 の分析者が重視 し

た ことを考慮の外に追いやってしまった.

団体交渉において成立する賃金率に心理的要因が影響力をもつことは確かに

日常 よく見聞きされる ところである.し か し,交 渉を上述の如 くに分析する

ことは,あ まりに も費用等の資金面を無視 した考え方であり,そ の他の分析方

法がス トライキ期間の長さおよび賃金率の決定のメカニズムを中心に論じてい

るにもかかわ らず,Shackleの 分析ではこれを 述べることができない,と い

う点で他の分析方法より優っていると考えることはできない.

点損失とが含まれている.そ こ

で,第8図 において縦軸に焦点

利益,横 軸に焦点損失をとると

ある計画は焦点利益,焦 点損灸

とも小さいであろ うし,他 のあ

る計画は焦点利益,焦 点損失 と

もに大きいであろ う.そ こでこ

の焦点利益,焦 点損失の種々の

その順に
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(vii)結 びに

以上,種 々の交渉理論を展開 し,検 討 してきた.交 渉理論は単なる技巧の理

論にす ぎない,と 考え られ易い そのような性質をもっていることは否定でき

ない しかし,第2部 で論 じたような賃金率決定の不確定領域が広 く存在する

場合には,行 動科学の一種としての交渉理論に技巧の理論以上の意義を見出す

ことができ,現 状分析の補助手段としてそれを使用することができよう.

第3章 結 論

第3部 においては,賃 金率の決定に関与する諸々の力とその影響の程度,を

論じてきた.社 会的および政治的諸力に関 してはここにおいて述べたものの他

にも多くの議論がある.勢 力説のみについても,こ こでは高田保馬博士のもの

だけをとりあげたが,そ の他にも賃金決定の議論に関 して検討せねばならない

ものは多い また,団 体交渉の形態に関 しても各国がそれぞれ異なった特徴を

もっていることをより詳細に示 し,交 渉理論を展開する際に,こ れら団体交渉

の形態のそれぞれの特徴を考慮 しなが ら,国 別に議論すること,も 必要ではな

いかと考えている.こ れ らは今後の研究課題 としたい

更に労働組合の存在下での賃金交渉において,賃 金率の決定される範囲が,

当該企業が生産する生産物が生産物市場において如何なる競争状態にあるか,

に従 って変わって くる.こ れに関 しての論述はここでなされなかったが,賃 金

率の力関係で決定される幅は,国 家の政策を考慮に入れないならば,生 産物市

場の諸条件に影響されることを認めねばな らない1)し かし,第2部 との関連で

明らかになるように,も し国家の特定の政策的行動をモデルに入れれば,力 関

係による決定にまかされる賃金率の不確定幅もより一層大 きなものとなり,し

かも,不 確定領域そのものは団体交渉時に与えられていないものとなる.最 後

の状況が現実となれば,実 物面での産出量増加がなくて労働組合の力によって

貨幣賃金率の上昇が達成されれば,物 価は貨幣賃金率 とスパイラルで上昇し続
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け,実 物面での成長のない物価騰貴が現出される.2)

1)本 書 に お い て は 紙 数 の 関 係 で 省 略 した が,論 じ よ うと した も のの 原 型 は 下 記 拙 稿 に

て 示 した もの で あ る。

森 田 勘 『寡 占 化 と賃金 』(「大 阪大 学経 済 学 」,第17巻 第4号,昭 和43年3月)

2)こ れ に 関 して の 議 論 も省略 した の で,下 記 拙 稿 を 参 照 して い た だ きた い.

S.Morita,"GewerkschaftenundL6hneinJapan:Theoretische

Uberlegung."OsαkαEconomicPαpers,VoLXVIII,March1970.
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